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フィリピン

〔通常国会の終了〕 第5議会第3会期は， 5月22日でもって法定会期を終えた。し

かし， 一般予算法案をはじめとする，いくつかの重要法案が上院を通過せず，会期満

了直前にマカパガル大統領が重要案件として強調した小売業国民化法改正法案は下院

さえ通過しなかった。大統領は，当然のことながら30日間の特別会議を召集し，法案

の継続審議を国会に要求しなければならなかった。下院では，与党である自由党が多数

党であったが， 上院では， 4月末のマルコス議長についで、 5月5日アントニーノ議員

が自由党から離反して，与党は24議席中 9席を占めるにすぎなくなっていたのである。

5月にはいってからの上院の大統領攻撃は， 12日のトレンティーノ上院議員による大

統領弾劾の下院に対する要請という形で頂点に達し， 16日にはフィリピン政界をまき

こんだ大汚職事件（「ストーンヒノレ事件」〉に関する上院小委員会の報告が公表されふ

たたび、政争の具に供されようとした。

このような動きは， 「政治過剰」のフィリピンに似つかわしνと言えようが， ただ、

「政治かけひき」とだけですますことはできない。

［農業から工業へ） 今期国会を通過しなかった法案の主なものをいくつか拾ってみ

ると，つぎの諸法案が示すように， 地主（農園主）よりも工業資本家の利益をはかる

ものであることが分る。

’20パーセント留保制廃止とひきかえの輸出税法案

現行の法によると，輸出業者が輸出により獲得した外貨の20%は中央銀行に留保

されることになる。現在，為替レートが公定では 1ドルニ 2ベソであるのに対し，

自由では 1ドルニ3.9ぺソ程度であるために，輸出業者は 20%の獲得外貨が公定で

中央銀行に留保されることにより損失を蒙る。したがって，廃止を声高く要求する。

これに対して，政府はそのかわりに輸出税をとりたてるというのである。現在時ま

で，輸出がおもに農産物であったことを考慮に入れると，この意図は明瞭となるo

v投資奨励法案，小売業国民化法改正法案

前者については 5月18日，後者については19日の項に見られるように，ともにフ

ィリピンにおいて発展しつつある工業資本家を育成することを目的としたものであ

る。

このような事情にぜついてフ ミズーリ大学の DavidWurfel助教授は，つぎのように

言己している。

「指導的人物のあいだでのグループの作り直しと並行して， 1963年のあいだにフ
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フィリヒン

ィリピンの政治において，もっと目立たないが根本的な変化が起った。砂糖ブロッ

クの連続的な衰微の結果として政治的エリートの構成上に起った基礎的な変遷を示

す事実がいくつかあった。……もちろん，こう言ったからといって，巨富を持つ人び

とがもうこれ以上フィリピンの政治で優越性を示すこともなく政府の，恩恵の受益者

となることもないであろうと言うのではない。彼らは，ちがった人びと一一一農業家

( agriculturalists）よりも工業家（iudustrialists）であるであろう。」 （“A （二hanging

Philippines," Asian Survey, Feb., 1964, p. 708.) 

彼は，さらに，労働者（LapiangManggagawa，労働党）の役割が大になったことを

附け加え，新しい傾向として社会改革立法を強調し，その一例として1963年7月12日

に制定された「土地改革法」に全面的な賛辞を送っている。

〔披行の変革〕 Wurfel助教授は，「衰微」の一途を辿っているとする「砂糖ブロッ

クJの主要人物として，ロペス（Lopez), アラネタ（Araneta）と並べて第一人者とし

てユーロー（Yulo）をあげている。ユーローに対する攻撃を政府がなし得たことこそ，

上のような傾向を明示していると言うのである。しかし，政府は， 5月4日，ユーロ

ーの所有する7000ヘクターノレの土地の収用を断念した。 しかも，このさいに「土地改

革法j第3章の規定一一「家族農場単位（family-sizefarm units）に分割するに適当」

と認められる場合のみ収用の対象となし得る一ーが援用されていることから明かなよ

うに，「土地改革法」そのものが，社会改革立法として，まだまだ不十分なものであっ

たことを示している。 また，アントニーノ上院議員の自由党脱党の契機をなしたと考

えられる伐木権問題について， 政府は，一度取上げた伐木権をふたたび同議員に返還

しなければならなかったので、ある（ 5月26日）。

このような事情は， 労働者の支持に全面的信頼を寄せることもできず〔5月9日，

Lapiang Manggagawa はそれまでの指導者 CiprianoCidを追放し，自由党と挟を

分った〕農民の支持を得るような徹底的な土地改革法も制定できない現マカパガル政

権が， 農業から工業へその基礎を決定的に移しかえることの困難さを物語っている。
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フィリピン日誌

1964年 5月 1日

, SEATO第27回演習“Ligtas＇’の計画発表一一一タガログ語で「救出」を意味す

る“Ligtas・司演習は， オクシデンタル・ミンドロを「侵略軍」から「救出」すると

いう想定のもとで， 5月12日～ 6月10日に行なわれると発表された。参加国は SE

ATO加盟8土困、 うちパキスタンとタイはオブ、ザーパーを送るのみである。 75隻

の艦船， 2万以上の兵員が参加し，水陸空の作戦を予定した大規模なものであると

ともに，ゲリラ戦をはじめ新型式の戦闘のため特別に訓練された特別機動軍を重要

視するような形で行なわれる。〔ManilaDaily Bulletin, .5. 20.〕

5月2日

v商業会議所，米比通商協定の検討開始一一フィリピン商業会議所臨時会頭デメ

トリオ・ A ・ムニョスは， 1955年の米比通商協定（ロウレル＝ラングリー協定）を

検討する特別委員会を創設する意図を明かにした。この協定は1974年に期限切れに

なりその後は特別利益の保護をともなわない自由貿易となるために，それに間に合

うように，この協定の結果・利点・問題を民間部門の立場から検討し，政府に勧告

できるようにしようというものである。

5月 3日

’南阿からの輸入について政府積極的一一マカパガル大統領は，今後も南アフリ

カからのいわし輸入がおこなわれるであろうと，述べた。大統領は，多くの批判に

もかかわらず， Namarco(National Marketing Corp.，交易公社）のカルデロン総

支配人とこの問題について長く討論した結果，輸入に承認を与えたのであるc

V マレーシアとの領事関係復活一一一政府は，昨年9月以来外交関係を断ってきた

マレーシアと領事を交換すると声明した。領事館の設置は，両国とも 5月18日に同

時に行なうと決められた。政府は，この関係復活が「外交的承認」をも「北ボノレネ

オに対するフィリピンの要求の任意放棄」をも意味するものではないことを明らか

にした。

5月 4日

V政府， ユーロ一所有地収用を断念一一元下院議長ホセ・ユーロー (JoseYulo) 
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フィリピン

がラグーナに所有している7000ヘクタールの土地の収用申立；土 2年前に法務長官

・土地局長・法律顧問により提出され，政府はこの申立を積極的に支持してきた。

マカパガル大統領は，アメリカ人の成上り者ハリー・ S・ストーンヒノレ追放後まも

なく，フィリピンの「ストーンヒノレ」追放運動をはじめており弓 1962年8月28日の

ラジオ二テレビ放送では，「過去における公けの地位や勢力を乱用して不正に富を蓄

積したような者たちからは，不法取得品を取り戻さねばならなし、0 ・・・・・・だから，元

議長ホセ・ユーローに対して訴訟が起されたので、ある」と述べた。この訴訟は，第

1に取得方法が不正であったことに対して，第2にユーローの一七地に住んで、いる不

満をもっ小作人に土地を分配することに関して，おこなわれたc しかしラ第 1の理

由は，ユーローが利用したと告訴されたフィリピン開発銀行（当時の復興金融公庫

一一一ユーローはこの公庫の理事のひとりであった〉がユーローの所有権に対する訴

訟を取り下げ，その合法性を認めたことによって，消滅した。第2の理由は，問題

になってきたカンルーパング（Canlubang）の2000ヘクタールの農園が永久作物（コ

コナツ）栽培にあてられており， 「家族農場単位（family-sizefarm units）に分割

するに適当」 （土地改革法，第 3章）でないとして， しりぞけられた。こうして農

業関係裁判所（Courtof Agricultural Relations）はラユーロ一所有地に対する申立

を棄却した。

5月5日

Vアントニーノ上院議員，自由党を脱党一一アメリカ合衆国での療養から帰国し

たガウデンシオ・アントニーノ（GaudencioAntonino）上院議員は，彼に与えられ

たパシラン島の伐材権のひとつが不在中に政府によって取消されたことが「簡単明

瞭な恐かつ（blackmailpure and simple）」であるとして，自由党から離れた。これ

により，上院議席24中，自由党員はわずかに 9名となり，反対派議員は12名となっ

fこO

vパトラー外相，訪比（～ 6日）一一パトラー外相は，東京からロンドンの帰途

フィリピンに立寄った。マニラ空港での記者団に対する発言は，つぎの通りであっ

fこQ

1. イギリスは，侵略の場合における防衛という形でマレーシアに対する義務

を果すという意志だけを持っている。

2. 頂上会談の準備をなす外相会議を聞く可能性についてフィリピンの高官た

ちと討議するのが，訪問の目的である。

3. イギリスは， 「マレーシアの独立と領土保全を尊重する」ようなマレーシ
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フィリピン

ア問題の平和的解決を望んでいる。

なお，パトラー外相は， 6日午後フィリピンを去るすこし前の記者会見で，サパ

ー（北ボルネオ〕に対するフィリピンの要求については国際司法裁判所による解決

を「最良の方法」と考えると，述べた。

5月6日

l Namarco, v、わしの南阿からの輸入について弁明を発表－Namarcoは，国際

連合が人種差別（apartheid）のかどで経済封鎖を加盟諸国に呼掛けてきている南ア

フリカ連邦からのいわしの輸入について，一般の批判に答える意味で， 5日付ある

いは 6日付の首都の日刊新聞に〔ManilaDaily Bull.は6日付に〕「いわし輸入に

ついての諸事実」として， 1ページ全面をうめる弁明をのせた。〔付 Iを参照〕

v政府，中国入学校閉鎖の意図を発表一一マラカニヤング〔大統領官邸〕は，マ

カパガル大統領が，この国にあるすべての中国人学校を閉鎖するという，マルティ

ニアノ・ピボ移民局長の提案を検討中であると，発表した。理由は，国家の福利に

とって「有害な（inimical）」ものであるというのである。

5月7日

V前駐日大使マウロ・メンデス，外相に就任一一マカパガノレ大統領は，新外相マ

ウロ・メンデス（MauroMendez）の宣誓を主宰した。 この宣誓が突然におこなわ

れた理由は，情報通によれば，大統領がハシント・ボルハ (JacintoBorja）国連大

使の帰任のさい既成事実で対しようと欲したことにある。

なお，マウロ・メンデスは，帰国直後「ロシア系であろうと中国系であろうと，

共産主義は本性をあらわした。かれらは，わが政府に浸透しそれを転覆するよう仕

込まれている。妥協などありえない」とのべているように，反共強硬論者である。

また，インターヴューで次のように語った。

1. 日本はフィリピンとの関係を正常化することを熱望しており，両国の関係

の改善のためにはどんなことをも考慮するであろう。

2. 日本政府は，マレーシア紛争を調停するのに喜んで援助の手をさしのべる

であろう。しかし，フィリピンは，東京で頂上会談を開くことについて日本政府

に何らの言苦しかけもしていない。

3. 賠償協定の新しいスケジュールがまもなく出来あがるであろうと期待して

し、る。

5月 9自
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フィリピン

, Lapiang Manggagawa，自由党との連合を破棄 全国労働同盟（NationalLa-

bar Union）出の LapiangManggagawa （労働者党）の会計係アントニオ・ポリカ

ノレピオとフィリピン労働組合会議（PhilippineTrade Unions Council）と九feralco

組合のピセンテ・アルニエゴとの署名した声明文は， Lapiang Manggagawaが自

由党との連合を破棄し， フィリピン労働統一運動（PhilippineLabor Unity Move-

ment）副委員長ピセンテ・ラファエルを同党の臨時党首に全員一致で推薦し，現党

首シプリアノ・シドを追放することを，明らかにした。

5月 10日

’民間商業銀行から，政府預金の完全引出し－Jレフィノ・エチャノパ（Rufino

Hechanova）蔵相は，政府が民間商業銀行の手中にまだある政府預金の完全引出し

にふみ切ったと，のべた。彼は，この決定の理由をつぎのようにのべた。

1. ある基金を預託するのに活躍した政府職員に対する手数料の「机下の

(under the table）」支払による，民間銀行への政府預金の配分における変則的状

態をこれ以上継続させないため。

2. 貨幣および信用をよりよく監督もしくは制御することによって金融政策を

立てるという責任を全面的に中央銀行に取り戻し，これにより政府預金の配分の

さいに起りうる政治を取りのぞくため。

3. 銀行の手持の基金の「乗数」効果により信用の継続的拡大を惹起するのに

民間銀行が用いてきている基金を引出すことによってインフレーションを抑制す

るため。

（注） Philippine Heraldの5月6日号は，大統領が，民間銀行に預託されてい

る政府資金3億1800万ベソの漸次引出しを承認したことを報じた。

5月 12日

V トレンティーノ上院議員，大統領を弾劾一一ー上院多数党指導者アルトゥーロ・

トレンティーノ（ArturoTolentino）は， 大統領の弾劾を要求する請求書を下院に

提出した。彼の告発は，つぎの 2点に集中された。（1）昨年軍によっておこなわれた

問題の多い25万6000トンの米の輸入，（2）サルタン海運（SultanShipping Lines）に

対する25万ベソの賠償割当。

しかし，憲法によれば『大統領を弾劾する決議を提出するには全下院議員の 3分

の2の賛成が必要であり，決議を通過させるには 4分の 3の賛成が必要である。し

たがって，翌日日，下院の国民党は，この決議を積極的にすすめることに決めた
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フィリビン

が， 14日，下院の多数を占める自由党員60名は全員，この弾劾事項が「根拠なきもの」

であるとして棄却することに決め，結局上程されずにおわった。〔付Eを参照］

Vロベス特使，ジャカルタ訪問（～15日）一一一外相の地位をメンデスにゆずって

国連大使となったサノレパド－；レ・ P・ロベス（SalvadorP. Lopez）は， フィリピン

の特使としてマレーシア紛争解決のために，スカルノ大統領との会談を目的にジャ

カルタに向かった。

13日のスカルノ大統領との45分間にわたる会談のあと，頂上会談の可能性につい

て， 「何か神秘的なこと，私の骨の中での感じ」として，楽観的な見解を述べた。

〔マレーシア紛争関係の詳細については， 「マレーシア」の項を参照〕

V ポルノ＼駐日大使を受諾ー一一ロペス前外相の国連大使任命により転職すること

になったハシント・カステノレ・ボノレハ (JacintoCastel Borja）は，大統領特別顧問・

無任所大使あるいは駐日大使のいずれを受諾したか，大統領官邸の声明書で明らか

にされなかったが， PhiliρpineHeraldによると，後者を受諾した。

5月 14日

Vエチャノパ蔵相，農業銀行に対し警告一一中央銀行の通貨局長を兼ねているエ

チャノパ蔵相は，いくつかの農業銀行がその資金を理事の私用に供してヤる事実を

指摘しラそのような銀行から政府預金を引出し，運営がうまくいっており投資計画

もきちんとしている他の銀行に預託することを明らかにした。なお，同時に，彼は，

この国の農産物輸出が1961年の 4億5000万ドルから1963年の 7億3100万ドルにのび

た事実をも指摘した。

V 「平和のための食糧」協定，調印一一マラカニヤングの大統領官邸でフフィリ

ピンのリブラド・カイコ外相代理とアメリカのウィリアム・スティーヴンスン大使

とによって調印されたこの協定によって，フィリピンはアメリカから 7万5000トン

の米を輸入することになった。その価格は4450万ペソであるが，その35%は吻：30年

間0.75%の利子での借款という形でフィリピン政府に返還される。調印に立会った

マカパガル大統領は「アメリカ合衆国とフィリピン共和国との聞に存在する堅い友

情の一里塚」とこの協定を賛美した。 この協定は， PL480の第1項の下にはいる

ものである。

5月 15日

V イスマエyレ製鋼会社でスト（～16日〉 ケソン市のイスマエノレ製鋼会社（Y円・
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フィリピン

mael Steel Mfg. Co.）のフィリピン陸運労働組織（PhilippineTransport Ground 

Workers Organization，指導者は RobertoS. Oca）に属する約800人の労働者は，

組合幹部3名の解雇をめぐって，ストに突入した。会社側は，フィリピン自由労働

組合連盟（Phil.Ass'n. of Free Labor Union，指導者は CiprianoCid）との労働協

約をたてにとって幹部再雇用に関する交渉を拒否したのである。また，最近の組合

選挙に対する会社側の干渉もストの理由となった。

V ロベス特使，クワラノレンプール訪問（～20日〕一一ロベス大使は，マカパガル

大統領の親書をたずさえて，クワラルンプールに到着した。しかし，ラーマン首相

にインドネシア・フィリピン両国との「頂上」会談に出席するよう説得できるよう

な新提案を何ひとつ持合わせていないことを明らかにした。

ラーマン首相不在のため，首相との会談は18日と19日と 2同にわたっておこなわ

れたが，マレーシア側はインドネシア軍のボルネオからの完全撤退を条件として譲

らず， ゲリラ部隊の「名目的撤退（tokenwithdrawal）」というインドネシアの新提

案を拒否した。

5月 16日

曹法相， トレンティーノ議員の大統領弾劾に反論一一一サルパドーノレ・マリーニョ

法相は， 16, 18日付の ManilaDaily Bulletinに「主張されている弾劾非難：ひ

とつの評価Jを寄稿して， トレンティーノ議員に反論を加えた〔RhilppineHerald. 

には， 16, 18, 19日付に連載された1。この要旨は，以下の通り。

（一般的問題〕

a. 「罪深い憲法違反（culpableviolation of the Constitution）」について一一

トレンティーノは，これを弾劾の論拠としているが，これは「意図的で，故意で，

熟慮され十分に計画された違反」を意味する。大統領の行動は「判断の単なる誤

り，あるいは義務の省略から生じたもので，詐欺の要素のないものであり，」「主

張されている不注意」も「義務の故意による無視よりもむしろその誤解に帰せら

れるべきもの」であって，弾劾の論拠となりえない。

b. 「大罪（highcrime）」について トレンティーノはラこれを「犯された

罪の性質でなくて課せられる刑罰」によって判断しているが，本当の意味は，そ

の性質において「基本的な重要政治原則をくつがえすものか，あるいは，公共の

利益をいちぢるしく損うものか」である。大統領の行動は，この理解に立った場一

，合「大罪」となりえない。

〔個別的問題〕
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a. 米の輸入について一一政府機関による米の輸入は？米穀局法（共和国法

3542）により禁止されているが，これは，緊急時における軍による輸入をも禁止

しているものではない。また，最高裁は，この輸入のさいに禁止命令を発しなか

っfこO

b. サノレタン海運問題についてーーとの会社に対する賠償額の割当は， 1963年

8月の賠償委員会のスケジュールに入っていた。その後，国家経済会議の民間の

島l興間海運会社に割当を与えるべきでないとの決議が出されたがヲ賠償委員会は

ふたたびスケジュールにこれを入れて大統領に提出した。大統領は，両者の長と

の談合の上，これに承認を与えたのである。なお，国家経済会議は，諮問機関で

あって，その決議は大統領を束縛するものでない。

V上院，ストーンヒル事件についての報告受理一一国外追放処分を受けたアメリ

カ人実業家ノ、リー.s・ストーンヒル（HarryS. Stonehill）をめぐる汚職事件につ

いての上院ブノレー・リボン小委員会の報告が，上院に提出された。 1:31ページにわ

たるこの報告は，委員会内の多数を占める国民党議員全員により署名されたが，自

由党議員は 2名だけが署名したにすぎなかった。

マカパガノレ大統領は，悪名高し、ストーンヒル事件についてもっと行動を起せとの

反対派の示唆を歓迎すると述べるとともにラこの発表を「派手な政治宣伝」と賂印

をおし，さらにこの「事件を新たに堀り起すとよりいっそう非難の泥試合が起り，

政府が国家的諸問題に目を向ける時聞が縮められるおそれがある」と述べた。

5月 18日

V投資奨励法，下院を通過一一フィリピンにおける投資の奨励を目的とする下院

法案第9477号は，下院で53対 2でもって可決された。これは，正当な手続と法の前

での平等な保護，収用からの自由，契約義務の履行などのような「基本的保証」を

与えて，外国資本がこの国に投下されることを奨励するとともにヲつぎのような方

法でフィリピン所有の資本および合弁企業を奨励するものである。

1. 諸企業は，操業開始後5年間創業費および操業前の費用を司課税所得から

差引くこと。

2. 納税者の任意により， 8年聞かまたは固定資産の予定耐用年数の全体にわ

たって固定資産の繰上げ減価償却分を課税所得から差引くこと。

3. 操業開始後3年以内に惹起された操業欠損を繰越して，その欠損のあった

年以後6年間課税標準額から差引くこと。

4. 管理・監督・技術・顧問に関する地位に雇用される外国人従業者を「全人
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員の10%を超えない範囲に」制限すること。

5. 7 1リピン資本に対しては，資本利得税の支払の免除。

6. 登録後 5年間，フィリピン資本に対する所得税の支払免除。

7. ：ヨ年満期の外国からの借入金に対する利子支払の免税。

Vマレーシアとの領事関係樹立一一予定通り，アリ・ピン・アブドウラ領事をは

じめマレーシア領事館員により，昨年9月17日以来閉鎖されていた領事館がマニ弓

に聞かれた。 7 ｛リピンの側は，関係決裂前シンガポーノレ駐在総領事で、あ η たつア

ン・ C・ディオニシオ公使とその随員がクワラルンプー／レで，同時に領事館を聞いた r

5月 19日

’最低賃銀法、下院を通過一一下院は，物価の急騰にともなう生活費の上昇を考

慮にいれて，最低賃銀法を可決した。国民党議員たちは，原案通りの可決によりイ

ンフレ傾向が主すます強まることを恐れながらも，この法案そのものが自由党の物

価抑制の失敗自認とみなしてラ 6ペソを 5ベソに切り下げる案を否決して労働・法

律改正委員会提出の原案通り可決した。

V小売業国民化法（Nationalizationof Retail Trade Law）改正を重要案件とし

て強調一一マカノ；ガル大統領は，国会に対し，物価上昇を抑制するのに小売業同氏

化法改正法案の通過が緊急必要であると強調した。この法は，本来中国系の「サリ

・サリ」店段階の小規模な商品販売だけを対象としたものであったが，裁判所ヤ1iJ

法省の解釈でかなり限られた顧客への大量販売をも含めるまで拡張されたコそれ

で，今度の改J七法案は，小売業の範囲から以下のものを除くことを主要目的として

u、る。

l. 一般公衆にではなし卸売業者・小売業者・仲買人・卸屋・商人一般、お

よび他に販売する目的で商品を購買する仕事に従事している個人あるいは団体へ

の販売。

2. 原料・半製品・製品・商品・財貨・物資の，一般公衆にではなく，農業・

鉱業・工業・製造業・加工業および公益事業の諸施設，あるいは，フィリピン政

府，すなわち，上記財貨の製造・生産・加工のさい要素として用いることになる

ような政府機関あるいは政府関係団体の販売。

これは，国内外の資本に利益を与える政策の一環をなすものであり，政府はヲ

これとともに投資奨励法が，早く上院で可決されることを要請した。

V米穀法（Rice& Corn Act）についての特別教書 大統領は，「米穀産業を国
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内自給および、長期安定の水準に向かつて発展させ，また，そのためとその他の目的

のための資金を供給する法」についての特別教書を国会に送り，この法の通過が緊

急、重要なものであることを強調した。なお， 大新聞は〔A1anilaDaily Bulletin, 

Philippine Heraldの21日号〕大統領の署名入りで，この丈書を広告の形で全紙大

に掲載した。［付盟を参照；

5月 20日

, PC I, 合弁企業支持の声明を発表 PC I [Philippine Chamber of In-

dustries，工業会議所〕は， 「フィリピンへの外国投資に関して， PI Cは合弁企業

を強力に支持する」広告を，大新聞に〔ManilaDaily Bulletin 20日号， Philippine

Herald 19日号に〕掲載した。〔付町を参照、

曹ロベス特使，ジャカノレタ到着（～22日〉一一一ロペス特使は，到着後スカルノ大

統領と会談し， 「われわれは妥協に向かつて動きかけている」とのべた。スカルノ

大統領は，マレーシア領ボルネオからのゲリラ部隊の撤退に同意したのであった。

Vパパンガ地方北部でフク団活動一一－ManilaDailyβulltノtinの20日号は，陸軍

の諜報関係将校により与えられた情報として，国防省、アルベルト ・R・デ・ホヤの

明らかにしたヲパパンガ州の第2選挙区（北部｜の諸市邑可 とくにアンへレス市が

フク団の手中にあるという報道を掲載した。

5月 21日

V共産党指導者逮捕 フィリピン共産党指導者ヘスス・ラパ（JesusLava）は，

18年の地下活動ののち，サンパロクで逮捕された。彼は，アルフレド・パウロ

(Alfredo Paulo), ；レイス・タルク（LuisTaruc), カスト・アレハンドリノ（Casto

Alejandrina）についでの彼の逮捕によっても，フィリピン共産党はいぜん活動する

と，言明した。 A1anilaDaily Bulletinの5月23日号によればヲ彼なきあと， 「フ

ク団の第 i入者」は，ルイス・タルクの未弟ペレグリノ・タルク・イ・マンガノレス

(F'ere広rinoTaruc y Mangalus）であるとのことである。

5月 22日

V 国会の会期終了： 30日間の特別会議召集 1月27日に開会された第5議会第

3会期の法定会期が終了した。この会期に下院で可決されながら上院の批准を得な

くてのこされた法案のおもなものは，つぎの通りであ η た。

1. 一般予算法案

2. 5億ペソの公共事業法案
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3. 政府がいわゆる20パーセント留保制の廃止とひきかえに提出した輸出税法

省主
;?Is:: 

4. ガソリン税および所得税の税率を改訂する法案

5. 関税法修正

6. 米および穀類自給法案

7. 公債を10億ぺソから20億ペソに増額する法案

8. 大統領が自らの社会経済計画に必要とする資金を国外で調達する権能を大

統領に与える提案

下院では，フィリピンの小売業をフィリピン化する法律を緩める法案が未決のま

まになった。大統領は，ただちに30日会期を延長する手続をとった。

Vロベス特使， クワラルンプーノレに到着（～31日〉一一一ロベス特使は， クワラノレ

ンフ。ーノレ空港に着し、fこ直後の記者会見で，インドネシアとマレーシアとが「前より

もずっとずっと近づいてきたと言うことができる」と語った。

5月25日

V アラブ連合大使館員，比との貿易促進を強調一一←アラブ連合大使館のアブデル

・アジム・エルモウルシ経済顧問は，フィリピンのココナツ油・木材・材木・砂糖

・マニラ麻・タバコがアラブ連合の中に有利な市場を見出すであろうと語った。し

かし，そのために，フィリピンの輸出業者がアラブ連合の輸入業者と連絡すること

が必要で、あると附加した。

5月26日

Vアントニーノに，伐木権を返還一一大統領は，ホセ・フェリシアーノ (Jose

Felicano）農相に対L，アントニーノ上院議員の約2300ヘクタールにわたる伐木権

を停止する 4月23日に発せられた命令を撤回するよう，命じたo

v比・豪貿易協定調印一一フィリピン，オーストラリア両国の投資家聞の合弁企

業形成の第一歩は，オーストラリア貿易代表団とフィリピン実業家グループとの問

の協定調印をもって，踏み出された。これはフィリピンの産物の世界市場への進出

を促進するとともに，フィリピンにおける合弁企業形態での工業建設を目的とする

ものであった。

5月27日

V上院歳入委員長，基礎産業法改正法案通過を発表一一上院歳入委のホセ・ J• 
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ロイ委員長は，基礎産業を改訂する下院法案第2393号が通常会期中に通過したこと

を明かにした。この改訂により，免税の適用を受けうる基礎産業は， 19から17とな

り，（1）農産物生産と（2）植物性油脂の製造・加工・精製が除かれ，その関連産業につ

いてもかなりの加除がおこなわれた。この変化の意味は，旧法の下で免税の適用を

申請したものの大部分が新法では除外されることになることから知りうる。

, E.D.F.設立一一大統領は，民間企業育成のための私営・非株式・非営利のサー

ビス機関としての E.D.F.(Economic Development Foundation，経済開発財団）の

設立を声明した。

5月 28日

V米穀法，下院を通過一一「米および穀類の輸出を許可しながら，これら主要作

物の生産を増進させることを約束する法案乞改府は，なぜ通過させなければなら

ないのか」という国民党議員の反対論にかかわらず， 51対21で，米穀法が下院で可

決された。それは，国策として，米および穀類の増産促進，その価格の「現実的な

水準で、の」安定を標障し，この目的のために，大統領直轄の「米穀開発局」を設置

するものである。 「米穀開発局」の主要な任務は，つぎの通り。

1. 米および穀類の生産・調達・加工・分配についての現行法規の実施を任務

としている諸政府機関の活動を監視・指導・統制・統合するため，基本方針・計

画・政策の決定。

2. 米および穀類増産の計画が実施される最重要地域の画定。

3. 政府が一次的機能を果すのを助けるのに必要とみなされるような庁・局・

室などの機関の任命。

5月 29日

V モンテリバーノ，経済計画を批判一一フィリピン農業・天然資源会議所会頭ア

ノレフレド・モンテリパーノ (Alfredo Montelibano）は，青年商業会議所 (Junior

Chamber of Commerce）のルソン会議で，政府の計画過剰を批判し，実業界・一般

市民・専門家の諾組織が欠陥の多い経済政策とその解決法について世論を喚起する

よう努力するよう力説した。彼は，討論に有益な論題としてつぎのものをあげた。

1. 「中央銀行の詐欺・汚職にむしばまれている為替管理と同様，農業および

輸出産業に依存している，わが国人口の大多数すなわち2000万の利益を損いつづ

けると思われる」 20%留保機構。

2. 「この国の米の生産の改善および拡大に役立つたであろうと思われる」
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7700万ぺソを昨年の米輸入で失ったということをも含めての，政府の米穀政策。

3. 「その額がもっと有効に用いられたならば生産を一挙に引上げたと考えら

れる」 5000万ペソ以上が昨年の輸入のため失なわれてしまったことをも含めて

の， Namarcoの輸入。

彼は，なお， 「政府のU、わゆる経済エクスパートたちの言分にもかかわらず，経

済の進歩・発展がみられるのがマニラとその近郊に限られているのは，悲劇的であ

る」とのべた。

5月 30日

曹マカパガノレ，大統領選再出場確定一一マノカパガル大統領の第 2期要請は，大統

領の「わが過失なり（Meaculpa）」の繰返しと「今日あるよりも， 明日はいっそう

良い大統領となる」との約束のあとで，自由党全国幹部会の承認を得た。

, N. I. D. C.，最初の中性アノレコール工場建設のため 60万ペソを貸付一－NIDC

(National Investment & Development Corp.，投資開発公社）は，この国で最初の

中性ア／レコール工場建設のために，パーパックス化学（BerbacsChemicals Inc.）に

対し60万ペソの貸付を認可した。この認可は，基礎化学産業はじめ諸産業を育成す

るという政府の政策にそうものであると， NIDC幹部はのベた。中性アノレコールは

1962年のみで， 120万キロも輸入しなければならなかったのである。

現在フィリピンの消費量は一日 1万8000リットルであり，建設の予定されている

ノミーパックスの工場は最初のうち一日 1万キロを生産するとのことである。

5月31日

V ロベス特使帰国一一ロベス特使は，マレーシア，インドネシアラフィリピン 3

国の頂上会談を早めるための19日間にわたる任務を終えて帰国した。彼は， 「平和

への道は舗装されている」と述べ，軍隊の撤退についてのつまらぬ問題の解釈の差

が大になったとのジャカルタやクワラノレンプールからの新聞報道を鼻であしらっ

た。発表されたコミュニケは， 「政府首脳会談の直前に外相会談が〔東京で〕聞か

れるであろう」とのベた。
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〔付 I〕 いわし輸入についての諸事実

1. 一般政策

マカパガノレ政権の政策は， 時間のかかる社会経済5ヵ年計画の長期的な思恵を待つ

あいだ， 国民大衆が庶民的食糧である米・魚のような基本的必要品を獲得するよう援

助がなされるべきであるというのである。

2. いわし，主要食物

米は RCA[Rice and Corn Administration，米穀局］を通して供給されている。低

廉ないわしは， とくに雨期においては，貧困な人びとが伝統的に摂取してきている魚

である。

3. 南アフリカ，唯一の産地

今年，南アフリカは， スペイン・ポルトガルから手に入れうるいわしがー缶1.92ベ

ソであるのに比して， 0.64ペソという低廉ないわしの唯一の産地である。一缶1.28ベ

ソというこの差額は，庶民の生計にとって致命的である。

4. 他の方法で人種隔離とたたかう

アフリカからいわしを買うことをひかえることは， 人種隔離に対する反対を示す唯

一の方法ではない。

輸入にもかかわらず， フィリピンは人種隔離に依然として反対なのである。

5. 強制的でなくて「要請」

とくに南アフリカとの貿易ボイコットという国連決議は， 強制的でなくて加盟諸国

に対するひとつの「要請」にすぎない。

事実，ペラエス副大統領が外相であった期間に，外務省は， この国が木材・ラミー

・ココナツの実をはじめとする産物を南アフリカに輸出することを許可した。上述の

木材の輸出がただひとりの輸出業者とだけ結びつけられることは， 注目に価する0

6. 50力国が南アフリ力と貿易している

ローデ可ジア，タンガニイカ， ケニヤおよびトーゴーランドのようなアフリカの数ヵ

国を含む‘すくなくとも50の国連加盟国が，国連決議に留意。してきていない。南アフ

リカからし、わしを買い， それと貿易している国ぐには，つぎの国ぐにである。アーデ

ン，アルゼンチン，アラビア，オーストラリアラベルギーヲボルネオヲ ヒツレマ，カナ

ダ，セイロン，コスタ・リカ，キュラソー，キプロス， デンマークラエジプト，ロー

デジアj車宇孔フィジ一言者島， フィンランドラフランスラ ドイツ，ギリシアラグアテマ

ララホンジュラス，香港， イタリア，ケニヤフルクセンブソレク，モーリシアス，オラ
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ンダ，ニュー・ギニア，ニュー・ジーランド，ニカラグァ，パナマ， パプア，ベノレシ

ア，フィリヒ。ン，ポルトガノレ，東アフリカ，プエノレト・リコ，レユニオン，サラワク，

セヴシェyレ，シンガポール，スウェーデン，スイス，タンガニイカ， トーゴー弓ンド，

イギリス，アメリカ，ウルグァイ，ベネスエラおよび西部サモア。

7. フィリピン共和国は提唱者でない

南アフリカに対するボイコットをするよう国連加盟国に「要請」する決議を提唱し

たのは， 34ヵ国であった。フィリピンは， 34提唱国の中に入っていなかった。

8. 選択的励行

南アフリカとの貿易のボイコット以外に， 国連決議は，加盟国に対して南アフリカ

との外交関係を断絶し船舶が南アフリカの諸港に入ることを禁止する法を制定するよ

う， 「要請した。」フィリピンは，国連決議の中にあるこれら要請をも励行してきてい

ない。

これと関連して，ペラエス副大統領は一一外相として一一， 国連決議が外交関係の

断絶を「要請した」のに， フィリピンの駐南アフリカ名誉領事として白人のヴィッゴ

. F.リンハノレトを任命した。

9. 国家会議からの許可

カノレデロン支西日人が， 上級諸機関によって止められなければ，大衆を助けるために

上述の諸事実により南アフリカからいわしを買うことを， 国家会議に提議したとき，

国家会議の構成員のだれからも反対が出されなかった。 ロペス大臣はそのとき出席し

ており反対しなかった。

国家会議とロベス大臣の態度のゆえに，マカパガノレ大統領は， 大統領の庶民に対す

る周知のような関心のゆえに Namarcoを止めなかった。

10. 契約は今や効力を持つ

国家会議の好意的な態度のゆえに， Namarcoは，公けの入札を通していわしを買う

契約をとりむすぶようはこんだ。落札するや契約が調印され，信用状が発行された。

今になっていわしを買うことをこばむならば， Namarcoは契約破棄のかどで訴追をま

ぬがれないであろう。

11. われわれは人種隔離に反対する

フィリピンは，国連に対して負っている義務を履行すべきではあるが， 何よりも，

その国民，とくに繁栄の準備をなす困難の時にある一般国民の福祉を重んじなければ

ならない。国連決議が命令的でなくて単なる「要請」である以上，大衆を助けること

によって， われわれは国連に対する特定の義務を何ひとつ真に放棄しているのではな

po 
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く，また依然として人種隔離に反対しているものである。

12. 呼掛け

Namarco は， うまくやっている人たちにとって低廉な南アフリカのいわしが何物

でもないとしても， 貧窮している大衆にとっては 3度の食事と飢餓との差を意味して

いると主張する。われわれの社会経済計画の下で、繁栄に至る過渡的条件として必然的

に起る生活費高騰のこの時に， Namarcoは，裕福な人たちが困窮にうちのめされてい

る大衆のことを考慮しかれらを助けるよう懇請する。

〔この下に Namarcoの印章と，総裁代行テオフィリオ・ D ・レイエス・ SR，副

総裁兼総支配人ホセ・ D・ カノレデロンはじめ 5人の理事の連名がある〕

（注） この広告に対し， 5月7日，ベラエス副大統領は， リンハルト任命当時の外

相は，ブェリスベルト・セラーノであり，自分はこの任命後 2年して外相に就任

したと反論した。また副大統領のスポークスマンは，外務省・中央銀行・商務省

の代表者との会議で Namarcoが｜封アフリカからの禁輸に同意したとの事実を暴

いた。〔λ1anilαDailyBulletin, .5. 8.〕

〔付E〕 トレンティーノの大統領弾劾請求書

弾劾請求書

下院議長および議員各位宛・

1. フィリピン市民にして法定年齢に達しておりマニラ市の住民であるアルトゥー

ロ・ M ・トレンティーノは， ここに，フィリピン共和国大統領ディオスダード・マカ

パガルが罪深い憲法違反（culpableviolation of the Constitution）および大罪（high

バcrime）を犯した，以下に述べられているように犯したために，フィリピン憲法第 1章

第9条のもとで弾劾されうるし，また， 有罪と確定すれば解職されうるとヲ告発する

ものである。

非法な米の輸入

1. 1963年のある時に，ディオスダード・マカパガノレ大統領は， 申し聞きによれば

フィリピン軍隊が緊急の場合に用いるべき米を備蓄するという目的のために， 実際に

はこの米が事実1963年11月の選挙を左右するために分配されたということからも分る

ように純粋に党派的目的のために，国防相に対して， タイとビ、ノレマから25万6000トン

を輸入するよう，命令し権限を与えたこと。

a. この米の輸入は， 共和国法第3452号の直接かつ明瞭な侵害であった。 この法の

q
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フィリビン

規定にすれば， 「……米穀局あるいはいかなる政府機関も米および穀物を輸入するこ

とを禁じられる。……米および穀物の輸入は， 相当の税額を支払 r ，て民間当事者にま

かされる。」第10章。

b. 共和国法第3452号の侵害は重大な犯罪を構成するc それは， 1万ベソ以下の罰

金および 5年以下の禁固刑で‘罰せられるべきものであって， 公職につく資格の永久喪

失をともなうものであり， したがって弾劾の根拠である「大罪｜を構成するものであ

る。

C. 最高裁判所は， 1963年10月22日に発表されたゴンサレス対エチャノバ事件ヲ 60 

公報802の事件における裁決で，この米の輸入をすでに非法なものと宣言している。

サルタン賠償供与

2. 1964年 1月のある時，ディオスゲード・マカパガノレ大統領は，明らかな不公平，

明白な悪意，あるいは，言訳できない大きな不注意でもって， 賠償基金から， 225万

ドルの配分を一隻の島l興間船舶分としてサルタン海運に与えた。これはラ すでに操業

中の現存する合法の国内海運会社よりも大きな利益， 便宜あるいは優先権を不当に与

えた，明らかに不公平な不正な差別的な行動であること。

a. この配分は， ディオスダード・マカパガル大統領によりラ この配分を否定しこ

れを第8年の賠償計画から取除くという， 1963年12月23日の第53定例会議での国家経

済会議の決定にもかかわらず，またそれに反して，サルタン海運に与えられた。

b. この配分は， ディオスダード・マカパガル大統領により， 「・・・・・・産業にすでに

従事していた他のものよりも不当に大きな便宜を受益出願者に与えるであろう同じ理

由による賠償を通しての島l興問船舶の調達を許す政策の正当化で妥当なものはひとつ

もない」 との1963年9月17日の第45特別会議で国家経済会議がとった立場および到達

した結論にもかかわらず，与えられた。

c. この配分を与えるにあたり， マカパガル大統領は， 同時に国家経済会議の決議

第41号を承認し，島瞬間船舶には賠償から許されないであろうという政策を示し， こ

うして， サルタン海運に賠償基金から島瞬間船舶を獲得する唯一の海運〔会社〕であ

るという独得で排他的な特権を享受させた。

cl. 上記の差別的賠償配分をサルタン海運に与えるにあたってマカパガル大統領の

とった行動は，共和国法第3019号，反収賄法の公然たる明白な侵害である。この法は，

政府をも含めてヲ いかなる当事者であろうとそれに少しでも不当な損害を与えあるい

は，いかなる当事者であろうとそれにヲ明らかな不公平， 明白な悪意，あるいは，言

訳できない大きな不注意により， その行政的あるいは司法的機能を果すにあたって，

一（ 18 ) A斗
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すこしでも不当な利益， 便宜あるいは優先権を与える」いかなる公務員をも罰するも

のである。 （第3章（ e〕〉

e. 共和国法第3019号， 反収賄法は， 上記のようなマカパガノレ大統領により犯され

た罪を， 1ないし10年の禁固刑および公職につく資格の永久剥奪でもって罰するもの

であり，その罪は弾劾に適切な根拠である「大罪」を構成する。

憲法違反

3. 上述のようなディオスダード・マカパガノレ大統領により犯された罪は「大罪」

にとどまらず， 罪深い憲法違反にもなる。なぜならば，

a. 憲法の第7章第7条の要求する就任宣誓で， ディオスダー lご・マカパガノレ大統

領はその（フィリピンの〕諸法を遂行することを誓った。それでも，上記の米の輸入

の場合には， ディオスダード・マカパガル大統領は，法律を施行するかわりに，法律

を犯し，また，同じように法律， 共和国法第3452号を犯すよう国防相に指令したので、

ある。

b. 憲法の要求する同じ宣誓で， ディオスダード・マカパガノレ大統領は， 「だれを

も公正にあっかう」ことを誓った。それでも， 上記の差別的なサルタン補償をおこな

うにあたって，ヂィオスダード・マカパガノレ大統領は， 現存の合法の国内海運〔会社］

に対し，明らかにひどく不公平な取扱いをしたので、ある。

嘆願

上記のことをすべて記憶にとどめて， 下に署名する者は，敬意をもって，フィリピ

ン議会の下院に対L, フィリピン大統領ディオスダード・マカパガノレを，フィリピン

憲法第2章第9条の下で，またそれにより， 罪深い憲法違反と上記の大罪のかどで，

：弾劾することを請願する。

フィリピンヲマニラにて， 1964年5月11日

（署名） アルトゥー口 ・M・トレンティーノ

上院，マニラ

私， アルトウーロ.2¥1・トレンティーノは，義務としての誓いをなしたあとで，宣

誓の上で証言し声明する。私は，上の請願書に署名した請願者であり， ここに述べら

れている事実がラ私の知りかっ信ずるかぎり，真実であり正確なものであることを知

っているものである。

1964年5月lHl

（署名〉 アルトゥ一口 •M ・トレンティーノ

フィリピンラマニラ市にて，本日， 1964年 5月1113, 私の前で署名され宣誓された
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ものである。

（署名〕 レヒーノ・ S・エウスタキオ

上院書記

〔｛寸E〕 大統領の議会あて特別教書

「米穀産業を圏内自給および長期安定の水準に向かつて発展させ，また，そのためヂ

およびその他の諸目的のための資金を供給する法」についての国会への特別教書

現在にいたる何世紀ものあヤだ，フィリピンの農民は，地上もっとも豊かな土地に，

はだしで飢えて立ってきた。

このように，彼は，わが国の歴史の初期にラ彼の労働の果実で自らを肥やした人達

に搾取されて，立っていた。このように，伎は，今日， 人口増加の圧力から救済され

る約束を何ひとつ与えないプランテイション経済という封建的型態をいやいやながら

受継ぐ者として，立っている。

フィリピンの農民にとって， 昨年議会を通過した土地改草法（LandReform Code) 

は，封建的農奴制の状態からの独立宣言である。しかし， このような独立達成にとっ

て必要な手はじめの一歩は， 彼に彼の生活の大部分および生命そのもののすべて一一

米と穀類を提供する主要作物の国家的自給に向けられるべきであるc

近代的農業経験の昼の光に向かつて習慣の暗がりの数世紀からフィリピンの農民を

解放すること。

一一濯蹴用水の十分で頼りになる供給， 彼が彼の作物を植える土地の生命に必要な

血液を彼に供すること，

一ーもっと多量に収穫をもたらすような米の改良品種を彼に紹介すること，

一一一彼の土地を肥沃にし，あるいは， その能力をとりもどす肥料の確実な供給を彼

に確証すること，

一一彼が金貸しおよび不当利得者のわなをのがれることができるようにする合理的i

な契約条件で適切な信用を彼に供すること，

一一農業増産事業の計画を通して， 科学研究の諸結果を彼にもたらすこと，

一一彼が彼の生産物をもっと有効に市場に出せるように， 精製，貯蔵，運輸の設備

をはじめ諸便宜を彼に供すること，

一一自給が実質的に達成されるまでに， なされた仕事に対する適正な補償を彼に保
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証し需要供給の気ままさから彼を保護するような形で， 米および穀類の価格を安定さ

せること，

なかで、も，食用の米および穀類を必要なだけ持つという安全性と， できるだけ早い

時期にこのような必需品の供給にっし、て他の諸国にたよる必要がないという尊厳性と

を， フィリピンの農民をはじめとするわが同国人に与えること一一一

以上が， 国会が現会期において「米穀産業を国内自給および長期安定の水準に向か

つて発展させ，また， そのため，およびその他の諸目的のための資金を供給する法」

と題するこの法案の審議において答えることを要請されている挑戦である。

国会が，公共福祉の要請が命ずるとき党派的連がりにも個人的な差異にもかかわら

ず過去においでしたように，このような挑戦に立ちむかうという全巾の信頼をもって，

私は憲法第21節（2）第6条の現定にしたがい， ここにこの法案の即時制定の必要性を証

言する。

（署名〉 ディオスダード・マカパガル

フィリピン大統領

〔付IV〕 フィリピン工業会議所（PCI）の声明

フィリピンへの外国投資に関して

PCIは合弁企業を強力に支持する 、ーリ
内
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フィリピン工業会議所はフィリピンにおける600以上の工業会社を代表して，国家経

済会議（N.E.C.）の決議第60(64）号を完全に是認するものである。

N.E.C.は「フィリピンが外国投資を希求しそれを奨励することを欲する一方，上述

の投資がフィリピンの衡平法上の権利と経営而への参加とを喜んで招入し受容するこ

とになるような，国家的政策の暖昧さのない宣言Jを唱道している。同時に， NE.C. 

は，またラ 「フィリピンにおける外国の完全所有にかかる子会社をおしとどめる」こと

求をめてもいる。

この問題についての会議の見解は， 決議に表明されているように，つぎのようなも

のである。

(1) 合弁企業。一一投資関係立法は， 外国資本と国内資本との聞の合弁企業の活動

を奨励すべきである。 このような立法は，フィリピンの企業家および資本家との意義

深い共同関係でフィリピンで操業するよう， 外国投資家たちを効果的に説得するよう

司
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な国家的政策の道具として計画されるべきである。

(2) 外国の完全所有にかかる子会社一一外国の完全所有にかかる子会社がフィリピ

ンで仕事をするよう奨励することは，国家利益にそうものではない。 マカパグガル大統

領自らが1963年7月12日にアメリカ商業会議所での政策演説でのべたように， 「外国

の完全所有にかかる子会社という考えは裏返しの排外政策を反映するものであり‘ 存

分国による主人国の国民に対して向けられるものである。

当会議は，また， 国際的に活動している合衆国の諸会社が「かれらの操業している

諸国で投資家たちによる株の所有度を高めることを求める」必要を強調した合衆国政

府の大統領附特別顧問団の勧告にも留意している。（DailyMirror、1964年4月28日

「合衆国グループは障害が除去されるのを欲する」〉

投資関係立法は，それゆえに， フィリピンにおける外国の完全所有にかかる子会社

をおしとどめ， 現存の子会社にフィリピンの参加を招入し受容するように説得すると

いう，国家的政策の道具として企画されるべきである。

(3) 恩恵一一上記のことと一致して，投資関係立法は， その恩恵、を（a）フィリピン人

に全面的に所有されている， また（bげト国資本とフィリピン資本との合弁により企てら

れている諸投資にのみ限るべきである。思恵は， 外国の完全所有にかかる子会社にま

で及ぼされるべきではない。 このような，恩恵は，さらに，経済活動の特恵地域で操業

している諸投資にのみ限られるべきである。

(4) 政策宣言一一投資関係立法は， 「フィリピンが外国投資を希求しそれを奨励す

ることを欲する一方， 上述の投資がフィリピンの衡平法上の権利と経営面への参加と

を喜んで招入し受容することになるような国家的政策の暖昧さのない宣言」を含むべ

きである。

上記の重大問題についての会議の立場は， 1963年7月12日にアメリカ商業会議所の

席上でその43周年記念会の際にマニラ・ポロ・クラブでおこなわれた演説に含まれて

いる，ディスオダード・マカパガル大統領の政策声明と一致している。その中の関連

部分を以下に引用する。

マカパガル大統領の政策声明

「このゆえに， フィリピンにおける外国の完全所有にかかる子会社の操業を禁止す

ることなく， われわれの綱領は『フィリピンの資本と経営参加を基本とする国際的合

弁企業』に公的に賛成であることについて宣言した。完全所有にかかる子会社は当然

の含意をもって現地の投資参加をまったく認めないがゆえに， 主人国におけるその実

業行動から引出される利益が全面的に完全に国外に送付され， 企業に参加することを
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欲しながらその参加を拒否されている現地投資家に何物ものこさないのはラ不可避で

ある。このことによって，現地資本家の聞に不信と疑惑を育くみ， 自分本位の搾取の

道具であるとの非難をみずから負うような結果になる。全面所有にかかる子会社とい

う考えは， 客分国が主人国の国民そのものに対して向ける裏返しの排他政策を反映し

ているc」

合弁企業の設立は， いまや外国投資家と投資地の市民とのあいだの合弁企業を強調

する世界的な実業動向を反映するものである。それらは， 国際的な協力，善意および

理解のすぐれた見本を提供L，また， 主人国の未来に対する外国投資家の信頼および

その国民の関心と熱望とに対するかれらの深い尊敬の明白な証拠であるつ このような

企業が世界の平和と安定とになしうる貢献は，はかりがたいものである。

当会議所は，わが国家指導者が以上のような重大な考慮を秤量して，難局を切抜け，

優越する国家利益を他のいかなる要素よりも上において，わが国を進歩への途上にお

き， わが国民のためにかれらが熱望する平和と幸福をかち得るであろう正義の法律を

制定するとの， 絶対的な確信を有するものである。

フィリピン工業会議所

Q
U
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〔新年度予算の通過〕 第5議会第3会期は， すでに 5月末に法定期限が切れ引続き

30日間の特別会議を迎えたものの， この特別会議も残された重要法案のうち予算案だ

けをようやく通過させて， 6月26日新たに召集された第2特別会議に入った。新会計

年度の開始寸前に可決されたこの予算は， 22億ぺソに上り，フィリピン史上最大のも

のであった。しかしヲこれも，激しい政争のために， マカパガル大統領が2月お日に

国会に提出した予算案を 2億5000万ベソ削減したものであった。

新予算の全貌を明らかにする資料を持ちあわせていないが， 新予算の意義を，大統

領提案の予算を見ることによってうかがおう（沌1）。予算原案は， 24億5340万ペソの

『A』予算とヲ 「過剰収入が得られれば直ちに」支出するよう提案された5億7810万ペ

ソの「B』予算とから成っていた。『A』予算原案の使途別区分は，つぎのよろであっ

た。

経済開発（農業・天然資源・商工業・運輸通信）

社会発展（学校，偉？生，労働，福祉）

国防

一 般行政

948,100,000ベソ

748,900,000ペソ

304,200,000ペソ

283,800,000ぺソ

国債利子 132,400,000ペソ

以上の歳出に見合う歳入は，公債基金からの 2億7900万ペソを含めて24億6120万ベ

ソであり， 780万ペソの黒字が見込まれていた。この計算にもとずいて，大統領は，「均

衡財政政策を唱道する改正予算法（共和国法第992号〉の諸条項を遵重する」もので

あると，のべた。

しかし，その歳入の算定基礎として見込まれた税収は19億1370万ベソでありラ 1963 

～64会計年度の税収見込17億2540万ペソより 10.9%増， 1962～63会計年度の実収15億

9450万ペソより20%増であった。これを，歳出の前年比増と比較すると， この予算の

「均衡さ」が明瞭となる。すなわち，予算原案による歳出予定額は， 1963～64会計年

度の歳出見込よりも 2億9930万ペソ (12.2%）増， 1962～63会計年度の実績よりも 6

億0130万ぺソ（37.9%）増であり，公債発行による「均衡」であることが判る。実際，

マカパガル大統領が就任した1961年末に27億2280万ペソであった公債は， 1963年6月

30日に28億1400万ペソとなっており， 9120万ベソの増を示している。

たしかに，以上のような膨脹予算の強行は， 低開発固における急速な発展のための
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必要事である。 このことは，前にあげた予算原案の使途別区分からも知られる。マカ

パガル大統領も， 予算原案を「われわれの社会経済総合5ヵ年計画を支える車（vehi-

cle）」と呼び，この計画完遂のためには予算の膨脹が必至であり， 1968～69会計年度に

は32億0910万ペソに上ることとなろうと，のべたのである。

The Jou1羽 αlof the A悦 erican Chamber of Commerce of the Philippinesの3

月号の論説が指摘するように，補助金・価格支持政策，回収不能の融資，不経済な公社

とならんで，“authorities”“administations”“systems”“boards”“offices”“agencies竹

“councils”の乱立も，予算膨脹の一因となっており， 「効率の増大と経済との両者を

目的とする行政機構の徹底的な再編成，一一そして簡素化が必要であり，また， ガウ

デンシオ上院議員の指摘するように，お手盛予算の削減が緊急必要であるとしてもほ

2), 開発途上にある低開発国の困難さが， この蓮大な予算とし、ら事実の中にうかがえ

ることは疑いない。

C小売業国民化法の実施〕 フィリピンの経済開発にからみあって複雑な問題を提起

したものに，小売業国民化の問題があった。 1954年6月19日マグサイサイ大統領の裁

可により成立した小売業国民化法（共和国法第1180号）は， 10年の猶予期間ののち，

いよいよ小売業に従事している外国系会社の営業許可を取消す時期を迎えようとして

いた。しかし，現実にこれが実施を見ると，アメリカ合衆国系資本の利益をも傷つける

ことになり， 経済開発にとって必要な外資の導入をも妨げないとはかぎらなかった。

というのも， 最高裁判所は関係訴訟事件についての裁定で「売られる量ではなくて買

手の性格こそが，特定の取引が卸売か小売かを決定する基準である。もし買手が最終利

用者であれば，小売で、あり， そうでなければ卸売である」とのベて，小売業の定義を

もっとも広く解釈することを妥当としていたのである。 このディレンマに直面して，

現マカパガル政権は，小規模な商品販売だ、けをこの法の対象に限るよう， この法の改

正案を緊急、案件として国会に指定した（ 5月19日の項を見よ〉。しかし，小売業国民化

法は，長い歴史の中でっちかわれてきたフィリピン人の念願を明文化したものであり，

1954年の制定以来着々と実施されつつあったものであったから， この法は，改正が議

会で可決されないまま， 6月19日に完全実施されることとなった。

この法は，原則として， フイリピン共和国市民とフイリ、ピン共

の小売業従事を禁止司するものであ〆コた。ただ，つぎの 3つの例外があった。（1)1954年

5月 15日現在において小売業に従事している外国人は，彼が隠退するか，死ぬか，

あるいは正当な理由により営業権を停止されるまで， この職業の継続を許される。（2)

1954年5月15日現在において小売業に従事している会社あるいは団体では，この法の
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裁可の日から10年聞この仕事に従事することを許されるO (3）製造業・加工業・農業に

従事している外国人は，その投資額が5000ベソを越えない場合に限り， その製品また

は生産物を一般公衆に小売することを許される。以上3つの例外のうち，最近この法

を問題化したのは，もちろん（2）に関する点であった。

この法律の趣旨が外国人の支配する経済のもたらす害悪を除去しようとするもので

あったことは当然で、あるが，成立当時とくに問題となったのは， 華僑による小売業の

支配であった。フィリピンに在住する約25万の華僑は， 1958年当時約15億ペソの資産

を有し“sari-sari”とよばれる小店舗を通じて商業の30%を占めていた。その他，精

米工業の60%，繊維工業の50%，製材業の40%，巻煙草製造業の60%, ココナットの

集荷輸出の 70%，金融業の 30%も彼らの手中にあった。以上のような華僑の支配を

つきくずすための一連の政策一一一1948年マニラの公設市場からの華僑の締出し， 1951 

年華僑に対する移民割当の削除， 1957年不法滞在華僑の強制送還要求， 1960年米・と

うもろこし業国民化法一一の一環をなすものとして， この法律が制定されたので、あっ

た。そして，この法律は， つぎの数字から看取することができるように，徐々にでは

あるが，効を奏してきた（注3）。 1954年5月15日当時2万0268を数えていた外国人小売

業者数は， 1961年には 1万2545となり，逆に， フィリピン人小売業者で・ff：意登録に応

じた数は， 1954年の18からほぼ上昇傾向をたどり 1961年には4593に達し 8年間で 1万

4212であり， その資本金は同じ 8年間で4億5483万8213.29ベソにのぼったのである。

このようにして， 大詰に来た小売業国民化法は，無修正のまま完全実施を見ること

となったので、ある。 このときになって，現政権が危倶していた事態が発生した。アメ

リカ合衆国資本の側からの反対一一一外国資本の流入をさまたげるという意味でフィリ

ピンにとって脅威的な反対が起ってきたので、ある。 フィリピン・ナショナリズムの頑

固な反対者， TheJournal of the American Chamber of Commerce of the Philip-

pinesの編集者兼支配人A.V.H.Hartendorp C注4）は，その雑誌の論説において，小売

業国民化法にはげしく反対し（ 6月22日の項を見よ〕，エッソ石油会社をはじめアメリ

カ系資本は問題を裁判所に持ちこんだ（ 6日19日の項を見よ〕。

これに対し， レイエス商工相代理， Namarco（交易公社〉のカノレデロン総支配人はそ

れぞれ，前者の動きに対し批難の言葉を発し，国会も Hartendorpの国外追放を審議す

る姿勢を示したが， この動きのフィリピンにとっての危険性に変りはなかった。第 1

審裁判所は，提訴した合衆国系諸会社に対する国民化法の適用禁止を命じたのである。

〔岐路に立つナショナリズム〕 小売業国民化法の底流をなすナショナリズムは，た

しかに反華僑と同時に， もっとも影響力の強い外国資本としてのアメリカ合衆国資本
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に対してもその兎を向けざるをえないものであった。 1946年の BellAct (1955年の改

正もその本質を変えなかった）は， フィリピン経済の一次産品への依存を恒久化した

だけでなく（「強制された双務主義」〉，アメリカ合衆国市民に対してフィリピンの天然

資源開発・企業経営における「平等待遇（parityrights）」を与えた（「強制された片務

主義」〉。それゆえ，合衆国に対する信頼と恐怖との感情が薄らぐや， 当然反対される

要素を有していた。すでに，合衆国市民に内国民待遇を与えるフィリピン憲法修正が

問題になっていたとき， ClaroM. Recto上院議員らのナショナリズムの側からのはげ

しい反対があったが，その後，経済的側面からではないが， 独立記念日の 7月4日か

ら6月12日への変更， 「与えられた」憲法の改正問題， 在比アメリカ軍事基地をめぐ

る紛糾と， ナショナリズムの兎は合衆国にも向けられてきていた。この傾向は，経済

開発の進展にともなっていよいよ明瞭になるのである（注目。経済開発のために外資が

必要とされる，経済開発にともなってナショナリズムは強まり外資， とくにアメリカ

資本の流入をさまたげざるをえない。ここに， 現在フィリピンのナショナリズムの岐

路がある。

また， フィリピンのクラーク基地からのラオス爆撃という UPIの報道（ 6月15日

を見よ）， 6月25～28日の南ベトナム使節団の訪比をめぐって， 「共産主義」はフィリ

ピンの政治の中にいよいよ浮き上がってきた。この「共産主義」に対抗するとなれば，

フィリピンのナショナリズム（とくに対米関係で）は一歩譲らざるをえない。ここに，

現在フィリピンのナショナリズムが岐路に立っている第2の理由がある。

（注 1) The Journal of the American Chaniber of the Philippinesの1964年 3

月号論説による。

（注 2) 6月25日付 ManilaDaily Bulletinの BernardinoRonquillo執筆の Bu-

siness Views。
（注 3) Rizalino R. Pablo，“Nationalization of the Retail TradeぺThePhilip-

ρine Economy Bulletin, Vol. I, No. 6. 

（注 4) Hartendorpは， その著書 Historyof Industry and Trade of the Phi-

lippines (1961）で「それ〔FilipinoFirstというスローガン〕は， 本質的に， この

国の実業冒険家の小クやループの意図を促進するためにこの地で採択されたファシ

スト的スローガンである」とのべた。（R.s・Milne，＇‘TheUniqueness of Philip-

pine NationalismヘJournalSoutheast Asian History, Vol. 4, No. 1) 

〈注 5) Six to K. Roxas f i ，“Reflections on Economic Nationalism in the Phi-

lippines”で， 「－…ーある条件下では，経済開発が国内の多数の個々別々のクaルー

プの統合に導き，統合は多数のクゃループの聞にナショナリズムの基本的要素のひ

とつである統一の意識をつくり出す。統ーの意識は，開発についての配慮に導く

であろう」と，のべている。（Milne,oρ. cit.) 
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・1 9 6 4年 6月 1日

V中国人の入国禁止一一移民局長マノレティニアノ・ピボ（MartinianoP. Vivo）は，

文書によるのではないが，中国（台湾〕人のフィリピン入国を禁止した。この禁止

は，ピポがフィリピン市民の家族と称する中国（台湾）人に対するピザ、の発行につ

いて質問したのは対して与えられた外相代理リブラド・カイコ（LibradaD. Cayea) 

の回答にもられた命令を実植するという形でおこなわれた。

ピボの出した論点は，以下の通りである。

1. きわめて多くの中国（台湾）人がラフィリピン人の直接家族という名目で

「密輸j されてきた。

2. フィリピンでは，定住者の国外追放が長い間かかる国外追放手続のあとで

はじめておこなわれるのに対し，台湾では，定住者として認められたフィリピン

人が単に許可滞在期間の満了とか滞在期間延長不許可とかによって追放されう

る。

このゆえに中国（台湾）人に対してピザが拒否されるべきである。

カイコは，この論に全面的に賛同し，どのような範曜の下であろうとも＊中国（台

湾）人に対する移民ピザ、要請を受付けるべきでないとの命令を発したのである。

点その後，カイコ外相代理は，禁止が永住希望者に限られるものであると説明し，

また，マリーニョ法相は， ピボ移民局長もカイコ外相代理も国家的政策に関係

するこのような事を決める権限なく この禁止は内閣と大統領の承認をえなけ

ればならないことを強調した。 〔Bulletin,6. 3.による〕

V “Victary”政府紙幣， 7月30日で通用禁止一一“Victary”あるいは“Central

Bank af the Philippines門と刷り加えである政府紙幣の法貨としての通用は予定通

り7月31日以後禁止されるが，法貨との交換は中央銀行で1967年7月30日まで行わ

れうると発表された。

中央銀行総裁アンドレス・カスティーリョ（AndresCastilla）は， Bulletinの質

問に答えて， 1949年中央銀行の営業開始と同時に政府紙幣が中央銀行の債務となっ

たこと，中央銀行法が同行に対し政府紙幣を銀行券と交換する権限を与えた以上そ

れら紙幣を米ドノレに交換することも 2対 1で銀行券と交換すること＊も正当化され

えないと，強調した。
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今年はじめ中央銀行は，“Victory”紙幣回収に関する1963年7月30日付の中央銀

行通達により政府紙幣が「償還されることも同価値の米ドルに先換されることもで

きない」ものとなったとの見解を発表していた。それにもかかわらず，米ドル，あ

るいは2対 1で銀行券と交換できることを期待して，“Victory”紙幣を隠退蔵する

投機家が多くあり，“Victory”紙幣の発行高は 3月末でなお 1億2500万ぺソ以上司

流通通貨総額の約10%に上っていたのである。

＊現在，為替レートは公定で 1ドル＝ 2ベソ，自由で 1ドル二約3.9ベソである。

’C. C. P.，合衆国との「平等待遇（parityrights）」破棄を要求一一C.C. P. （フ

ィリピン商業会議所）は，ラウレノレニラングリー協定の再交渉と関連して，合衆国

との「平等待遇」を継続することに反対した。 C.C.P.の臨時会頭デメトリオ・A・

ムニョスは，国家経済会議議長ヒラリオン・ヘナレス（HilarionHenares, Jr.）宛の

書簡で， 「もし平等待遇が外国（合衆国）投資を誘引するための代価でなければな

らないならば，フィリピン商業会議所にとってはそれら投資がまったく行なわれな

い方が好ましい」とのべた。当会議所は，フィリピンは合衆国以外の国への輸出を

開拓するのに失敗してラウレル＝ラングリー協定の精神を達成するのに失敗したと

主張した。ムニョスによると，この失敗は， 「わが実業家たちの過失ではなくて，

むしろ，合衆国がいまなおフィリピンの輸出品にとってもっとも確実な市場である

という事実によるものである。」

6月2日

V トレンティーノ，マリーニョ論文に再反論一一トレンティーノ上院議員は，先

月16日以降に発表されたマリーリョ法相の「ひとつの評価」に対する再反論を下院

の司法委員会に提出した。

V民間電気通信会社，電気通信法の上院通過に反対一一民間の電信電話会社のグ

ノレープは，国家電気通信委員会（Nat’lTelecommunications Commission）の創設を

規定する法案が上院を通過したのに対しヲこの法案をマカパガノレ大統領が拒否する

ことを要求する準備として，民間企業家の立場を明確にするため会合した。この会

合では，この法案について公聴会が聞かれなかったことに対する不満が表明され，

さらに，創設される委員会についてつぎのように主張した。

委員会は「この国の通信連絡の専制的社会主義的統制という結果をもたらす可

能性のある危険な傾向」をふくむものである。また，それは，国際電信電話料金

を決定するだけでなく， 「どの法律，命令，規則，規定の条項に反しようともJ,

民間会社と競争し，他のサービス業を規制するであろう。
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曹 0.E. C.，ノぐインズ・ホテルの売却を承認----0.E. C. (0伍ceof Economic 

Coordination，経済調整局）次長代理は，ノξ，インズ・ホテルの建物および敷地を競売

に付することを承認し，マカパガノレ大統領の最終的承認を得るために関係書類を送

付した。同次長代理は，この売却が「民間企業が譲り受けやすい仕事から手を引くJ

という政府の公表政策に沿うものであると，のベた。このホテルは，国家開発会社

(Nat’I Development Company）の所有にかかるものであるが，最近，売却の決議

がなされたものである。

6月3日

’労働関係局長，パイスのストにつき発言 オリエンタル・ネグロス州のパイ

スの砂糖工場とフィリピン・セルローサ会社でのストライキは 6日日を迎えて，さ

らにピケットが強化された。これについて，労働関係局のゲ、パラ（OnofreGuevara) 

局長は，パイス砂糖工場はフィリヒ。ンで、の大精糖場の一つで、あり，ストが続けばそ

の地方の砂糖きびプランターが精糖できなくなり，すでに精製され貯蔵された砂糖

の輸出が不可能になって合衆国へ協定された割当量さえ積出すことができなくなる

ので，労働関係裁判所に調停を命ずるかもしれないとのベた。

, Namarco，セメントの最終利用者へ販売停止 Namarco （交易公社）のカノレ

デロン総裁は，セメントを最終利用者へ直接に販売することを停止するよう指令し，

かわりに Namarco指定の金具類小売業者へ割当てることにした。これは，Namarco

指定金具類業者355名の賞賛を集めたのは勿論，セメント価格の低下をももたらす

ことになる。アパリでの 1袋7.50ベソからカガヤン・デ・オロ市での 1袋5.80ぺソ

まで，比較的高価格であったセメントは， Namarcoから小売業者に 1袋4.03ベソで

渡され，小売価格は4.25ペソとなる。これに運送費が0.25ペソ加えられて，結局4.50

ベソとなるのである。

V輸入米セブーに到着 一現在の米不足を補うために政府のおこなっている米輸

入の一部として，ピノレマからの13万3000袋の米が英国の貨物船でセブーに到着した0

6月 4日

V コプラ，新高値 2, 3週間前から上昇しはじめたコプラの価格は，今年最

高となった。合衆国の相場は，太平洋岸で運賃，保険その他の費用を含めて， 1米

トンにつき 183～184ドルに達した。これは，積込み渡し，乾燥（resecada），現行

為替レートで， 100キロあたり 61.72ベソにあたる。ヨーロッパでは， 6～ 7月積

荷のための港基準で 1英トンにつき202ドルの相場となり， 2ドル50セント高とな
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った。これは，現行為替レートで国内市場価格にすると， 100キロにつき60.63ペソ

となる。ココナツ公団（PhilippineCoconut Administration）総裁アパデ、ィーリャ

(Domingo C. Abadilla）によると，この価格上昇は， 4～6月の季節的生産減少と

海外での工業用油脂需要の増大とによるものとされている。

また，マニラでのコプラの価格は，乾燥，倉庫渡しで， 100キロあたり59～59.50

ベソであった。

6月5日

V スカルノ大統領訪比（～ 7日）一一スカルノ大統領は，首脳会談の打合わせの

ため，フィリピンに着いた。マカパガ、ル大統領との 2回にわたる非公式会議で，前

大統領は，首脳会談が東京で6月15日に開かれ1週間継続されるということに「多

かれ少なかれ」同意した。

Vマyレセロとカノレデ、ロン，商業の国民化を主張一一全国経済保護主義連合会

(National Economic Protectionism Association）のジョージ・ T ・マルセロ（George

T. Marcelo）会長は，小売業法修正提案についての聴閉会で，外国仲買人とくに華

僑の「徒党と独占」を非難し，このような動きを妨げて民族商業ひいては民族産業

を発展させるためには，小売業国民化法をそのままにしておき，その改訂前にこれ

の実施が完全におこなわれるよう時間が与えられるべきであるとうのべた。

また， Namarco（交易公社）のホセ・カ／レデロン (JoseCalderon）総支配人は，

リパ市ロータリー・クラブでの演説で，外国実業に対するフィリピン官界の「寛容

さ」を攻撃し，フィリピン化という目標が実質的に達成されおわるまで、小売業法は

そのままにしておかれるべきであると，のべた。さらに，彼はララウレノレ＝ラング

リー協定にも言及し，その改訂について意を払うに早すぎることはないと強調し，

この協定の改訂交渉がなされるとしても，現在フィリピン実業が小売面で、享受して

いる法的利益はそこなわれるべきでない，とのべたo

, P. P. I.，大統領に電通法拒否を要求一一一P.P. I. (Philippine Press Institute, 

フィリピン出版協会）は，電気通信法が「出版の自由に対する明白な脅威をなしヲ

憲法の重大な侵犯をなし，政府の現行政策を転換させた」との理由で，同法に対し

拒否権を発動するよう，マカパガル大統領に要請したc

v国民党議員， 日本の経済進出調査を要求一一一下院の少数党代表， エスピノサ

(Emilio Espinosa, Jr.）とペレス（LeonardoB. Perez）両議員はヲ日本人および日本

商社が現行のフィリピンの法律に違反して商業行為を行なっていると告発しフこれ

ら行為についての調査を下院に強く要求した。そのさい，ペレスは．この国で非合
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法に商業活動をしている日本人が約48の日本商社を代表する300人以上もあること，

その商業活動がみそ・殺虫剤・電気器具・電池・トランジスターラジオ・テレビ・

自動車部品から自動車・トラックにまで及ぶ広範囲の物品の輸入であることを，暴

露した。彼は，さらに，国民経済に対する日本の脅威が日増しに大きくなっている

として，友好通商航海条約批准を延引しておいて，日本の商人および商社のこの国

での活動を妨げるため厳重に監視する委員会を設置することを提案した。

Vフィリピン二アルゼンチン貿易会議所設立一一レイエス（Teofi.loD. Reyes, Sr.) 

商工相代理が受取った報告によれば，フィリピンとアルゼンチンーひいては他のラ

テン・アメリカ諸国との貿易を拡大するために，アルゼンチン＝フィリピン貿易会

議所（CamaraArgentine-Filipina de Comercio, CAFICO）が最近設立された。

〔PhilippineHerald, 6. S〕

6月6日

v最高裁判事，大統領に勧告一一最高裁判所のマカリンタル（RubenMakalintal) 

判事は，パギオ市で、 Knightsof Columbus会員に対する演説で，最高裁が「強腕

の大統領」に反対しているという「まちがった印象」を除去しようとこころみなが

ら，法律を実施に移す前に注意深く研究して訴訟の起らないようにするよう大統領

に勧告した。彼は，最高裁が法律のために行政府に反対した例として，昨年の軍隊

用貯蔵食料の名目での米の「非法」輸入，当時の大統領ガルシアの「深夜の被任命

者」全員の罷免，現政権が罷免した政府公吏の復職をあげた。この演説で，彼は，

選挙法の実施にさいして軍隊を使用することに対して，とくに警告を発した。

V土地改革実施についての協定調印一一国家経済会議は， 1964～65会計年度の土

地改革と地域開発関係大統領補佐（PACD, Presidential Assistant on Community 

Development）の開発計画とを財政的に支えるような協定を，合衆国の国際開発局

(AID）との問で結んだと，発表した。この計画は，国家経済会議からの割当額904万

ベソと PL480による農産物の売却からの 532万ベソを必要とするものである。ま

た， 1964～65会計年度におけるこの計画のためのドル必要額は， AID資金8万5000

ドルを含むものである。

V 中央銀行総裁，銀行の統合を強調一一中央銀行総裁カスティーリョ（AndresV. 

Castillo）は，全国銀行監査・検査官連合会（NABAC,Nat’l Ass'n of Bank Auditors 

& Comptrollers）フィリピン部会の全国大会で，この国の市中銀行の財源は限界に

達したもようであり，銀行界で展開しかけている競争を生き抜くために「小銀行の

いくつかのもの」が合併すべきであることを示唆した。彼によれば，フィリピン国
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立銀行と外国銀行の支店をのぞくマニラの29の商業銀行のうち， 7行以上が家族的

グノレープの支配下にあり， 3行が個人， 1行が非株式団体により支配されており，

他の18行は株式会社あるいは混合グ、ループにより支配されているのである。

Vベルリン貿易展への参加決定一一一商工省は，今年9月19日から10月5日主でベ

ルリンで開催される「進歩のための協力者」貿易展に参加する意図のあることを，

西ドイツ政府に通告した。

v新国内航空会社，誕生一一エア・マニラ会社（AirManila, Inc.）設立がl正式に

発表された。会長には前大使ムトゥク（AmelitaR. Mutuc），社長には前フィリピ

ン空軍司令官・フィリピン陸軍士官学校長オロピア将軍（EustaciaD. Orobia）が選

ばれfこ。

6月7日

, PAL，ブートゥアンへ新航空路開設－PAL（フィリピン航空〕のフォッカ

ー・フレンドシップ機がマニラからブートゥアン市のパンカシ空港に着陸した。こ

れは， 3週間に 1度のブートゥアン市へのフレンドシッフ0 ・ジェット定期便の試験

飛行であり，ミンダナオ島北東部への航空旅行の発展に大きく寄与するものである0

6月8目

l P. A. F. C.の再設立一一マカパガル大統領は，その施政の初期に廃止された

P. A. F. C. (Peace & Amelioration Fund Commission，平和・改革基金委員会）

を再建した。この委員会は，政府の不法行為撲滅運動を強化するための献金を集め

るものである。不法行為撲滅にあたっては，とくに密輸取締りに重点がおかれる。

曹食肉加工工場のために 300万ペソ融資一一フィリピン民間開発公社（Private

Development Corp. of the Philippines）は， デノレタ製造会社（DeltaMfg. Corp.) 

に対し， 300万ベソを融資することを認めた。 この融資により， 7月に操業をはじ

めるデルタ会社は， リサーノレの18ヘクタールの敷地に工場を建設し，機械設備をと

とのえて，食肉加工の全工程，缶詰，動物性マーガリン・獣脂・獣皮・グリースな

どの副産物を作るところまで，なしうるようになる。なお，操業を開始すれば， 700

名を雇用するとのことである0

6月9日

〔Bulletin,6. 8〕

v大統領の訪韓中止一一カイコ外相代理は， 6月22日に予定されていた大統領の

韓国正式訪問予定が両国政府の「相互同意」により取消されたと，のベたo

l NEPA，総括的関税法案につき，大統領宛公開状を発表ー NEPA (National 
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Economic Protectionism Ass’n，全国経済保護主義連合会〕は，一般に総括的関税

法案（OmnibusTariff Bill）とよばれる下院法案第5560号の早期成立を要請する大

統領宛公開状を発表した。 NEPAは，この中で，「関税法（Tariff& Customs Code) 

はフィリピンが合衆国の植民地であったときに制定された」ものであり，それゆえ

に， 「われわれの経済のような発展中の工業経済の必要に適当なものにし，急速な

工業成長に適合する刺激を与えるために，その条項を完全に手直しすることjが必

要であるとのべ，前述の法案を全面的に支持している。この法案の成立のためには，

議会が上下両院協議会報告を採択することと，大統領の署名が必要であるが，大統

領が特別会で議会で審議される緊急性ありと認定（certify）しなければ議会はそれを

審議できないから，大統領に対して認定を要請すると，結んでいる0

6月 10日

V ブレア， 新アメリカ大使に任命一一一学界にもどるスティーヴンスン（Wm.E. 

Stevenson）の後任として，前駐デンマーク大使ブレア（Wm. McCormick Blair) 

が，新しく駐フィリピン大使に任命された。ブレアは，アドレイ・スティーヴンス

ン（Adlai Stevenson）のイリノイ州知事当選のさいの選挙戦に積極的に参加し，

1950～55年にスティーヴンスンの秘書をしていた。

v最高裁，いわし関係訴訟を却下一一最高裁判所は， 1民問弁護士が提出した，

南アフリカからのいわし輸入をNamarco（交易公社〉に対し禁止するよう最高法廷

に要求した請願書を却下した。最高裁は，判決の中で，国際連合の南アフリカに対

する決議は加盟国に対して「単なる要求」であって「法的拘束力を有する」もので

なし、とラのベた。この判決は，セサル・べングソン（CesarBengzon）長官をはじめ

7人の判事により承認された。

v上院野党，米・とうもろこし法案修正案を作成一一上院野党は，米・とうもろ

こし自給法案の骨抜き案を，これをのむか破棄するかの二者択一を迫る形でヲ政府

に提出した。アノレメンドラス（AlejandroD. Almendras）上院議員を委員長とする

上院商工委員会の報告によると，この反対派提案は，

1. 大統領に，いざという時いつでも使える輸入権限を与えるというラ政府原

案の核心をつきくずすものであり，

2. 海外から 2億5000万ドノレを借入れるという政府原案を， 5000万ドノレ借入れ

に縮小するものであった。しかも，その海外からの借入金の使途は，濯j陵商に限

られた。また，大統領が当初総予算として要求した11億ペソは 2億0580万ペソに

削減された。
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V砂糖貯蔵に対する警告一一グスティロ（ArmandoGustilo）下院議員l土、砂糖製

造業者に対し，これ以上砂糖を貯蔵すると，フィリピンは今年の追加割当量30万ト

ンを合衆国に送ることができなくなり，合衆国市場を失なうことになるかもしれな

いと，警告した。他方，合衆国では，合衆国最大の農業組織であるアメリカ農事局

連合（Am.Farm Bureau Federation）が，国内産砂糖の販壱に対する一切の統制を

なくすこと，合衆国市場の外国への割当を削減することを要求した。

〔I引rs.6. JO-Bulletin, 6 . .11〕

6月 11日

, 0. E. C.，鉄道法案の裁riJを大統領に勧告－0.E. C. （経済調整局）は，フ

リピン固有鉄道（PhilippineNational Railways）の創設を目的とする下院法案，い

わゆる鉄道法案に裁可を与えるよう，大統領に勧告した。この法案が成立すると，

マニラ鉄道会社（ManilaRailway Co.）の政府への長期負債がフィリピン国有鉄道

に移され，株式資本に変えられて， 1億ペソの資本増加となる。

V下院議員，タバコ仲買人を攻撃一一イロコス・ノルテ州出身の自由党下院議員

パノレデス（SimeonValdez）は，政府が法により定められたように生産されたパージ

ニア・タパコを全部買うことができなかったために，ひじよろに低い価格で生産物

を売らなければならなくなったタバコ耕作農民たちにおそいかかっていた外国仲買

人と紙巻タパコ製造業者とを，ただちに調査し，厳しく罰することを要求した。

V 日本，セメント産業への進出を意図一一0.E.C.(0伍ceof Economic Coorclina -

tion，経済調整局）のアデボソ（EleuterioAdevoso）局長の東京からの報告によると，

日本の産業界は，セブー・ポートランド・セメント会社（Cebu Portland Cement 

Co.）と合弁でフィリピンに 6つの新セメント工場を設立することに大きな関心を示

している。 〔Bulletin,6. 11〕

6月 12日

V独立記念日一一1898年6月12日アギナノレド（EmilioAguinaldo）将軍のひきい

る革命政府によりフィリピン共和国が設立されたのを記念して，盛大に祝典が開か

れた。

このさい，マカパガル大統領は，全国民に対L，自由のためのたたかいの次の決

勝点は「国民経済を外国支配から解放すること」であると，強調したc

, N. E. C.，エッソ報告を正式受理一一－N.E. C. （国家経済会議〉のへナレス議

長は， 1963年における経済成長率が GNPで示された4.8%以上で、あるというエッソ
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の報告を公式に受理し，エッソ報告は経済成長の評価の基礎として用いられる要因

に新しい光を投げかけていると述べた。

ヱッソの報告は，経済成長の尺度として，商業エネノレギーの消費と産業エネノレギ

ーの投入とを用いている。前者で1963年の経済成長率を計るとヲ 10.9%となり，後

者によると16.7%になるというのである（実質生産高の上昇率は6.4%であった〉。

なお，フィリピンのエネルギー消費は， 1953～63年において年平均8.8%で，アジ

アの他の国々より高いと，指摘している（1950～60年の年平均をとると，日本7.3

%ラインド5.9%，マラヤ5.9%，オーストラリア5.2%である）。

V輸出品生産者，運賃値上げに反対一一一フィリピン輸出品生産者連合（Phil.Fede-

ration of Export Producers）は，合板・挽材業者を結集してヲ合衆国・カナダ・

南アメリカへの運賃を 6月 15日から 10%上げるとし、う汽船会社連合（Associated

Steamship Lines）の決定を攻撃した。

V熟練労働のヨーロッパへの輸出一一ヨーロッパ共同市場諸国へフィリピンの

熟練労働を輸出する可能性について調査せよとの大統領の指令にしたがって， N.

E. C. （国家経済会議〉議長ヘナレス（HilarionM. Henares. Jr.）は，オランダの駐

比大使ファン・デル・ツヴアール (J.van cler Zwaal）と，労相アベス（Bernardino

Abes）同席のドで会議し，現在フィリピンの産業で吸収できなし、フィリピンの技術

労働を輸出することについての政府間協定を提議した。ファン・ヂル・ツヴアーノレ

は，現在オランダが必要としている熟練・技術労働者の数が約8万1000であり，共

同市場の経済活動の速度が速められることにより必要とされる急速な工業発展が他

国からの労働力に対する大きな需要をつくり出してきていると，のべた。このさい，

N. E.C.議長は，大使に対L，フィリピンとベネルックス 3固との間の通商協定締

結を容易にするためにどんなことでもする用意が N.E. C.にあるとものベた。

[Bulletin, 6. 12〕

v合衆国の砂糖害lj当量の増加を要求一一フィリピンの未就任大使レデスマ（Oscar

Ledesma）は－，地主・甘庶問主の富裕な家族の－員であるが，砂糖クラブでの演説で，

合衆国に砂糖を供給している外国業者に長期にわたる「大し、に保証された（ample

assured）」害1J当をおこなうよう合衆国に要求したo [UPI, 6. 12 Bulletin, 6. 13〕

6月 13日

v大統領訪日一マカパガル大統領は，インドネシアのスカルノ大統領，マレー

シアのラーマン首相との首脳会談に出席するため，東京に着いたo

v自立銀行総裁，立法府・行政府を批判一一フィリピン国立銀行（Philippine
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National Bank）総裁ラファヱYレ・レクト（RafaelRecto）は，経済発展を阻むもの

として，立法府・行政府の弱点を指摘した。立法府については，つぎのように新法

もしくは改正法を喰立させないままでいたり，つぎのようなことをおこたっている

ことが指摘された。

1. 世界銀行・国際開発協会・その他の国際金融機関からの借款を政府がなし

うるような，共和国法第16号改正。

2. 拡張公共事業計画の遂行に必要な基金を借入れる権限を政府に与えるよう

な，共和国法第1000号改正。

3. 課税制度を公正適切なものとし，政府が新しい課税源に手をつけ「非良心

的な」脱税の抜け穴を除去するような，新税法。

4. 道路・港湾・電力濯概設備・波諜・埋立などへの投資を全経済的必要を尺

度とする科学的基礎におくこと。

5. 実現可能な目標を設定するとともに目標達成の指導的方法を規定している

総合開発計画に全力を傾けること。

行政府については， 「いらいらさせ，時を費させる」繁文祷礼の「層また層」

が指摘された。

6月 14日

V下院議員，ベトナム戦争への参加に対し警告一一国民党のコノレテス（EmilioP. 

Cortez）下院議員は，合衆国がクラーク空軍基地のジェット機を北ベトナム爆撃に

用いるならば，フィリピンがベトナム戦争に巻き込まれることになると，警告を発

した。このさい，彼は，合衆国の上のような行動を「侵略行為」であるときめつけ

fこ。 〔Bulletin,6. 14〕

6月 15日

v外務省，フィリピン基地の米軍機のアジアでの戦争への参加を否定一一外務省

は，フィリピンの基地にある米軍機は 1機も東南アジア本土で行動していないとの

合衆国政府からの通告を受取ったと，のべた。合衆国政府の覚書には，つぎのこと

がのべられていた。

1. 日本からフィリピンへ米軍機B57を移動させることについて，合衆国はフ

ィリピンと事前に協議した。

2. 合衆国は，東南アジア情勢の展開およびそれから生ずるかもしれない軍事

行動についてフィリピンと協議するであろうという確証をくりかえした。
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しかし，ワシントンからの 6月16日付UPI報道は， 6月9日ラオス中部の共産軍

対空陣地を爆撃したジェット戦闘爆撃機はクラーク基地から飛立つたものであると

の情勢を15日に受取ったとのべた。

6月 17日

V タパコ損害賠償支払開始－ACCFA (Agricultural Credit & Cooperative 

Financing Administration，農業信用・協同金融局）のカティグパク (JoseKatigbak) 

局長は， 1959年にパージニア・タパコ助成金法にもとずいて ACCFAが買付けた

7948万3165.30ベソのうち資金不足のため未払になっていた約700万ペソの支払を開

始すると，発表した。 〔Bulletin,6. 17〕

Vバンコク見本市への招待一一フィリピンの製造業者・輸出業者は，来年1月28

日から 2月14日まで聞かれる第3回のパンコク産業貿易見本市への招待状を，商工

省を通じて受取った。 〔Bullett九 6.17〕

6月 18日

v大統領， 141の法案に署名一一マカパガル大統領は， 東京で，地方的織物業の

振興を目的とする下院法案第11350号はじめ141の法案に署名した。これら法案の大

部分は学校や地区（barrios）の名を変えるものを多く含む地方的法案であった。これ

で，大統領が東京で署名した法案は153となった。

V合衆国の対比援助審議一一一極東担当国務次官補ウィリアム・パンディ（Wm.

Bundy）と国際開発局（AID）極東部長ラザ、フォード・ポーツ（RutherfordPoats）と

の下院海外活動小委員会での証言が公表された。これによると，パンディ次官補は，

「われわれとフィリピンとの同盟一一そして当地にあるわれわれの基地一一ーは，東

南アジアおよび西太平洋における合衆国の戦略的立場にとって重要であるJとのべ，

また，両者ともに対比援助を支持した。かれらが要求した援助額は記録から削除さ

れたが， AIDの対比技術協力基金要求額は300万ドルで、あると発表された。

V ダパオ市に深刻な米不足一ーダパオ市長カルメロ・フォラス（CarmeloForras) 

は，米・とうもろこしの深刻な不足を宣言した。しかし，当地の米・とうもろこし

局支所長によると，輸入米1万2000袋は，穀物の小売をする特権を与えられている

地区会員たち（barriocouncilors）が現金を持たず 1ガンタにつき 3センタボの利益

を得たがらないために，売られていなかった。政府の米は， 1ガンタにつき1.27ベ

ソで地区会員たちに売られ， 1.30ペソで、小売りにされるのであるの

なお，この米不足は，市と 5つの町で鼠害の広まったためにラ一層深刻化したも
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のであるo

vタルラク州諸市，米軍基地内の土地要求一一タルラク州のパンパン，カパス両

市内にある広大な米軍基地内の約4万ヘクタールの可耕地をフィリピン政府に返却

せよとの強力な運動が起ってきている。この地は，実際には米軍により使用されて

いないで少なくとも4000のフィリピン家族により耕やされていると，運動の推進者

であるパンパン，カパス両市の市長は強調している。 〔Bulletin,6. 18] 

6月 19日

’マフィリンド首脳会談。

’小売業国民化法，実施一一 10年前に成立した「小売業を規制する法（An Act 

to Regulate the Retail Business）」と題する共和国法第1180号は，その規定により

完全実施されることとなり，資本がフィリピン市民により全面的に所有されていな

いすべての商社は，営業時間終了時に小売業に従事しつづける特権を停止された。

1954年同法成立時に登録された 2710268の外国人小売業者のうち約9587が2月27

日までに営業をやめヲかわりにフィリピン人小売業者数は 1956年の 732から1963宇

の 1万5233に増加した。

なお，同法の裁判所による定義を求めてアメリカ系18社が訴訟を起したが，第一

審裁判所はエッソ石油（EssaStandard Eastern Oil Co.）とパラズ社（Burroughs

Ltd.）に対する法の適用を禁止する予備命令を出した。 18社の中には次の会社が含

まれている。

Kodak (Phil.) Inc.ラ SingerSewing Machine Co., B.F. Goodrich Tire & 

Rubber Co., Firestone Tire & Rubber Co., Caltex (Phil.) Inc.，乱1obilOil, 

Tidewater Oil, Phil. Packing Corp., Colgate-Palmolive, U. S. Industries, 

Int’1. Harvester-Macleod Franklin Baker Co. of the Phil. 

v大統領， 77の法案に署名一一マカパガル大統領は，東京でさらに77の法案に署

名した。

T NIDC，貸付金500万ベソに達す－NIDC (Nat’l Investment & Develop-

ment Corp.，投資開発公社）の全役員改選で再選された副総裁ラファエル・ S・レ

クト（RafaelS. Recto）によると， 7つの団体に対する貸付金および株式投資は500

万ベソ以上に達し，さらにいくつかの申込が来月中に承認されるとのことであるc

〔Bulletin,6. 19〕

6月20日
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v電通法・軍人退役法に拒否権発動一一一マカパガル大統領は，東京で，法定会期

中に国会を通過した 300以上の法案を，期限ぎりぎりになって（20日午後12時が期

限〉処理した。大統領の署名を得て成立した法案は，学期のはじまりを 9月にする

というものを除き，多くは地方的なものであった。約30の拒否された法案のうちに

は，とくに問題とされてきた電気通信法案と国軍退役法とのふたつがふくまれてい

た。大統領は，前者については，言論の自由の侵害と自由企業の原則の侵犯との理

由により，後者については，士官学校卒業生だけを優遇することにより「われわれ

の民主主義の安定と安全とにそれが課する危険」のゆえに，拒否権を発動したC

6月 21日

V伐採許可期限法案の大統領裁可を要請ー一一フィリピン林業会議所（Philippine

Chamber of vVood Industries）は，マカパガル大統領に対し，上下両院を通過した

上院法案第44号（許可期限法案）に署名するよう要請した。当会議所のサノ’レミエン

ト（LorenzoS. Sarmiento）会頭は，この法案が成立すれば，伐採業者が広範囲に活

動できるようになり製材業が急速に多様化されるであろうと，のべた0

6月 22日

v大統領帰国一一マカパガル大統領は，インドネシアとマレーシアの両首脳を会

談させることには成功したが，両者の相違点を政治的に解決することまでこぎつけ

ることができないでリ帝国した。

V米・比租税会議開催の発表一一エチャノパ蔵相は，フィリピン・合衆国両政府

間の租税会議が来月ワシントンで聞かれる予定であると，発表した。それは，米比両

国間で投資に対するこ重課税を回避することと，所得税に関する会計上の脱税を防

ぐことを目的とする両国間の租税条約についての最終討議をおこなうものであるo

v商工相代理，アメリカ商業会議所の雑誌に抗議一一レイエス（Teo五lo Reyes, 

Sr.）商工相代理は，アメリカ商工会議所雑誌（“The Journal of the American 

Chamber of Commerce of the Philippines”）の5月号の論説がフィリピン化運動

を中傷するものであると， その雑誌の編集者兼支配人ノ、ーテンドープ（A.V. H. 

Hartendorp）に対し抗議文を送った。その論説は，小売業国民化運動がフィリピン

人の自然的渇望によるのではなくて「他人からの盗みによって自らを富ませようと

する少数者の目的」に動かされているとのべたので、ある。

V荷役を入札制度に一一エチャノパ蔵相は，昨週，関税局に対し，マニラ港での

荷役（arrastre）を入札制にする準備をするよう指令した。この決定は，昨年マニラ
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港でおこった一連のストライキの結果，最近の閣議でおこなわれたものである。な

お，これに対して，何人かの荷役公務員は，政府による管理の継続を要求して，民

間企業は政府ほど多くの利益を波止場労働者に与えることはできないであろうと，

指摘していた0

6月23日

〔Bulletin,6'. 22〕

v新マフィリンド会議を提案一一外務省は，ボノレネオ地区における衝突が大戦闘

に発展するのをふせぐため，新しく三国首脳会談をできるだけ早く開くよう要請す

る呼掛けを，インドネシアのスカノレノ大統領とマレーシアのラーマン首相に送る準

備に主りかかっfこ。

' Jレパオの地主，改革に抵抗一一マカパガル大統領の生地ノfンパンガ州のノレパオ

は，土地改革実験地に指定され，測量は終了したが，何人かの地主が自分の土地を

貸すことも売ることも拒んでいるため政府は士地の収用をはじめることができない

でいる。 〔PNS,6. 23-Bulletin, 6. 24〕

6月 24日

v米・とうもろこし法案，上院を通過一一特別会議の期限切れを翌日にひかえて，

上院は，政府提出の米・とうもろこし自給法案を可決した。しかし，上院が可決し

た法案は，大統領が米を輸入するといういつでも使える権限についての条項を削除

するアルメンドラス上院議員の修正にかかるものでありヲ下院の承認も大統領の承

認もえられる可能性のきわめてわずかなものであった。

’合衆国の 8銀行，対比借款に調印一一一合衆国の 8銀行は，フィリピン開発銀行

(Development Bank of the Philippines）に対し， l行300万ドルずつで、計2400万ド

ルを貸付けるという協定に調印した。この 8銀行とは，つぎのものである。

6月 25日
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’南ベトナム使節団，訪比（～28日）一一一南ベトナムの国防相トラン・ティエン・

キエム少将を団長とする使節団は，フィリピンの軍事組織視察と軍事援助要請を目

的として，フィリピンを言方問した。

曹商工相，国連貿易開発会議の成果を評価一一国連貿易開発会議へのフィリピン

代表団長で会議の副議長の 1人にも選出されたパルマセーダ（CornelioBalmaceda) 

商工相は，会議が開発諸国に対し世界貿易内での割合を増大させる機会を多くする

のに役立つたとして，会議の成果をつぎのように要約した。

1. 会議は，世界貿易の構造を再検討し改善する努力を継続させるきっかけを

作りだした。

2. 会議は，諸国家間の経済的不均等が甚だしいことと，開発諸国における経

済的社会的状態の改善が緊急に必要であることとに，世界の注意を向けさせた。

3. 会議は，確定した行動の指針と参加諸国が実施したいと考える特定の方法

とを採択した。

4. 会議は，会議の仕事を継続させるために，貿易開発局として知られる新し

い機関を国際連合内に設立した（フィリピンはアジアからの代表10ヵ国のうちの

1国に選ばれた〉。

5. 会議は， 75開発諸国が統一されしっかりと結び合わされたグループを形成

し会議の目標の実現のために協力するならば，将来莫大な政治的経済的力量を持

つ新しい世界勢力の出現を可能にした。

V国立銀行総裁，外資導入を強調一一フィリピン国立銀行のラファエノレ・レクト

総裁は，増大する人口の必要は外資導入なしで適切に満たされるという考えの誤り

であることを強調し，社会経済開発5ヵ年計画達成に必要とされる全投資額の10パ

ーセントが外国からまかなわれなければならない以上，海外からの政府借款につい

ての法と同様外国投資についての法を「合理化」する必要があると，マニラ・ライ

オンスマで、の演説で、のべた。

, Namarco総支配人， 小売業法改正につき外国人圧力団体を非難一一一Namarco

（交易公社）のカルデロン総支配人は，友情と同胞愛とをかつぎ出して小売業国民

化法を最後の瞬間で骨抜きにするような改正を要求している外国人圧力団体を改撃

して，カガヤン・デ・オロ市のロータリー・クラブでの演説で，つぎのようにのべ

fこ。

「フィリピン国民のこの控え目な熱望をこの最後の時に押し曲げようと試みる

人たちには，偽善とへりくだりとの精神で以外に，友情や同胞愛をかつぎ出すこ
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とができないのである。J

6月26日

’予算通過：第2特別会議召集一一マカパガル大統領が提出した原案では:24億

5500万ベソであった予算案は， 2億5500万ベソ削減されて，両院協議会案通り、 f 

院および上院を通過した。

マカパガル大統領は，つぎの 7つの法案を議題に加えて， 7月3日まで8日間の

第 2特別会議を召集した。

1. フィリピン軍あるいは第2次世界大戦の際フィリピンのゲリラ隊に所属し

服役した外国人にフィリピン市民権を与える法案。

2. 輸出用の刺繍と衣服との製造に必要な輸入原料に対する関税および租税に

100パーセント見合う現金を保証書のかわりに要求する共和国法の改正。

3. スリガオ保留地における鉱物資源の開発・採掘・利用の権限を与える共和

国法の改正案

4. フィリピン関税法の数節の改正法案。

5. ロックフエラー財団および農業開発会（株） (Agricultural Development 

Council, Inc.）とそれらに所属する外国人に対して， 現在フォード財団だけに許

されている，免税などの特権を許与する法案。

6. 国家文化委員会を設立する法案。

7. 6月12日を独立記念日とする法案。

vマナハン上院議員，軍事視察隊のベトナム派遣を強調一一マナハン（Manuel

P. Manahan）上院議員は， 22日上院国防委員長およびグエン・カーン首相の個人的

友人の資格での 3日間にわたる南ベトナム訪問から帰国したが，南ベトナム使節団

の訪比を機会に，ベトナムで進行中の戦争を視察するためにフィリピン軍のー隊を

派遣することを提案した。 〔B叫んtin,6.26〕

Vボルネオ，対比貿易の正常化を希望一一一マレーシア領ボルネオのサパー州首相

ドナルド・スティーヴンズ（DonaldStephens）は，マレーシア領ボルネオからフィ

リピンへの紙巻タパコの大規模な密輸を払拭して，フィリピンとの貿易を「正常化」

することを希望するとのべた。 〔UPI,Jesselton, 6.26.-Bulletin, 6. 27.) 

6月27日

V小売法関係訴訟の審理を開始一一第一審裁判所は，小売業国民化法の適用を明

確にせよとの合衆国の 3会社による請求にもとずいて，審理を開始した。合衆国の
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3会社とは，ファイアストーン（FirestoneTire & Rubber Co.），エッソ（Esso

,Standard Eastern Oil Coふグッドリッチ（B.F. Goodrich Tire & Rubber Co.) 

であり，審理の問題点はつぎの 3つである。

1. アメリカ人が全面的に所有していない会社は，小売業法の適用を免れるの

かどうか。

2. 最終使用者への大口販売は小売とみなされるかどうか0

3. 資本財の販売は小売と呼ぶことができるかどうか。

これら 3つの訴訟事件は，小売業法が発効した6月19日以前に提起された18のう

ちの一部である。

なお，パノレマセーダ商工相はヲ 6月26日，法廷で審理中の会社に関する限り小売

業国民化法を適用しないとのべた。

V工業開発計画の立案完了一一経済調整局のレイエス（Teofils Reyes, Sr）局長

代理は，今年の実行計画の作成が一応終了したとのベた。これにより，すくなくと

も12のベニヤ板工場が合弁型態で設立されると発表された。

V政府，南ベトナム援助を考慮中 カイコ外相代理は，フィリピンの対南ベト

ナム援助についての決定が政府の該当機関により， 「必要ならば国会により」下さ

れ大統領の裁可を得るであろうとのベた。この援助の要請は， SEATOを通じてな

されたことはないが，すでに 1ヵ月も前外務省がベトナム政府から正式の援助の要

請を受取ったとき以来検討されつづけてきたものである。 〔Bulletin,6.27〕

V アメリカ商工会議所雑誌の支配人の国外追放を要求一一元上院議員パシータ・

マドリガル・ゴンサレスは，アメリカ商工会議所雑誌の編集者兼支配人ハーテンド

ープを，フィリピンの実業家一般，とくに小売業国民イ七法の支持者を侮辱したかど

で告発し，政府公務員に対し国外追放訴訟を起す可能性を検討するよう主張した。

〔Bulletin'6.27〕

v世銀，援助提供一一一世界銀行の顧問団長 LeslieMelvilleと農業顧問Robert

Wilsonとは， 公共事業相ホルへ・アパド (JozeAbad）を訪問し，政府事業に民間

部門を積極的に参加させていることを賞賛し，政府の計画〔濯瓶・道路計画〕に対

する財政援助を申入れた。また，同時に，政府が世界機構の利益に適切な保証を与

えるならば，民間部門にも財政援助をしようと申し入れた。 〔Bulletin6. 27〕

V政府高官，南ベトナム使節団の会談一一フィリピンの外交・国防・軍関係の高

官たちは， トラン・ティエン・キヱム少将を長とする南ベトナム軍事使節団と非公

開の会談をもち，共産主義に対する戦いにさいし南ベトナムを援助するようにとい

q
J
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う南ベトナムの訴えを議題としたc この席に出たフィリピン但｜！のおもな高官は，つ

ぎの通り c

外務次官LibradaCayco，国防相 MacarioPeralta‘参謀総長 Alfeclo:¥1. San-

tos，下院国防安全保障委員会委員長 SimeonV alclez 

フィリピン政府側が南ベトナムの援助要請に対して同情的な態度をとったという

ことのほか，詳しい内容は発表されなかったが，南ベト十ム使節団は，自分たちの

申し出がこの週の聞に予定されている国家安全保障会議でとりあげられるとの確信

を得iたとのことである。

V工業開発の構想一一経済調整局のアデボソ（EleuterioAdevoso）局長は， 多く

の製造工場が設立されてフィリピン経済の自給自足性を一層高めるであろうとのべ

た。このさいに喝彼は， 「実業家が投資するのを臨時している製造業部門がまだい

くつかある」が，これらの部門については， 「フィリピンの政府関係公社がこれら

の仕事をはじめて，後になって民間企業に売ることが必要である」とのベ，さらに，

そのような工業部門のひとつである鉄鋼業では，製鋼工場〔Jacinto製鋼場と、クノレ

ップが後だてとなっているもの〕の建設が予定されていること，今後10年間にさら

に2工場必要であるがそのうちのひとつにつし、ては日本の援助が当てにされてし、る

ことを明らかにした。 〔UPI,N.工， 6.28--Bulletin,6.29〕

Vセブー‘ネグロスの労働組合，提携を決定一一セブー労働組合連盟（Associated

Labor Union of Cebu）とネグロス・オクシデンタル産業別組織会議（Congressof 

Industrial Organization of Negros Occcidental）とは，「提携（partnership）」を声

明した。これにより，両組合は，未組織プランテーション労働者を組織するにあた

って，それぞれの行動領域で、援助しあうことになり， 「組合攻撃（union raiding）を

労働運動の汚点とみなして今後おこなわないことになったc

〔βacolodCiわYヲ 6.28-Bulletin6.29.J 

6月 29日

V外相代理，新市場開拓を要望一一カイコ外相代理は，国際商工会議所フィリピ

ン会議（Phil.Council of the Int'l. Chamber of Commerce）主催の第2回外国貿易

セミナーの最終会議で，現政府は社会経済5ヵ年計画でフィリピン貿易の拡大に全

力を傾注することとなっているとのベラ経済成長における経済外交の役割をつぎの

意味におし、て重要であると指摘した3

1. 国民のために同際貿易から最大の利益を確保するにあた vノての重要な手段

であること c
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:2. 援助許与『借款，技術的勧告，人的訓練および投資という形で，経済発展

のための国際的援助をできるだけ多く獲得するための主要な一手段であること。

3. 経済分野において相互に有利な国際協力の促進に実質的に寄与すること。

〔Bulletin,6.29〕

v家内工莱製品の合衆国市場への進出可能一一東洋の製造業者，生産者と商業関

係、を結ぶことを目的とする視察商用旅行の一環として訪比した合衆国小売業者組合

(Nat'l. Retail Merchants Ass'n. of the U. S.）の組合員たちによると，家内工業

(Cottage industry）製品のようなフィリピン製小売物品は，合衆国の広大な市場に

進出することができるとのことである。これら旅行団がパノレマセーダ商工相を訪問

した際，商工相i主最近のジュネーヴ国連貿易開発会議で、意見の一致がみられたよ

うに工業国が開発諸国の生活水準を引上げるように貿易を振興させるべきなのであ

るから，刺輔，貝殻，木製品のような手製品を合衆国が受入れるように大いに努力

してほしいと，のべたつ 〔Bulletin,6. 29〕

06月30日および7月1日付・の NlanilaDaily Bulletin欠のため， 6月29日

および30日の記事は不完全であるつ

0項目の末尾に［ 〕内に出所と日付の示してあるものは，各事項の生起し

た日時が不明のものである。

Ea 
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〔低迷する国会〕 国会は， 1月27日開会されて以来，特別国会召集という形で延長

に延長を重ねてきている。反政府党である国民党が上院の多数を占めていて，政府の

提出する法案が思うように議会を通過しないからである。 この理由がまた国会の延長

を効果のないものにしてきている。 7月9日開会した第2特別国会が通過させた法案

は， 関税法改正法案とノレネタ広場美化法案と対南ベトナム援助法案の三つにすぎ、なか

った。 （しかも，これら三つのうちもっとも重要と思われる第1の法案は 8月8日大

梢領の拒否権にあっている。） 7月29日には，ふたたびマカパガル大統領が， 8月3日

に開会される第3特別国会を召集した。この特別国会も，いままでの成行きからみて，

何か実効ある効果をもたらす可能性はほとんど考えられない。 7月5日， 1965年にお

こなわれる大統領選挙を目指して，ベラエス副大統領，マルコス上院議長， プヤット

上院議員， ロペス臨時上院議長， トレンティーノ上院議員が，一斉に国民党から次期

大統領に指名されるための運動を開始したという事情は， 反政府運動の強化を必要と

するゆえ，いよいよ上述の可能性を小さくしている。

このような困難に当面している現政権は， マカパガlレ大統領自身の口を通して，「こ

の国が， とくに一次産品の輸出に従事する植民地型経済に逆戻りする危険にさらされ

ている」（注1)ことを認めた。しかし，上述の困難に直面しているだけに，大統領は，こ

のような経済危機をもたらした責任をもっぱら上院のサポタージュに負わせた。上院

は， 3つの重要法案の通過をさまたげたというのである。 3法案とは， (1）貸出対資本

比率を変更して現在の銀行制度がその貸付能力を拡大することができるようにするた

めの一般銀行法（GeneralBanking Act）の第22, 30節の改正，（2）中央銀行による輸出

額の20%留保に代えうるような，輸出業者（とくに砂糖業者）に対する課税を規定す

る税法，（3）政府の外債発行の上限を 2億ペソから10億ドルに引上げる，共和国法第16

号の改正である。

〔経済的困難〕 このマカパガノレ大統領による経済的危機の肯定は，もちろん， 単に

政治的意図からだけなされたものでなく，大統領が指摘した 3法案は，いずれも産業

界の金融緩和要請に応えたものであった。産業界の要請の背景となった金づまり状態

は，つぎのような事情から出てきた。

マカパガル政権は発足直後自由化（decontrol）を実施し（1962年 1月22日〉， その後

インフレ傾向防止の必要から金融引締めをおこなってきたが， とくに， 1962～63年の
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輸出の急増に伴なって，この動きをいよいよ強めてきた。たしかに， 1963年8月マカ

パガル大統領は，産業界の声に耳を傾けて，現存諸産業に対しフィリピン開発銀行（D

BP），公務員保険制度（GSIS），社会保障制度（SSS）から長期融資をはかることを目的

とする「再融資計画」を発表はしたが， 政府財政の困難のため実施をはばまれてきた

のである（注2）。

たしかに，通貨発行高は， 1963年末30億ペソになり前年に比べて20%増となったも

のの，人口増加（前年比約100万一3%増〉，資本と必要とする企業の拡大（GNPの前

年比増は20億ベソ－13.4%入さらに為替レートの変動（自由化前の 2ベソニ1ドノレか

ら3.90ベソ＝ 1ドル）を考慮に入れれば， 自由化前と同率の需要を満たすにとうてい

足らなかった（注3）。

さらに， 1963年12月以降のひきつづく入超（表1参照〉と， それによりもたらされ

た外貨保有高の減少（表2参照〉は，最近の金融事情を逼迫させずにはおかなかった。

以上のような事情から， 産業とくに中小企業の金融難（7月15日の工業会議所提案

の背景〉，世界銀行による成長力の鈍化指摘（注4），また，労働攻勢が生じ（注5），これに

よって，産業界はいよいよ金融の引締りを強く感ずるようになったのである。

ここに，マカパガル大統領は， 金融政策において上述のようなインフレ政策的色彩

の強い新政策を真剣に考慮しなければならなくなったのであり， 中央銀行はじめ金融

関係当局も若干の手直しを考慮していると伝えられている。 しかし，この動きが，物

価高騰をもたらす可能性がないという保証はまったくない。本年に入って安定はして

いるものの，前年に比べれば高水準であり（国内・輸入物資の卸売物価指数は， 1958

年を100として， 1963年二124, 1964年6月二二131), また賃上げムードがあるため，こ

のような政策の当否は予断を許さない。

〔うごめくナショナリズム〕 さらに， マカパガノレ大統領が提案している政府の外債

発行限度額の増額（共和国法第16号の改正〉は， 最近の経済ナショナリズム（とくに

対米〉の動きにより抑制される可能性が多分にある。

7月1日ラモス下院外交委員長ら一行はクラーク基地を訪問して米比協定改訂交渉

の開始を緊急問題であるとし， 21日に下院外交委員会は議長に対し正式に米比協定改

訂を検討するための立法＝行成審議会の設置を提案するtこいたった。 23日アバード公

共事業相は対米借款条件の改訂を主張した。 ここで問題にされている改訂が，合衆国

にとって不利なものになるであろうことはもちろんである。

これと同じ方向で， ちょうど期限の切れたパン二アメリカ航空とノースウエスト航

空の 2会社に対する週3回のマニラ空港着陸の一時許可の延長の可否をめぐって， 航
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空協定問題が頭をもたげてきた。合衆国の両会社が週3回飛行権の延長を要請したの

は当然であったが，フィリピンの民間航空局は， 7月2日この要請を拒絶したので、あ

る（ 8月 6日，民間航空局は 8月15日かう向う 1年間の飛行許可を与えたが， 同時に

航空協定の改訂を強調した〉。

このような一連の動きに現政権が真剣な考慮を払えば， 小売業国民化法実施にさい

してフィリピンへの投資額を減らすであろうとまでの身構えを示した合衆国政府の対

フィリピン借款を博陪させる可能性を多分にもっている。

しかし，反面，政治的配慮からのみ考慮できる南ベトナム問題については， 政府の

南ベトナム援助決定（ 7月7日），援助法の議会両院通過（7月9日）， 援助法に対す

る大統領の署名（ 7月21日）と，低迷する政局にあってはまれにしかみられない順調

な展開を示し， 合衆国の政策に対する全面支持の姿勢を示した。

このような外交政策と経済的ナショナリズムとの微妙な矛盾関係とならんで金融政

策に集中的にあらわれてきた経済成長にからまる複雑な問題の解決のために， 現政権

は出口を見出さなければならなくなっている。

（注 1) Affiliated Chambers of Commerceの第 1回年次大会におけるマカパガ

ル大統領の演説“FiscalPolicy and Credit" (Manila Bulletin，久 30,31.）に引

用された BenitoLe伊 rda，“PhilppineEconomic Paradoxes”（Manila Times，久

9.）から。

（注 2) Vicente Jayme，“Financial Problems of the Industrial Sectors，”Indust-

rial Philippines, April, 1964. 

（注 3) Bernaτ<lino Ronquillo, ＇‘How Tight Is Ban1王 Credit？” Manila Bulletin 

7. 9. 

（注 4) 「1950年代10年間のフィリピン経済の進歩は，低開発国のあいだの経済的

前進のもっとも顕著な記録のひとつであった。．．．．しかし，最近，拡大の条件は

前の10年間より弾力性を失ない，経済発展の速度は緩慢になってきた。」〔1963年

12月の世界銀行報告， “The 1961, 1962, 1963 National Accounts，，と題する

Journal of Am. Chαrnber of Commerce of the Phil., Aprl. 1964.の論説か

ら引用〕

同論説は，これを巣書きするものとして， 1964年 3月発表の Officeof Statisti-

cal Coordination and Standards of the N. E. C.の1961～63年の予備統計から

GNPについての数字を引用している（表 3参照）。

なお，同上論説に引用されている国民所得についての数字から，輸出農産物の

値j二りを考慮に入れても，工業化という点で，とくに立ちおくれていることが知

られよう（表 4参照）。

さらに， 7月21日商工相の談にあるように，全製造業生産の83%が消費財生産で

占められているという経済構造の変革も現在フィリピンの当面する課題である。
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（注 5) 精糖了.i喝の賃 kげ、（7.7. ), Namarcoのスト（7.8.），クラーク某地のス

ト回避（7.9.），ルイシタ労働者のスト（7.10.），パンアメリカ航空のスト（7.

13）。うち，Namarcoとクラーク基地では賃金問題は表面問題にならなかったが。

このような動きの裏付けとして， BernardinoRonquilloは“RealWages Go・

ing Down，” λlanila Bulletin, 7. 27.で，名目賃金と実質賃金のつぎのような指

数をあげている。

名目賃金指数 (1955年二100)

1961年 1962年 1963年 1964年第 1四半間

未熟練労働在 104.4 107.5 113.4 115.0 

熟練労働者 104.8 106.1 109.3 110.9 

実質賃金指数 (1955年＝100)

1959年 1962年 1963年 1964年第 1四半期

未熟練労働者 95.4 89.7 89.5 85.8 

熟練労働者 98.7 88.5 86.5 82.8 

〔表 1〕 貿 易 額 （単位 100万usドノレ〉

輸入 輸出 貿易収支

1963年 9月 56.3 58.6 2.3 

10月 66.8 68.7 1.9 

11月 56.0 67.7 11. 7 

12月 55.8 54.6 - 1.2 

1964年 1月 69.0 57.7 - 8.7 

2月 61.0 60.2 - 0.8 

3月 63.7 54.0 - 9.7 

4月 67.2 65.3 - 1.9 

なお1963年第 1四半期は

表11
f』唱、

ーJqJd吐
、，．POFLO’dQuny 

一（ 52 ）ー

21244567 11よ

ーよ可iQU4tovQUQuqJ
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118.4 

貨

’恥l
hy 

呆’’司，

166.1 43.7 

C出所： Int’l.Finance Statistics, 1964. 8.〕

有 高 （ 単 位 100万usドル）

138.10 

127.50 

122.41 

115.30 

105.12 

106.58 

115.38 

128.65 

〔出所： CentralBank News Digest〕
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〔表3〕

〔時価で〕

〔1955年価で〕

〔時 価 で 〕

〔1955年価で〕

〔衰4〕

業

業

農

鉱

フィリピン

GNP （単位 100万ベソ）（カ y コ内は前年比増%）

1960年 1961年 1962年 1963年

12,126 13,432(10.8%) 14,942(11.2%) 16,941(13.4%) 

10,804 11,431( 5.8%) 11,932( 0.4%) 12,510( 4.8%) 

1人当たり GNPC単位 ベソ〉（カッコ内は向上）

1960年 1961年 1962年 1963年

442 474(0.7%) 511(0.8%) 560(0.9 %) 

394 404(0.3%〕 408（一〕 414(0.15%)

産業別国民所得（単位時価100万ベソ）

（カッコ内は国民所得に占める%）

1963年 1963年の1961年比増（%）

4,959(34.0%) 28.5 

270( 1. 9%) 29 .1 

1961年

3,858(32.8%) 

209( 1.8%) 

製 造業 2,090(17.8%) 2,697(18.5%) 

建設業 432( 3.7%) 541( 3.7%) 

商 業 1,410(12.0%) 1,636(11.2%) 

運輸通信業 418( 3.6%) 469( 3.2%〕

サービス業 3,320(28.2%) 4,005(27.5%) 

総計 11,737 14,577 

これを1955年価で計算すると，つぎのようになるe

29.1 

25.2 

16.0 

12.2 

26.1 

24.2 

1961年 1963年 1963年の1961年比増（%）

農 業 3,262(32.3%) 3,617(32.9%) 10.9 

鉱 業 162( 1.6%) 163( 1.5%) 

製 造 業 1,607(15.9%) 1,781(16.2%) 10.8 

建 設 業 358( 3.5%) 390( 3.6%) 8.9 

商 業 1,194(11.8%) 1,231(11.2%) 3.1 

運輸通信業 369( 3.7%) 371( 3.4%) 

サービス業 3, 138(31.1 %) 3,412〔31.1%) 8.7 

総 計 10,090 10,965 8.7 
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フィリピン日誌

1964年 7月 1日

V最高裁， 大統領に対し違法の判決一一最高裁判所は， ロベス兄弟（上院議口

Fernando Lopezと実業家 EugenioLopez）の所有にかかる 32のラジオ放送権を無

効にするマカパガル政権の措置を違法で、あるとの判決を下した。この動きは， 19G2

年におけるマカパガノレ政権の反特権階級運動の一部をなすものであった。

V上院議員，大統領を攻撃一一上院商工委員長アレハンドロ・アルメンドラス

(Alejandro Almendras）は，ダパオ市から戻ってきて， マカパガノレ大統領がダノミオ

市での米およびとうもろこしの値上り責任を国民党上院議員たちになすりつけた

と，大統領を攻撃した。 〔6.18.参照〕

V下院議長， 小売業についての議会見解を発表一一ピリャレアノレ下院議長（Coト

nelio T. Villareal）は， Namarco（交易公社〉の集会で，経済的ナショナリズムと経

済成長とは「国家利益のふたつの正当な構成要素であり，それゆえに公共政策の命

令的」な目的であり，責任ある国会議員たちの考えは，ナショナリズムと経済的進

歩とを相反する目的とするような多数の人たちの考えとおなじものではないとのべ

fこ。

V タンガニイカ，アパカ生産に脅威一一一アパカ生産者・輸出業者フィリピン連盟

(Filipino Ass'n. of Abaca Products & Exporters）のピリャヌエパ(JoseK. Villa-

nueva）会長は， アパカの世界主要供給者としてのフィリピンの地位がタンガニイ

カでの 1億4000万ドルを計上しているシサル麻生産計画によりおびやかされつつあ

ると，警告した。彼は，とくに，タンガニイカの 5ヵ年計画に計上されている5000

万ポンドは 5億4000万ぺソにあたるものであるが，フィリピンのアパカ生産発展に

計上されてる予算は2000万ペソにすぎないと，強調したo

v下院議員団， 米比条約改交渉開始を主張一一ラモス（GodofredoRamos）下院

外交委員会委員長をはじめとする下院議員グルーフ。は，クラーク空軍基地フィリピ

ン文民連盟（Phil.Civilian Ass'n. of Clark Air Force Base）の加盟員たちとの会

談のあとで，フィリピンと合衆国との問の現行の通商・経済・基地協定の改訂交渉

をはじめるよう主張した。この会談で，クラーク基地従業員たちは，基地の軍事当

局に対して差別待遇についての告発をなしたのである。ラモス議員は，この差別待

遇のみにかぎらず，つぎの面についても検討すべきであるとのベた。
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l. フィリピンの輸出品に課せられる合衆国の関税の漸次引上げと，フィリピ

ンからの無関税物品に対する割当の漸減。

2. フィリピンのココナツ産業の合衆国市場に対する依存度の増大。

3. ラウレノレ＝ラングリー協定の条項の解釈のあり方により，合衆国がフィリ

ピンの綿製衣服および刺繍に対し課した制限についての最近の論争。

4. フエラー（Ferrer）によれば， フィリピンの独立が承認されたのち無意味

になったとされている1946年の米比労働協定。

5. フエラーが示唆しているように，フィリピンにある合衆国政府の出先機関

や施設すべての内部での， アメリカ公正基準労働法（Am.Fair Standard Labor 

Act）の適用。 〔PNS(Angeleg Ciわ弘久 1 Bulletin, 7. 2〕

v米記者，投資の喪失を警告－ TheNew York Journal-Americanの経済記

者 LeslieGouldは， 同紙に掲載した2つの論文で， フィリヒ。ンが小売業国民化法

を実施することにより外国投資を失なうかもしれないと，警告した。彼によれば，

フィリピンに対する合衆国の直接投資額は，製造業に l億ドル，公共事業に 1億1000

万ドル，鉱業・石油業に 2億ドノレと，計4億5200万ドル前後にー達しており， これな

くしてフィルピンの経済は順調に発展しえないというのである。

〔UPI(N. Y.), 7. 1-Bulletz九 7.2〕

7月2日

V製鋼業者，関税引下げ法案に反対一一南部圧延工場（SouthernRolling Mills) 

のマヌヱノレ（OscarH. Manuel）常務取締役は， 6名から成る上下両院協議会で審

議中の鋼板に対する関税を引下げる法案はまだ発展の初期にあるフィリピンの基幹

産業に打撃を与え国内の第2次産業の外国原料依存という状態を永久化するであろ

うと，警告した。この法案によると，輸入鋼板に対する関税率は15パーセントから

5パーセントに引下げられ， トタン板に対する関税率は15パーセントから75パーセ

ントに引上げられるのである。

, Namarco専務理事， 業者たちの営利に対．し警告一一－Namarco（交易公社）の

カノレデ、ロン専務理事は，公社関係の小売業者・分配業者に対し，営利に専念しない

ように警告し，主要商品の価格を規定の基準にたもつよう要求した。このさい，彼

は，彼らの店（sari-sari）に対しこの 2, 3日中に Namarcoの物資を直接送付し，

不断の供給と分配の遅延排除とを確約した。

V 中小企業，大統領の刺繍法案認可に抗議一一刺繍・衣服関係の輸出産業に従事

する約50万の家内工業の労働者および企業主の意見を代表して，フィリピン衣服輸
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出業者会議所（Phil.Chamber of Apparel Exporters）のカマラ（ManuelA. Cama-

ra）会頭は， フィリピン人の労働を買う外国人バイヤーが委託販売の形で家内工業

家たちに送る未完成刺縮・衣服原料に対して課される関税および租税に 100パーセ

ント見合う現金または公債を保証として要求する改正法案を認可したことに対し，

マカバガル大統領に抗議電文を送った。彼は，この電文の中で，この法案が通過す

れば，つぎのような結果がもたらされると，のベた。

1. この産業に依存してヤる50万のフィリピン人の生計をうばい，失業および

半失業の問題をもっと深刻なものにする。

2. 労働集約的でドルをかせぐ産業に致命的打撃を与えるc

3. 現政府の社会・経済開発5ヵ年計画の核心である，この国の発展しつつあ

る家内工業の成長をおしとどめる。

4. 輸出用衣服を製造するための，地方的な織物業開発のための核をとりのぞ

く3

5. フィリピンが国際貿易により一層参加することをできなくする。

〔Bulletin，丈 2〕

7月3日

v外相，南ベトナム援助を主張一一メンデス（MauroMendez）外相は，ベトナム

におけるべトコンとの長期戦に勝つとし、うアメリカの決定がこの地域における全面

戦争を意味することになろうとも，それをフィリピンは歓迎すべきであると，のベ

た。彼は，さらに，個人的な見解として，ベトナム戦争は「北ベトナムにまで拡大

されるべきである」と言明した。

V経済調整局長官，外国からの借款を取付けて帰国一一経済調整局のアデボソ

(Eleuterio Adevoso）長官は，アジア・ヨーロッパ・合衆国の外遊を終えて帰国し，

外国の資本と技術の援助による政府公社の産業計画の実施する基礎ができあがった

と，声明した。経済調整局関係の政府企業がおこなう計画は，つぎのようなもので

ある。

1. マランガス，サンボアンガ・デノレ・スールで、の石炭業およびコークス業の

発展にともなって，セブー・ポートランド・セメント会社による 6つのセメント

工場の設立。

2. 各 1万2000トンの遠洋航海用船舶18隻の取得，ディーゼル工場の設立，お

よび， 12のベニヤ工場，冷凍工場および製缶工場の設立一一国立開発会社（Nat'l.

Development Co.）。
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3. 各3000トンの島l興問船舶20隻の取得と機械器具製造業の開発一一造船鋼鉄

公社（Nat’1.Shipyard & Steel Corp.）。

4. ホテルの建設一一マニラ・ホテノレ公社。

5. マニラ鉄道会社のための近代的設備の取得。

なお，アデボソ長官は，これらの計画が民間企業グループとそれぞれの計画に関

係のある政府公社とのあいだの合弁で実施されるであろうと，強調したo

vムトゥク前駐米大使，小売業法の定義の明確化を主張一一ムトゥク（Amelito

R. Mutuc）前駐米大使は， 3ヵ月にわたる合衆国への商業旅行を終えて帰国し，ア

メリカ市場におけるフィリピン商品の有利な立場を確保するために小売業国民化法

の定義を明確にする必要があると，強調した。彼は，この定義の明確化を待ってワ

シントンで懸案になっているものとして，つぎの事項を列挙した。

1. アメリカ市場へのフィリピンの砂糖の輸出割当量の増加。

2. 適切な保護処置がとられなければフィリヒ。ンのアパカ繊維の輸出を麻癌さ

せるであろう合衆国における 1億4700万ポンドのアパカ在庫の処分。

3. 2ヵ月で、満たされうるフィリピンの割当量を超えるココナツ油の輸出に対

する 1%関税の賦課と， 3%のココナツ油物品税の賦課。

, NEPA，線材の密輸を攻撃一一NEPA(Nat’L Economic Protectionism Ass'n., 

全国経済保護主義連盟）は，虚偽の申告および過少評価による線材の密輸が依然と

して続けられており，この国の鉄鋼産業の存在そのものをおびやかしていると，の

ベた。 NEPAの報告によると，昨年だけで線材の宥輸は 3万トン近くにのぼり，

また，今月にも 2万トンの輸入が計画されているとのことである。 NEPAは， ま

た，外務省に対して，日本の鋼鉄輸出業者とこの国の輸入業者との間にありうると

考えられる黙契について調査するように要求した。 〔Bulletin,7. 8〕

7月 4日

v大統領，土地改革法の実施開始を宣言一一マカパガル大統領は，土地改革実施

の第一地域に指定されていたブラカン州のプラリデノレで，土地改革の実施開始の式

典に出席し，地主と小作人との借地関係を農地改革法（AgriculturalLand Reform 

Code）に一致させると宣言した。この場で，最初の新しい借地契約が，前市長 Jose

S. Marianoと借地農FedericoAcu白aの間で、結ばれた。

7月 5日

V大統領，マニラ市政法を停止一一マカパガル大統領は，ピリェーガス（Antonio
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J. Villegas）市長からいくつかの権限を剥奪し， 副市長に新しい権限を与える共和

国法第4065号の停止を命じ同時にこの法を修正する法案を緊急に審議するよう国

会に指示した。 この共和国法は国会の正規の手続を経ずに（“smuggled”）大統領に

より先月東京で署名されたものである。

v副大統領， 次期大統領指名運動を開始一一ペラエス（EmmanuelPelaez）副大

統領を国民党大統領候補に指名することに賛成する約1000名の国民党指導者・党員

の集会が聞かれた。国民党からは，上院議長マルコス（FerdinandE. Marcos）上院

議員プヤット（GilJ. Puyat）も出馬を予定されており，すでに指名される意志を表

明した臨時上院議長ロペス（FernandoLopez）と上院多数派指導者トレンティーノ

(Arturo M. Tolentino）は，同日，それぞれラジオおよびテレビ放送で，指名運動

に参加する決意を明らかにした。とくに， トレンティーノは，前自由党員が大統領

選に出馬すれば国民党は苦戦に直面しなければならないで、あろうと，のベた。

7月6日

Vエッソ， フィリピンの会社との契約を公表－EssoStandard Fertilizer & 

Agricultural Chemical Co. (Phil.）の G.J. Lynch社長は，当会社が役務および原

料の供給についてフィリピンの 3会社と契約を締結したと，公表した。 Marinduque

Mining & Industrial Corp.はサマノレ島で採堀される硫化鉱石を 5年間 ESFACに

供給することになり， LuzonStevedoring Corp.はサマyレ島からパターンのリマイ

の ESFAC工場へ硫化鉱石を， yレソン，ピサヤス，ミンダナオの諸島へ製品を 5年

間にわたり輸送することになり， さらに， Nat’1.Power Corp.は ESFACの肥料

工場に対し創業時に必要な電力を供給することになった。

現在パターンのリマイに建設中の ESFAC肥料工場は来年7月に完成し，毎日

1000トン以上の肥料を生産しフィリピン農業の需要に応ずることになる予定であ

る。なお， EssoStandard Fertilizer (Phil.）は， その資本の25%をフィリピンの一

般投資家の手に渡して，合弁事業になるとのことである。

7月7日

V政府，対南ベトナム援助を決定一一マカパガノレ大統領は，対南ベトナム援助審

議のため国防省内で聞かれた国家安全保障会議を主宰したあとで，議会に対し緊急

法案として92万1000ベソのの対南ベトナム援助法案を送付した。南ベトナムに対す

る援助は，法案によると，つぎの 3つの範曜に分けられる。

1. 医療班。
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2. 民間行動班および心理戦争班。

3. 軍事班，社会福祉班および農業地域開発班。

V土地改革についてイスラエノレの援助受入れ一一土地改革公社（LandReform 

Authority）のゴソシ（BenjaminGozon）総裁は，改革局が土地改革計画の一実験地

区における実施にさいして援助するというイスラエノレ政府の申出を受入れたと，発

表した。地域計画と移住に関する比二イスラエノレ技術協力協定にしたがっておこな

われる土地改革へのイスラエルの参加は，イスラエノレの専門家の援助がつぎのよう

な土地改革実施面で求められている。

1. 経済的な家族農場の決定。

2. 追い出された農民のための定住地の設定。

3. 潅概組織の建設と改良。

4. 地域開発計画。

5. 土地を収用された大地主のための農工業団地の開発。

6. 土地改革地域における農業収入を補うための家内工業の育成。

V精糖工場，賃上げ一一タノレラクとパンバンガとにある大精糖工場と 1農園は，

新しい糖業関係最低賃金法を実施するための労働省の特別強化運動の結果，約4272

名の労働者に対し賃金差額7万 6732.33ペソを自発的に支払った。との差額は一般

労働者に対しては3.50ベソから 4ベソに，熟練働働者に対しては 4ベソから5.50ペ

ソに糖業関係賃金を引上げるという最近の労相の最近賃金命令により， 3月17日以

後に関して生じたものである。 〔Bulletin,7. 7〕

7月 8日

v大統領，国会開会を前に 4法案の緊急審議を要請一一マカバガノレ大統領は，第

2特別会の閉会を前にして，新たにつぎの 4法案の緊急審議を国会に要請した。

1. 共和国法4065号（マニラ市長の権限を縮小する法〉修正法案。

2. 共和国法第4065号を完全に破棄する，アノレベルト (JustoAlbert，自ーマニラ）

下院議員提案の法案。

3. 公立学校の建設修理のために5000万ベソを支出する法案。

4. メキシコとの親善年を実効あらしめるために，メキシコがアカプルコ士メ

ヒコ道路をマニラ道路と改名するのとひきかえに， Cavite-ManilaSouth Roadを

Mexico Roadと改名する法案。

, Namarco，ストライキー－Namarco（交易公社〉の組合に加盟している従業員

約500名は， 公社側の反労働者行為に抗議してストライキを宣言した。公社側の反
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労働者行為とは，公社側が，団体協約に違反して，臨時雇員の67パーセントの雇傭

権を行使していることと， M.J alandoniをNamarcoの守衛長に任命したことであ

っTこ。

v政府， 3ホテルの建設を計画一一経済調整局のアデボソ長官は，外国からの資

本と技術援助を得て 3つの近代的国際的豪華ホテノレを建設する案が出来上がった

と，のベた。それぞれ1000万ドルと見積もられている建設費の80%は，日本・フラ

ンス・西独から供与されるが，残りの20%は，この国の民間資本にきわめて有利な

条件で、マニラ・ホテルとフィリピンの企業家によりまかなわれることとなる。なお，

アデボソ長宵は， 3ホテルの所有権ができるだけ早－い時期に民間部門に引渡される

ことを，強調し7こO 〔Bulletin,7. 8〕

v蔵相，オーストラリアの小麦粉輸入問題を関税委に付託一一ヘチャノパ蔵相は，

今年1月から 6月までに 143万袋の小麦粉のオーストラリアからの輸入が反ダンピ

ング法違反であるとのフィリピン製粉業者連合会（Phil.Ass'n. of Flour Millers, 

Inc.，会長は GilPuyat, Jr.）の提訴を取り上げ，関税局に付託した。製粉業者らに

よれば，輸入業者の購買価格あるいは輸出業者の販売価格が 1袋8.03ペソであるの

に外国市場価格は 1袋9.55ベソであって，オーストラリアで、の小麦粉の国内価格よ

りも1.52ぺソ安いため，約2000の従業員を有する 7つの工場を嫁働させている 6製

粉会社にとって損害を与えるものである。しかし，反対派の主張によれば，この国

の製粉会社がこの国の需要に応ずることができないため輸入がおこなわれていると

のことである。 [Bulletin, 7. SJ 

7月9日

V国会第2特別会閉会一一上院，下院とも第2特別会を閉じた。 6月26日に召集

されて以来両院を通過した法案は，つぎの 3つのみであった。

1. 関税法（Tariffand Customs Code）改正。鋼板に対する関税率の 5%へ

の引下げ。

2. ノレネタ広場の美化のため300万ペソ支出。

3. 南ベトナムに対する技術経済援助のため100万ベソ支出。

V外務省，インドネシア人の浸透に懸念を表明一一一外務省は， ミンダナオ島に居

住する約1万2000のインドネシア人不法入国者の問題が大きくなるのに懸念を表明

した。 1963年 6月17日にそれまで密入国した1150名のインドネシア人は送還された

が， 1963年 3月29日に両国間に結ぼれた国境通過協定（国境を通過しようとする両

国人に対し身分証明書を発行することと一時に訪問する者を 600名に限定すること
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を規定）にもかかわらず，情報当局の計算によれば9000，ラモス下院外交委員長に

よれば1万2000のインドネシア人が不法に入国したのである。

これに対し，インドネシア大使館は，インドネシアからの実際の共産主義浸透の

証拠が何ひとつない以上， 「根拠なく証拠のない仮説が発表され真実として受取ら

れてはならない」との声明を出した。

v駐米大使，信任状提出 フィリピンの新駐米大使オスカノレ・レデスマ（Oscar

Ledesma）は，ジョンソン大統領に信任状を提出した。

, Namarcoの専務理事，団体交渉を拒絶一一－Namarcoのカノレデ、ロン専務理事は，

1日経ったストライキと交渉する全権を理事会により委ねられたが，組合側が彼に

対し「無作法詰問，屈辱」を加えれば彼が交渉にのりだすことにより解決はかえっ

て延引されるであろうとのベて，団体交渉への出席を拒んだ。このとき，彼は，組

合側がつぎのようなストライキの理由を公衆に知らせないようにしていると非難し

た。彼によれば，組合側は， Namarcoが政府関係機関にいる弁護士の組合加入を

禁じている国家公務員任用委員会の規則を適用することを禁ずる禁止命令を最高裁

判所に要請したが，最高裁判所はこの要請を却下したので，組合側はこれに不満を

抱いたとのことである。また，カノレデロン専務理事は，組合側が公社側に対し67%

の従業員を雇傭する権利を引渡すことと守衛長の任命を撤回することとを要求して

いると，非難したo

vクラーク基地のスト回避一一クラーク空軍基地の6000名の文民従業員のストラ

イキは，基地当局が次のような従業員側の要求を受入れることにより回避された。

1. 基地モーター・プーノレ指揮官 WillieHarrell大尉の即時罷免。

2. 以前に罷免されたモーター・プーノレの文民従業員 CiriloDavidの復職。

なお，この要求は 5月27日に当局に提示されたものであり，フィリピン人文民従

業員連盟（FilipinoCivilian Employees Ass'n.）は，この日，当局に対し，要求が容

れられなければ月曜日 (13日〉にストに入るという最後通告を出したのであるO

7月 lO日

v労相，更送一一マカパガノレ大統領は， ベノレナノレディーノ・アベス（Bernardino

Abes）のかわりに， 関税局長官ホセ・ B・リンガド (JoseB. Lingad）を労相に任

命した。リンガド長官の後任には，国防次官アノレベルト・デ・ホヤ（Albertode Jo-

ya）が任命された。

V外相，インドネシアの不法入国者取締を命令一一メンデス外相は，ミンダナオ
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島におけるインドネシアの不法入国者の問題が大きくなるのを防ぐ政府の措置の第

一歩として芳セレベス島のメナドにあるフィリピン領事館の強化を命じたこと，お

よび，外務省情報局長に対して不法入国者の数の確定を命じたことを，明らかにし

fこo

vマレーシア，フィリピンのボノレネオ要求についての会談を承諾一一サパー州首

相ドナノレド・スティーヴンズ（DonaldStephens）は，マレーシアがフィリピンのマ

レーシア領北ボルネオに対する領有権についてフィリピンと会談を開くことに同意

したと発表した。 〔UPI(Kuala Lumpur), 7. IO-Bulletin, 7. 11〕

Vタルラクのyレイシタ労働者， ストに突入一一一統一ルイシタ労働組合（United

Luisita Workers Union）の約3000組合員は，サン・ミゲルのノレイシタ農場（Hacien-

da Luisita）で罷業に入った。ストは，労相代理オノフレ・ゲパラ（OnofreGueva-

ra）を長とする調停委員が調停に失敗したあと，宣言された。ストの要求は，宗教

団体に属する者が労働組合に加盟することを禁じた共和国法第875号により組合を

脱退した115名の“Iglesiani Cristo”に属する労働者の解雇であった。労働組合は，

団体協約で管理職および秘書職以外のすべての労働者が組合に加盟すべきであると

いう約束を獲得していたのであり， 共和国法第875号の合憲性が問題にされたので

ある。 〔PNS(Tarlac), 7. IO-Bulletin, 7. 11〕

7月 13日

V南方の警戒を強化一一参謀総長サントス（AlfredoM. Santos）将軍は，海軍に

対し南方水域の警戒を厳重にするよう命令を発した。同時にフィリピン軍司令官は，

情報部隊に対し，南方へのインドネシア人不法入国者の入国地点と考えられる場所

の厳戒を命じた。サントス将軍は，フィリピン・インドネシア両海軍の共同哨戒に

もかかわらず，以前に帰国させられた者を含むインドネシア人がミンダナオへ密航

したという情報にもとずいて行動をおこした。しかし，同将軍は，命令を発するに

あたって，つぎのようにのべた。 「われわれは，これら不法入国者がわが国の経済

的政治的安全に与える危険を過大に強調することはできない。」

Vパン二アメリカン，ストライキで麻庫一一パン＝アメリカ航空の労働者たちは，

朝マニラ国際空港の入口にピケをはり，サイゴンおよびシンガポールへのジェット

機の塔乗員が勤務につくことを妨げ，飛行機は午後になっても離陸できなかった。

ストライキの原因は，給与問題であった。パン＝アメリカ組合の組合長によれば，

自由化政策によって 1ドル＝3.90ペソに為替レートが変ったのに従業員の給与は 1

ドノレ＝2ペソに釘づけされていたのである。
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’小売法は外国投資を妨げずと商工相言明一一一パルマセーダ商工相は，テレビ会

見で，小売業国民化法の完全実施の影響について，つぎのようにのベた。

「フィリピン内の投資分野は広大であり，小売業はそのほんの一部にすぎない

から，この法律の実施は外国の投資家が酵賭する理由となることはなかろう。」

'f D. B. P.，小口利用者に対し優先貸付一一D.B. P. (Development Bank of the 

Philippines，フィリピン開発銀行〉のロレンソ CJovino Lorenzo,）副総裁は，種々の

産業を興すのに必要な小口資金が D.B. P.で利用可能なことを明らかにした。こ

れらの貸付金は，小農民，養禽養豚者，農村地域での農工業にたずさわる人びとに

対し，供与されているものであり， 1963年 1月から1964年5月まで D.B.P.の理事

会で認可した小口貸付は1367万0694.32ペソにのぼった。

曹南阿のいわし，陸揚げ一一種々の商標をもっ5万6871箱の南アフリカからのい

わしの最初の荷が， Namarcoの出張所員により秘密裡に， サンフェルナンド港に

陸揚げされた。 〔PNS(San Fernando），又 14-Bulletin,7 15〕

’貿易収支黒字一一フィリピン製材業会議所（Phil.Chamber of Wood Indus-

tries）の副会頭でフィリピン工業会議所（Phil.Chamber of Industries）の理事をし

ているマニャラク（G.S. Mafialac）は， 1963年の輸入総額6億1800万ドルに対し輸

出総額は7億2700万ドルであり， 1億0900万ドノレにのぼる貿易収支の黒字を記録し

たことは昨年のフィリピン経済の顕著な側面であると，のべた。貿易収支が黒字に

なったのは， 1949年以後において， 1959年についで2度目であり，その輸出額はマ

カパガノレ大統領の社会経済計画の目標を 1億7500万ドノレ（32%）上回るものであっ

た。この輸出増に寄与した5つの伝統的輸出品の額とその前年比増加率は以下の通

り。

（単位1igg年万のU輸S出ド額ル） 前増年加比率

ココナツおよびココナツ製品 245 45% 

木材製品（丸太・材木・ベニア板） 168 32% 

砂糖および関連製品 151 14% 

鉱物および金属 66 28% 

麻（精製されていないアパカ） 28 92% 

計 658 

以上の伝統的輸出品だけで輸出総額の90%を占めている。 〔Bulletin，又 13〕

'f Radiola会社，東芝と契約一一ーフィリピンの Radiola会社と東芝との聞に， ト

ランジスター＝ラジオの生産に関する契約が結ぼれた。この契約によって， 1969年
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7月までの 5年聞東芝は Radiola会社に技術援助を行なうことになり，これによっ

てRadiolaは現在の月産4000台を次の秋までに8000台に引上げ、ることができると期

待されている。 〔共同－UPI,7. 13-Bulletin，丈 15〕

7月 14日

V コプラ密輸に対する警告－Philcoa(Phil. Coconut Administration，フィリ

ピン・ココナツ公団〉のマルケス（BienvenidoMarquez）新総裁は， コプラ密輸に

対し一致してたたかうよう強調した。彼によれば， 800万ベソに近い約 1万トンの

インドネシアのコプラが毎月南方の港から密輸されているとのことである。

〔PNS(Dilimαn), 7. IS-Bulletin，久 16〕

, Bisom.，砂糖生産300万ピクノレを超過一一Biscom.(Binalbagan-Isabela Sugar 

Co.）のピリャヌエパ（RobertoT. Villanueva）社長は， 1963-1964収穫年における

当会社の生産は前年の268万6206ピクノレを13.5%上回る 310万7737.50ピクノレである

と，報告した。これは，会社はじまって以来最大の生産量であり，フィリピンの全

精糖工場の最大生産量を上回るものである。

7月 15日

v反対派，予算案の署名を大統領に要請一一一国会内の反対派は，予算案に署名し

行政のための公費の不法費消を終熔させるよう，マカパガノレ大統領に要求した。国

民党のベロソ（FernandoVeloso）議員によれば，新会計年度の開始前に議会が予算

案を通過させなければ政府機能が麻庫することを恐れて反対派は「反対の余地ある

欠点がいくつかあるにもかかわらずその承認に譲歩して」きたのであった。なお，

大統領は，予算案を成立させるためには， 7月25日までにこれに署名しなければな

らないのである。

, Namarcoのストライキ重大化一一1週間を経過した Namarcoのストライキ

は，公社政府機関組合連合（Confederationof Unions in Gov't. Corp. & 0面ces)

がフィリピン海軍司令部にピケットをはると声明することによって， 「第一級のも

の（五rstclass row）」に進展した。 C.U. G. C. 0.のクアドラ（GerardoQuadra) 

書記長は， Namarcoがフィリピン海軍の設備と場所をも「逃げ場所（runaway

shop）」として使用しはじめたとの情報を受取ったため，ストライキに参加するこ

とを決めたと，のベた。 C.U.G.C.O.は，現在ストライキ中の 600名の組合員を

擁する Namarco組合の親組織であり， マニラにある16の政府機関の組合を傘下に

収めている組織で，各加盟組合に各20名をピケット要員として送るよう命令した。
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さらに，クアドラ書記長は，フィリピン運輸総労働者組織（Phil.Transport & Ge-

neral Workers Organization）および国際運輸労働者連合（Int'l.Transport Wor-

kers Federation）の指導者ロベルト・オカ（RobertoOca）に対し， Namarcoの荷に

手を触れぬよう沖仲仕たちに指令するよう要請した。

V工業会議所，金融引締めを非難一一フィリピン工業会議所の金融委員会は，デ

ノレガード（AntonioDelgado）会頭が司会した朝食会の席上，現在操業中の諸産業に

対する再金融が目下のもっとも緊要な問題であることに意見の一致を見た。そのよ

うな融資は，政府あるいはその機関，たとえばフィリピン開発銀行，フィリピン国

立銀行，公務員保険制度および社会保障制度によりおこなわれるべきであるとされ

た。そのほか具体的提案として，つぎのようなことが政府に提出されるべきである

とされた。

1. 窮迫している諸産業の金融面での立て直しは，それら諸産業が政府および

その機関から再融資の援助を受ける資格を得るためのものであった。

2. 再融資は，現在よりも良い条件で長期融資の形でか，あるいは，民間企業

関係政府機関による資本参加によって，資格のある諸産業に対して行なわれるべ

きである。

3. 特定の会社の経営改善は，政府による再融資援助の条件として行なわれう

る。

4. 政府部門は，民間部門の見解では，経済におけるインフレ傾向に責任のある

ものであるから，それに対する財政支出を縮小するかおくらさすかすべきである。

5. 中央銀行の定める再割引の割当額のこれ以上の増額は，商業銀行がその流

動性を改善して窮迫している諸企業に追加の便宜を与えることができるようにす

るために，行なわれるべきである。

6. 政府預金の商業銀行からの引出しは，徐々にしかもより公平になされるべ

きである。

7. いくつかの資格ある会社がおこなった，それらの金融条件を改善するのを

助けようという以前の通貨局決定の下で延べ払いでの機械輸入に対して 2ペソ対

1ドルの特恵為替レートを利用できるようにさせよという提案は，支持されるべ

きである。

V アパカ生産者，合衆国との交渉経過に満足一一ーフィリヒ。ンのアパカ生産者たち

は，合衆国が約470万ポンドの剰余アパカを直ちに売りに出すという最初の計画を

変更したことに満足の意を表明した。もし，最初の計画通り実行されたならば，世
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界市場におけるマニラ麻の価格を25～30%引下げることになったのであるが，フィ

リピン代表と合衆国政府との交渉の経過により， 7～15年の期間に実行することに

合衆国側が諒承し， 10年というところで妥協の見通しがついたのである。

〔Bulletin,7. 15〕

7月 16日

V最高裁，中央銀行のドノレ留保権を承認一一最高裁判所は，中央銀行が今年で期

限の切れる法律により輸出業者の取得外貨の一部を留保する権利を有しているとの

判決を下した。この判決は，Bacolod-MurciaMillng Co.の訴訟に関して下された。

同会社は，中央銀行の回状第20号を不法と宣告し銀行が留保してきたドルを 2ベソ

ニ 1ドルの公定為替レートのかわりに自由市場為替レートで支払うことを銀行に命

ずるよう，最高裁に要請したので、ある。

V内国税収入減少の見込一一内国税収入局のタピオス（BenjaminTabios）局長

は，新しい免税法の通過により現会計年度中に内国税収入が 1億6200万ベソ減少す

るであろうと， のベた。 これにより，予算局のシチャンコ（FaustinoSychangco) 

長官が内国税収入局のために設定した目標額9億9000万ペソは， 8億2800万ペソに

引下げられなければならなくなった。内国税収入に影響を与える免税法の主要なも

のは，つぎの通り。

1. パージニア種タバコから製造される紙巻タバコに対する特別税を50%減ず

る共和国法第4155号。

2. 100万ペソ以上の資本金を有する農業開発銀行に免税権を与える共和国法

第4106号。以前は資本金100万ペソ以下のものだけに免税権が与えられていた。

3. 織物業に対して，所得税以外の税を免除する共和国法第4086号。

4. 化学製品，肥料およびこの種の製品の製造に用いられる場合には， “nap-

tha”とよばれる石油副産物に対する税を免除する共和国法第4068号。

V養豚・養禽計画， Nacidaの援助を多額に受ける一一多くの家内工業（cottage

industries）のうち，養豚業と養禽業は， Nacida(Nat’1. Cottage Iudustries Develop-

ment Authority，全国家内工業開発公社）の援助の大部分を受けてきた。 Nacidaの

リベラ（JovitoR. Rivera）総裁によると，全国の種々の家内工業に対して供与され

た小口貸付総額48万0050.50ベソのうち， 27万0100ベソと 4万4850ベソとが，養豚

業と養禽業とにそれどれ割当てられた。これらにつぐものは刺禰業と製針業で，こ

れらはいままでに 1万9170.50ペソを受取った。 〔Bclletim,7. 16.〕

曹パンーフィリピン・ハイウェイ計画一一公共事業相ホルへ・ A・アバード（Jor・
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ge A. Abad）は，フィリピン自動車協会（Phil.Automotive Ass'n.）の会員たちに対

する講演で， 「パンーフィリピン・ハイウェイ」計画の開始を発表した。このハイ

ウェイは，アパリからダパオまで、の約2175kmにわたる広いコンクリート道路で，

1970年完成の予定である。総工費は 6年間で5億ペソと見積もられているが，これ

には賠償基金をあてることを提案した。その第一歩としてのサマノレ・レイテ両島を

結ぶ1600万ベソの橋の建設についての完全な客観的な検討が，同相により命ぜられ

た。 〔Bulletin.久 16.〕

7月 17日

v南ベトナムへ外科医を派遣一一外務省は，南ベトナム人に対し「かれらの共産

主義に対する戦いにおいて，かれらがわれわれの同情と支持を期待できる」ことを

示すものとして，南ベトナム政府が市民のために設けている26の病院のうち 2つに

配属すべき 2つの外科医団を派遣すると発表した。また，サイゴン政府が台風によ

るフィリピンの被災地向けに約2万ドルにのぼる 500トンの米を贈与すると発表し

たことに，感謝の意を表したo

v対豪貿易について豪大使談話一一オーストラリアの駐比大使カツツ（Treve¥

W. Cutts）は，新聞記者団に対し，フィリピンの産物はオーストラリアでもって売

られなければならないと，のベた。彼によれば，昨年のフィリピンのオーストラリ

アからの輸入は総計1000万ドノレで、あったのに対し，フィリピンからオーストラリア

への輸出は100万ドルにすぎなかったのである。なおヲ オーストラリアは， フィリ

ピンのマンガン鉱，丸太，ココナツ製品，タバコ，家具および葉巻煙草を必要とし

ており，オーストラリアのフィリピンへの輸出品の主なものは食肉をはじめとする

食料品である。 〔PNS(Bacolod City), 7. 17. Bulletin, 7. 18.〕

7月 18日

, D.B.P.総裁， 9600万ドルの借款を得て帰国一－D.B. P. （フィリピン開発銀

行〉のロレンソ（PabloLorenzo）総裁は，ワシントンおよびフランクフルトで9630

万ドルの借款協定締結に成功して，ヨーロツノfから帰国した。この借款は， 6月24

日合衆国の 8銀行との聞に結ぼれた2400万ドノレのほかに，イリガン総合製鋼工場の

創業資金としての合衆国輸出入銀行からの6230万ドル，国内航路用船舶建造のため

の西ドイツの復興金融公社（Kreditanstaltfor Wiederaufbau）からの 4000万マルク

(1000万ドル〕を含むものである。

, G. S. I. S.，基礎産業に90万ベソ融資一一経済調整局のアデボソ長官は， Liberty
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Manufacturing Corp.に対する G.S. I. S. (Gov’t. Service Insurance System，公務

員保険制度）による90万ぺソの融資を承認した。融資を受けるこの会社は，めっき

パイプ備品およびしんちゅう製品を生産するものであり，基礎産業生産物の製造に

たずさわる実業体の形成を政策としている経済調整局が融資を当然みとめるべき会

社である。 〔Bulletin,7. 18.] 

7月 19日

V下院議員マレーシア支援を約束一一パガツイング（RamonBagatsing）下院議

員は，マレーシア諸外｜旅行中，ジェスノレトンで，マレーシアがもしインドネレアの

攻撃を受けるならばフィリピンはマレーシアに反共部隊を送って支援するであろう

と，のベた。

7月 20日
1t 

, Nacicla局長，京IJ締法の拒否を大統領に要請－Nacicla家内工業開発公社のリ

ベラ (JovitaRivera）総裁は， 「刺繍業奨励法」として知られている上院法案第530

号を拒否するよう，大統領に要請した。彼は，大統領宛書簡において，拒否の理由

として，つぎのことを列挙した。

1. この法案が裁可されれば，この国の刺繍工場は閉鎖を余儀なくされ，刺繍

等に従事している約40万のフィリピン人は職を奪われるであろう。

2. この法案が持つ諸制限により Nacidaがすでにはじめた計画案は妨害を受

けるであろう。

3. ドルをかせぐ刺繍業は，労働集約的であるが資本集約度が低く，そのため

失業および低雇傭の解決策として政府により保護されなければならない。。

7月21日

v南ベトナム援助法成立一一マカパガノレ大統領は，南ベトナムへの技術的経済的

援助の権限を大統領に与える法案に署名した。 これにより， 100万ペソがこの目的

に用いられうることとなった。

V下院，米比協定改訂の検討を要請一一一下院外交委員会は，議長に対しラウレノレ

ニラングリー協定・軍事基地条約・軍事援助協定についての報告書を提出し，フィ

リピンと合衆国との問の主要な経済・軍事協定の改訂について検討するための立法

二行政合同審議会の設置を行政府に要請した。この報告書は，つぎの 3点を明らか

にしたものであった。

1. ラウレノレ＝ラングリー協定は国家経済の発展に対し妨害的影響を与えてき
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ていること。

2. フィリピン＝合衆国軍事援助条約の下で老朽物資のみを受取ってきている

こと。

3. 陸海軍保留地内に国防目的に用いられていない広大な公有地が存在してお

り，いまや，この国の土地なき市民たちに再分配するためにフィリピン政府に返

還されるべきであること。

' 商工相，産業構造の変革を主張一一パノレマセーダ商工相は，戦後経済にお

いて全製造業部門の発展はめざましいものであったが，産業構造はまだ完成品加

工に集中していると，のベた。彼によれば，全製造業生産の83%は消費財生産で

あり，生産財・は17%を占めているにすぎない。彼は，さらに，このような構造を

変革するために，つぎのような任務をもっ産業局の設置を提案した。

1. 諸産業をおこすために必要な情報および経済データを利用できるようにす

ることにより広範囲に促進運動を指導すること。

2. 国家経済会議の定める優先順位にしたがって産業についての研究をおこな

うこと。

3. 計画検討について技術的助言をし計画を銀行融資に適するようなものに

仕上げること。

4. 必要があれば工場の人員の訓練をおこない，産業の当面する金融的技術的

問題を分析すること。

V上院商工委， N.D.C.の契約締結権を疑問視一一－J：院商工委員会は， 1974年の

ラウレルニラングリー協定の期限満了後の自然資源開発を合計契約をアメリカの会

社と締結する N.D. C. (Nat’1. Development Co.，開発公社）の権利の当否につい

て審議した。 N.D.C.は， 2つのアメリカ系の果物缶詰会社（Phil.Packing Corp. 

および DolePhilippines）と契約を締結した。そのうちヲとくに Doleとの契約につ

いて審議が集中されたが， N.D.C.はDoleに対し約7000ヘクターノレの土地をパイ

ンアップo）レ生産のために貸していたのである。この契約は，政府諸機関の承認を経

はしたが1974年でもって合衆国市民のフィリピンにおける平等待遇（parityrights) 

が消滅すること，会社法で、1024ヘクタール以上の民有地の N.D. C.による買収が

疑問視されることにより，不法であると，委員たちにより主張された。

V砂糖生産，最高を記録一一合衆国農務省の計算によれば， 1963～64収穫年フィ

リピンの砂糖生産量は197万1000トンで， 前年より25万トン増である。しかし， 農

務省は，同時に，この数字が過大評価であるかもしれないと，のべた。
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〔UPI(Washよ久 21.-Bulletin,7. 22.〕

7月22日

V蔵相，日本からの線材輸入について調査を命令一一エチャノパ蔵相は，当地の

弱小製鋼業を保護するために，ホンコン経由日本からの1000トンの線材の輸入につ

いて調査することを関税局に命じた。これは， Marcelo Steel Corp.の訴えにより

おこなわれたものであるが，その訴えによると， VictorElectric Manufacturesお

よび L E. C. Commercialが日本から1000トンの綿材を輸入し，さらに別の 2会社

が4万トンの線材を輸入したとのことである。事実， 6月中に税関は， 2会社を宛

先とする約100万ペソの1200トンの線材を押収したが， それは脱税の目的で虚偽の

申告がなされ過小に評価されていた。ひとつの荷は，マニラで保険料運賃込み価格

1トンあたり23ドルとされていたが，出荷国では 1トンあたり98ドノレと申告されて

いたのであり，また，従価40%の関税を脱するために15%関税の対象となるボルト

用特殊鋼と虚偽の申告がなされていた。 〔7月3日の項参照〕

Vフィリヒ。ンーハイウェイ計画の一部，着工一一ー北部ルソンのアパリからミンダ

ナオまでの2079キロのハイウェイ計画の一部であるカマリネス・ノノレテとケソン外！

とを結ぶ70キロのハイウェイの着工式が，マカパガノレ大統領出席の下で，ダエトで

おこなわれた。このさい，大統領は，この計画の青写真は1953年に完成し法律によ

り承認されたにもかかわらず10年間にわたって過去の政府によりひきのばされてき

たが，このフィリヒ。ンーハイウェイの計画は国の力のあるかぎり遂行されるであろ

うと， 5虫調した。

7月23日

V公共事業相， 「抑圧的な」借款条件の廃止を要求一一アパード公共事業相は，

合衆国公共道路局の局員たちとの会談の席上， 1962年12月11日にパレンシア（Bri-

gido Valencia）前公共事業相が合衆国開発借款基金および公共道路局の関係者との

間に締結した開発借款基金（現在の Agencyfor Int'l. Development）からの借款協

定の中に，フィリピンの重要な開発計画の実施を妨げるような条件があると，のべ

た。これらの条件とは，つぎの通り。

1. 将来の支出はすべて，合衆国以外の国から得られる設備の予備部品を除い

て，合衆国からの調達によるべきである。

2. 合衆国公共道路局との調達取り決めの修正。

3. 必要物品の承認のさいに利用される技術者の数を増す，拡張された技術援
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助契約。

4. 以前に承認されたようなフィリピン船による輸送費の支払いは，ひきつづ

きu.s.ドルでおこなわれるべきである。

なお，公共事業相の言及した借款は， 1875万ドル（7531万9278ペソ〉にのぼる

ものである。

f Nawasa，世銀から2000万ドル借款を得る一一フィリピン政府と世界銀行とは，

マニラとその郊外の給水系統の拡張改善のための2000万ドル世界銀行借款に調印し

た。この借款は， Nawasa(Nat’1. Waterworks & Sewerage Authority of the 

Phil.，フィリピン水道下水公社）に対してなされた。 1日約75万トンの給水量増を

もたらす計画に関する Nawasaの必要資金約2億5100万ペソ（6440万ドル）の一部

を満たすものであり，あとの4420万ドノレについては， Nawasaが公債発行，政府か

らの借款によりまかなうことになる。なお， この借款の条件は， 25年間年利5.5パ

ーセントで，年賦償還の開始期は1969年7月である。

[UPI (Washよ久 23.-Bulletn,7. 24.〕

7月24日

V大統領，予算案に署名一一マカパガノレ大統領は， 21億ベソの一般予算案に署名

した。このさい，大統領は，世論にこたえて，下院が自らのために計上した追加支

出1050万ペソについては，拒否権を発動した（注）。

（注〉 この拒否について，アントニーノ（GaudencioAntonino）上院議員は， 7

月27日「笑劇」であるとし， 「英雄として立現われ」ょうとした大統領を攻撃

した。彼によれば，この項目は両院の承認を経た両院協議会報告には含まれて

いなかったにもかかわらず，大統領に回付された印刷局のコピーには挿入され

ていたものであった。 〔Bulletin,7. 28.〕

v政府，アメリカ人は小売業法の適用外と言明－6月20日アメリカの会社の起

した訴訟に対する返答で，アラフリス（Arturo1 M. Alafriz）法務次官は，小売業国

民化法はアメリカ人およびアメリカの商社に適用されないものであると，言明した。

彼によれば，この法の解釈は相互貿易協定（MutualTrade Agreement）およびラウ

レノレ＝ラングリー協定の条文に照らして行なわれるべきものであり，米比両国に関

係する問題を米比両国政府の協議に付すべきであるとの後者第10条にしたがえば，

この法に関するすべての問題は大統領の決裁にゆだねられるべき種のものである。

しかし，この返答は，つぎの問題に答えるものではなかった。

1. 最終利用者への大口販売は， l小売業の範曜に含まれるものか否か。

2. 事務機械のような資本財の最終利用者への販売は小売とみなされうるか否
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か。

vパン＝アメリカ航空のスト終結一一一11日間にわたったパン＝アメリカ航空主のス

トライキは，大統領の労働関係裁判所への認定（certification）にかかわらず労働関

係裁判所のマルテイネス（ArsenioMartinez）主席判事が復務命令を出さなかった

おかげで，団体交渉の場で妥結した。交渉が大統領の認定に反しておこなわれたこ

とは，はじめてのことであった。妥結点はつぎの通り。

1. 組合は， 1963年3月 1日にさかのぼる15%の給与増額を得ること。

2. 罷業者は，今年9月1日に効力を発する追加の10%増額を得ること。

3. 協定は， 1963年3月 1日から40ヵ月間有効のこと。

4. 経営者側は，ロックアウトを宣言せず，組合側は，ストライキに突入しな

いこと。

5. 経営者側は，ストライキを違法と宣言することを要請した訴訟を撤回する

こと。

6. 組合側は， 25日朝ピケットを撤収すること。

7. この協約が効力を有する聞いつでも，為替レート（現行は3.90ペソ＝ 1ド

ノレ）が変った場合および航空会社側がモの運賃を増額した場合には，組合側が交

渉を再開できることを前提として，月給は，この協約のつづくあいだ据置かれる

こと。

8. 双方は，マノレテイネス判事に対し，彼の決定を最終的であることを認めて

将来の係争において調停者として行動することを要請することに，意見の一致を

見たo

v商工相，京!J繍法案について警告一一パノレマセーダ商工相は，刺締法案の大統領

承認にともなう重大な諸影響についてのベた，ニューヨークのフィリピン協会の一

員からの情報をマカパガノレ大統領に手交した。その情報によると，この法案の承認

は「合衆国におけるフィリピンの刺繍衣服製品の競争性を完全に破壊するであろう」

とのことであった。

7月26日

V セメントの輸入を要請一一1月にわたる全国視察旅行を終えたアクラン商工会

議所のデレガド（WilihadoDelegado）会長は，政府に対し， 「経済的停滞」を回避

するためセメントを輸入するよう要請した。彼は，この国のセメント製造業者たち

が「顧客にのみ売っている」ためひきおこされているセメント不足は， 「わが国の

経済資源の流通を止めてきている」とのベた。

一（ 72）一 94 -



フィリピン

7月 27B 

V手工業の協同化促進一－Nacida（家内工業開発公社）のリベラ総裁は，協同組

合関係職員に対し， Nacidaの指導下にある家内工業労働者たちのあいだに産業協

同組合をもっと多く組織するための基礎固めをするよう命じた。 これは，すでに

Nacidaからの融資を得て各3000ベソの最小払込資本をもって設立された6つの協

同組合が成功しているため，なされた措置であった。なお，彼は，このように Na-

cidaの資金で設立された協同組合は「政府が最大限に奨励する経済的動員にかみ合

わされるべきである」とのべた。

V砂糖王ロボの破産，フィリピンに影響なし一一砂糖業界は，フィリピンの砂糖

割当量の少なくとも45%を取扱っている一大合衆国購買者によるニューヨークでの

破産訴訟が合衆国への荷の引渡しをさまたげることも，この他の金融界に悪影響を

与えることもないとの確証を得た。この問題についてパルマセーダ商工相は検討を

命じたが，つぎのようなことにより，実業界の一部にもたれていた不安は解消され

た。

1. フリオ・ロボ (JulioLobo）の支配する砂糖企業の一代表者は，パノレマセー

ダ商工相との会見のさい，ロポがその負債の全額を支払うであろうとの確証を与

えた。

2. 輸出業者たちは，砂糖割当局のマナランサン（ConradoManalansan）局長

との会見で，ロボ企業の起した破産申告が彼らに影響を及ばさないことを明らか

にした。

3. ニューヨーク地方裁判所でライヤン（EdwardJ. Ryan）判事は，フィリピ

ンと取引しているロボ企業の子会社 Olavarria& Co., Inc.の， その負債の支払

を延期するとともに合衆国破産法の第343節により債権者からの干渉なしに仕事

を継続するという請求に対して認可を与えた。

’ミンダナオに農業銀行増設の要求一一一フィリピン農業銀行協会（RuralBankers 

Ass'n. of the Philippines）のデシデリオ (JoseDesiderio）会長は，ミンダナオの経

済開発を速めるために農業銀行の増設が緊急必要であることを力説した。彼による

と， ミンダナオの住民は全国人口の 3分の 1以上を占めているのに，農業銀行は全

国総数267のわずか10%であるおしかないのである。 これと同時に，彼は， 農業銀

行協会の業績として，つぎの 3つをあげた。

1. 原則としてー特定地に設立される農業銀行の数を 1行に限る法律の通過。

2. 優先株をのぞいて資本金が100万ベソを超えない銀行の免税を規定する共
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和国法第720号修正。

3. 銀行預金保険公社（Phil.Deposit Insurance Corp.）の設立。

V輸出業者，自由化計画について訴訟一一輸出業者（Chamberof Agriculture & 

Natural Resources, Phil. Fed. of Export Producers, Acoje Mining Co., Dinεalan 

Forest Products Corp., Pacific Agricultural Supplies）は，自由化計画の延長を疑

問視して， 最高裁に訴訟をおこした。 ドノレ差額法（DollarMargin 1Law）によれば

輸出収益のドル20%を中央銀行が留保できるのは1964年4月25日までであったが，

中央銀行は 4月23日に回状第171号を出して留保の権限を今年末まで延長したので

あった。この訴訟により，輸出業者たちが最高裁判所に要求たのは，つぎの項目で

あった。

1. 中央銀行回状第171号を， ドノレ差額法違反として， 無効であると宣言する

こと。

2. 中央銀行に対し，回状第171号を適用して獲得した約 1億3500万ベソを輸

出業者に返却するよう命ずること。 〔Bulletin,7. 27.〕

7月28日

V ココナツ産業に資金必要ー一一Philcoa（ココナツ公団〉のマノレケス（Bienvenido

Marquez）総裁は，ココナツ産業がコプラおよびココナツ油の販売以上に進むため

には約 1億ベソの投資が必要であるが，この投資がないためにゆきづまっていると，

フィリピン・ニューズ・サーヴィスに語った。現在フィリピンにはココナツ一貫工場

は二つだけしかなく，しかも両方とも外国の大ココナツ生産業者の子会社なのであ

る。彼は，このさい，フィリピンが外国の工場へのコプラおよびココナツ油の供給

者のみでなくココナツからの消費財の生産者になるために，公団は実験工場を設立

するであろうと，のべた。 〔Bulletin,7. 28.〕

7月29日

V第3特別国会召集一一マカパガル大統領は， 国会議員に「人気取り（porkba-

rrel）」資金として 1億3000万ベソを与える 2法案を含む4法案を審議するため，月

曜日（8月3日〉から 5日間の第3特別国会を召集した。大統領が指定した4法案

はつぎの通り。

1. 空港および海運施設の維持・修復・操業のために， 300万ペソを割当てる

法案。

2. 公立学校校舎の修復・建設および再建のために， 5000万ペソを割当てる法
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案。

3. 給水路および村道（barrioroads）の維持・修復・改良・建設のために3000

万ペソを割当てる法案。

4. 水道施設・堀抜き井戸・井戸および地方潅瓶計画を含む，他の重要公共事

業のために資金を支出する法案 C1あるいは複数の〉。

「人気取り」資金は， 3' 4であり， 4に関して額が明示されていなかったが，

情報通によれば1億ベソということで、同意が成立しているとのことである。

V大統領，金融事情の悪化を認む マカパガノレ大統領は，全国の36の商工会議

所の代表300名を前にしての演説で，政府が， 中央銀行の国庫を含む国内財源から

多額の資金を借り出すことにより逼迫した金融状態を悪化させ，これにより商業・

工業・銀行部門から大いに必要とされている信用をうばって枯渇させたことに，大

きく寄与したことを，認めた。このような状態を改善するため，大統領は，金融関

係諸機関に対し，銀行・工業・商業諸部門と密接に協議しつつ，枯渇した諸部門に

対する信用および融資援助をすることを目的として諸措置を審議するよう命ずるで

あろうと，のべた。また，経済的困難を打開する緊急計画を作成するために金融関

係諸機関と協議する，銀行・工業グループからの代表から成る委員会を任命するで

あろうと，のべた。このような委員会については，大統領は，すでに，国家経済会

議のへナレス（HilarionHenares）議長に対して指令していた。

V乳業への融資計画発表一一フィリピン開発銀行のロレンソ総裁は，水牛

( cara balla）乳製造業者および加工業者に融資することを理事会が決定したと，発表

した。国家経済会議の計算によると， 1962年の純乳生産の86.05%は caraballaによ

り供給され，乳午は12.54%，山羊は1.41%を供給した。 しかも， 乳の生産は需要

に応ずることができず，この種の輸入は1962年のみで8750万ベソに上ったのである

く国産はわずか10%を占めた〉。 このため必要と結論された融資は， 飼料用草およ

び立生産のためが，牧草地用にか，いずれかのためにのみ用いられる農業用地を少

なくとも 0.5ヘクタール所有する農民および、caraballa所有者，誠意ある（bonafide) 

caraballa乳加工業者および家内的チーズ生産業に従事する者，および公認農学校の

卒業者に対して，最高額3000ベソまで， 5年賦年利6%で，おこなわれるのである，

v最高裁， P.A.L.の過労働時間40時間を承認一一最高裁判所は， P.A.L. （フ

ィリピン航空）従業員が，学校・裁判所・病院・療養所を除く政府および政府所有

企業の従業員に対して週40時間労働を規定した共和国法第1880号の規定を受けるべ

きであるという第一審判決を支持した。 この訴訟は， 1957年6月22日共和国法第
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1880号が承認されたとき， 1955年 1月4日に労働者と週48時間労働を規定した協約

を結んだ会社側により提起されたものであった。最高裁は， P.A.L.の株の54%が

開発公社（Nat’1.Development Corp.）の所有するところであり，その重役11人の

うち 6人を公社が選出でき， しかも， その N.D.C.の投票権が経済調整局長官に

より行使されるものである以上， P.A.L.が政府所有企業であると，判断したので、

ある。 [Bulletin. 7. 29.-1 

7月31日

Vマニラ市法の署名を撤回一一一マカパガル大統領は，アストルガ（HerminioAs-

torga）副市長が問題の多い共和国法第4065法を実施しはじめたにもかかわらず，こ

の法に対しておこなった署名を撤回した。

V対日関係正常化を準備一一メンデス（ManroMendez）外相は， 記者会見で対

日関係正常化の準備として，日本との貿易・投資・移民その他の側面の関係に関す

る「暫定（modusvivendi)J協定締結の可能性を検討する政府委員会が活動を開始

したと，のべたo

v民間部門への信用供与についての公聴会聞かる一一国家経済会議のへナレス

議長は，信用引締状態をゆるめ経済的停滞をおしとどめる方策を討論するためにヲ

公聴会を月曜日（8月3日）に聞くことにし，民間団体に招請状を送ったと，のべ

た。このような，政府経済関係者と民間部門代表者との談合はつぎのようなことの

結果，おこなわれることとなったのである。

1. マカパガル大統領が，引締められた信用状態に対する可能な解決策を探し

出すために，種々の産業部門の代表者から成る緊急計画作成委員会を組織するよ

う国家経済会議議長に要請した。

2. エチャノパ蔵相が，フィリピン商工会議所連合会の正餐会の席上，政府は

金融資金のより一層公平な分配をするためその信用優先制度を再検討しようとし

ていると，発表した。

3. 民間部門の代弁者たちが，現在の制限をゆるめる具体的な提案をし，政府

諸機関と協力して破産に瀕している企業を援助するよう努力する用意があること

を明らかにした。
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一一二つの摸索一一

延長に延長を重ねてきた国会は，重要な法案を何ひとつ通過させることなく， 8月

15日ようやく幕を閉じた。 これにかわって，金融政策（金融引締り状態）と対米関係

とに関する公聴会がふたつ聞かれて， 論議をかもし出した。

〔金融の引締か緩和か〕 昨月末のマカパガノレ大統領の演説を契機にして聞かれた

「信用・金融政策」について 8月2日開かれた公聴会は， パノレマセーダ商工相の指摘

した貿易収支の悪化 (1日参照），へナレス国家経済会議議長の懸念したプランテーシ

ョン経済への復帰の可能性（ 3日参照〉に示されていたような， 経済発展の根本問題

に絡み合うものを主題にして開催された。出席した実業界代表は異口同音に金融緩和

を要求した。 2年も前から農業・自然資源会議所のモンテリバーノ会頭の口を通して

「極度の金融引締状態」に抗議しつづけてきた農業部門はもちろん， 工業部門もこれ

に和した。後者は，工業会議所の「行動綱領」実施決議（ 5日〉にみられるように，

積極的行動を起しはじめた。政府首脳L 緩和に賛成しているように見受けられた。

大統領自身は金融緩和の意向をもっていたからこそ 7月29日の演説をおこなったので

あるし，エチャノパ蔵相は今月はじめ数回にわたって ManilaBulletinに金融緩和の

方法について寄稿したし， ヘナレス議長も 2委員会を設置して金融緩和の準備を着々

とすすめた。ただ，中央銀行だけが一貫してこの緩和に反対の態度をとってきており，

今後この措置がとられないと結論を下すことはできないが，いまのところ， 中央銀行

の断乎たる態度の前に（20日参照）「現状維持」の状態にある。

この点で，中央銀行のカスティーリョ総裁を「絶対的に正しい」とする経済評論家

Hector R. R. Villanuevaの所説（M.B., 8. 12）は興味をひく。彼は，金融緩和は現

状において当然物価の高騰をまねくがゆえに反対すべきであるとし， さらに，緩和の

危険性を大きくしているものとして， つぎの 3点をあげている。（1)1965年選挙が近づ

いており，大統領はじめ政治家は人気とりのため金融緩和に向いやすいこと。（2）金融

緩和によって資金争奪がはじまり，もっとも力ある部門（軽工業・耐久消費財生産部

門）が資金を得るであろうこと。（3）商業銀行は乳牛（milkingcow）でなく，放出しう

る資金が豊かでないこと。

たしかに，金融緩和は現在の経済発展の行詰りを打開する万能薬でないが， この間
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題をクローズ・アップさせたような経済情勢には何らかの手が打たれる必要があろう。

〔「植民地」からの脱皮〕 いまひとつ，対米関係の中心をなすラウレル＝ラングリー

協定に関する公聴会は， 8月13日に聞かれた。公聴会の席上，工業化の代弁者アヲネ

タと農業部門とくに砂糖業の代表者モンテリバーノとが真正面から衝突した。前者が，

「平等待遇（parity）」分野（自然資源の「処分，採取，開発および利用」と公益事業の

操業とにおける両国人の平等権益）を規定した協定第6条， 企業活動に関する無差別

を規定した第7条を， この国の工業化に反するものとみなして期限通りの協定廃棄を

主張したのに対して，後者は，関税率の漸次引上げを規定した第 1条（注）を重視して一

次産品輸出のため合衆国市場を確保するような協定の即時改訂を強く主張したのであ

る。こうして， 「民族主義的経済発展の問題についての意見一致の欠如」（Emmanuel

Q. Yap）が明かになり，意見調整という重要な仕事が今後に持ち越されることとなっ

fこ。

しかし，対米関係の具体的な論点については， わずかではあるが進展がみられた。

エチャノパ蔵相が，訪米・合衆国当局者との協議の中（18～27日〉で， (1）航空協定に

ついては合衆国側でフィリピン航空の週5回合衆国本土乗入れに関して十分な考慮を

払うとの言質を得， (2）租税条約については一応合理的な点に到達し，（3）合衆国のアパ

カ在庫処分については価格暴落をひきおこさないようにするとの約束をとりつけた。

この交渉過程からは，ケース・パイ・ケースの解決という感は受けるものの， 現政権

が本格的に工業化を推進する姿勢を示したものとも， 決定的に農業部門の側についた

ものとも言うことはできない。 トンキン湾事件に関して召集された安全保障会議の決

定L 南ベトナム支持をはっきり打出していながら，現情勢はまだ「重大でない」と

して軍事援助の必要をみとめない程度のものであり，現政権がいろいろな意味で選択

に迷っていることを示している。

（注） ラウレル＝ラングリー協定の第 1条によると，関税率の漸次引下げは，つぎ

のようになっている（%は最低関税率に対する比率）。

年次 合衆国の対比関税率 比国の対合衆国関税率

1956～58 5% 25% 

1959～61 

1962～64 

10 

20 

1965～67 ・ 40 

1968～70 60 

1971～73 80 

1974 C 1月1日～ 7月3日） 100 

1974年7月4日以降は通常関税率に移行。
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196 4年 8月 1日

, P. L. D. T., 2500万ドルの外国借款を受ける一一P. L. D. T. (Phil. Long 

Distance Telephone Co.，フィリピン長距離電話会社）は，その拡張・サービス改

善計画のために総計2500万ドルの外国借款を受けることを承認したと，発表した。

そのうち1350万ドルはカナダ輸出信用保険会社（Export・credit Insurance Corp. of 

Canada）から，残りは合衆国輸出入銀行から得られるものである。前者は現在進行

中の拡張・サービス改善計画（第1次は 4万増設，第2次は 3年にわたり，年2万

5000ずつ増設）にあてられ， 後者は， グアム＝フィリピン聞の海底電線敷設への

P.L.D. T.の参加およびグアム＝合衆国間の回線使用権獲得にあてられる。

V貿易収支悪化一一パルマセーダ（CornelioBalmaceda）商工相は，今年最初の

4ヵ月間に貿易収支が悪化したことを，好ましくない徴候のひとつとして指摘した。

貿易総額は，昨年同期に比べて 1億0880万ベソ増であったが，輸入が2億6090万ペ

ソにのぼったのに比して輸出総額は 2億3660万ベソであったことを示した。彼によ

れば，世界市場および合衆国市場における砂糖価格の急激な下落がこの悪化に大き

く寄与したのであり， 「現在までに知られている経済指標がいくつかの困難を予告

している」にもかかわらず「不利な諸条件を相殺すると思われる有利な諸要因があ

り，今年の末になるにつれて純収支は政府の社会経済計画の前進的達成にとって好

ましいものとなるであろう」との楽観論を披歴した。 〔M.B.，δ. 1〕

8月2日

V第 3特別国会開会［7月29日の項参照〕。

T N. E. C. （国家経済会議〉，信用問題についての公聴会を開催（～ 3日）〔7月31

日の項参照〕一一この席上， 実業界の代表は， 破綻に頻しているいくつかの企業を

立ち直らせるためにできるだけ早い時期に再融資計画が採用されないならば，主要

産業の崩壊を招くおそれのある全般的不況について警告を発し，とくにつぎのこと

を提案した。

1. 政府金融機関が民間産業に再融資する方法として，それら産業の短期債務

を引受けること。

2. フィリピン開発銀行，公務員保険制度，社会保障制度のような政府諸機関
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が，資本の枯渇している諸企業の金融事情を良くするための努力のひとつとして，

それら機関の持つ投資可能な基金の一部をふりむける方法を研究すること。

V精糖労働者，賃上げ要請一一ネグロスの精糖工場の 9つの労働組合は，マカパ

ガル大統領と国会とに対して最低賃金 1日4ベソを 6ベソに引上げる提案を考慮す

るよう要請することを決定した。 〔PNS(Bacolod City), 8. 3.-M. B., 8. 4〕

V刺輔原料輸入に新制限一一エチャノパ（Rufi.noG. Hechanova）蔵相は，刺締

原料の織物市場への流出をおさえるために，刺繍原料輸入に対し10項目の制限を課

した。制限項目は，次の通り。

1. 申請日に直接先立つ 3ヵ月間に輸出をしていない会社には輸入許可を与え

ないこと。

2. 輸出成績の良くない会社には物品の譲渡を許さないこと。

3. すべての輸出品積出について出荷リストを提出すること。

4. 刺繍製品倉庫の税関管理者に対して，毎日の検査のために刺繍局にその登

録簿を提出するよう要求すること。

5. 服地が加工にまわされる前に刺繍局の代表立合の下でカットされるよう要

求すること。

6. 輸出出荷の引抜き点検。

7. ホンコン向け輸出については，輸出許可以前に刺繍局員により検査される

こと。

8. 刺繍業者に対し，その輸出品を最新にするよう常に注意を促すこと。

9. 輸入品の最終清算がおこなわれる前に荷揚げ許可証を提出すること。

10.書式第7号（登録証）を，輸出品積出の正確さについての倉庫管理者と税

関検査官との直接責任をはっきりと定めるよう改正すること。

なお，蔵相は，このさい，刺繍局のアフリカ（AugustoAfrica）局長の報告を

も発表したが，それによると，刺繍・衣服の輸出は， 1961年に1500万ベソ， 1962

年に1900万ペソ， 1963年に2000万ペソであり，今年 1月から 6月までの刺繍完成

品の輸出総額は1052万0268.84ベソに上った。

8月3日

’政府，中央銀行に対する l億1760万ベソの負債を清算一一政府は， 8月2日の

大統領命令にもとずいて，中央銀行に対する負債1億1760万ペソを完全に支払った。

その後でエチャノパ蔵相は，政府が新しく 2億ペソの貸出を考慮しているとの報道

を否定して，政府は新しい貸出手段に訴える意図をまったく持っていないと確言し
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た。なお，この支払いは， 1964年9月30の支払期限前におこなわれたものである。

, N.E. C.議長，プランテーション経済への復帰を懸念一一国家経済会議のへナ

レス（HilarionM. Henares, Jr.）議長は，フィリピンがプランテーション経済とい

う戦前の封建的型態に戻るとの懸念を表明し， 「経済的後退という恐るべき前途を

示す」つぎの 5つの危険な徴候をあげた。

1. 工業部門は，不適当な資本構造，原料費の上昇および外国との競争により，

払拭される危険に見舞われている。

2. 銀行部門は，工業がその操業資本についてたよるべき部門であるのに，資

金難に苦しんでいる。

3. 政府は，予定税収入を集めることができないため「金融指導権」を失なお

うとしている。

4. フィリピンは，輸出を多角化し半製品あるいは完成品にきりかえることが

できないでいる。

5. 輸出による収益は，．経済発展のためよりもむしろ消費のために用いられて

きた。 (M. B., 8. 3) 

, Philexの労働者，賃上げ獲得一－PhilexMining Corp.の労働者は，新労働協

約の締結にともなって， 9月以降， 1人あたり 1日1.50ペソ増の賃金を受取ること

となった。なお，新協約では，月20ペソの生治補助金の支給， 15日間の有給休暇な

ど，労働者にとって有利となる項目改訂がおこなわれた。

〔PNS(Baguio), 8. 3-M. B., 8. 4〕

8月 4日

V独立記念日を 6月12日に変更一一マカパガル大統領は，アギナyレド将軍が1898

年にカウィテ（カピテ州）でフィリピン第一共和国を宣言した 6月12日を独立記念

日とする共和国法第4166号に署名した。この法により，いままでの独立記念日（7

月4日〉は共和国記念日と変えられた。

8月5日

v大統領，議会に対し最低賃金法改正審議を要請一一マカパガル大統領は，最低

賃金を引上げるために，最低賃金法（MinimumWage Law）を改訂する法律を制

定する必要があると，議会に対し，その審議を要請した。大統領によれば，現在，

最低農業関係賃金を2.50ベソから 4ベソに工業関係賃金を 4ぺソから 6ペソに引

上げる法案が議会で審議中であるほか，特別の法案はひとつもない。
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V工業会議所，政府に対し産業復興政策の樹立を要請一一フィリピン工業会議所

(Phil. Chamher of Industries）は，産業経済構造の建直しを目的とする諸方策を

政府当局にとらせるよう，会議所の「行動綱領（programof action）」を開始する決

議を採択した。 「行動綱領」は，金融引締状態から工業部門を救出することヲ投資

奨励法の制定，この国の諸産業を不正な外国との競争から保護することの 3点に焦

点を置いたものである。

第1点については，綱領はつぎのことを要求している。

1. フィリピンの諸産業に対する自由化計画の及ぼした不利な影響を除去する

諸方策を採択するために中央銀行への建議を継続すること。

2. 商業銀行が選定された諸産業に追加信用をおこなうことができるようにす

るため，商業銀行の再割引割当額を増大させるよう活動すること。

3. 政府金融機関に対し，再融資の方法として民間諸産業の短期負債を引受け

るよう説得活動を行なうこと。

4. 当局に対L，外国政府および国際金融機関から得られる資金色難渋して

いる諸産業への再融資と新しい計画および産業企画の設定にふり向けるよう説得

すること。

5. 資本対貸出率を低くし，また商業銀行が証券に投資することができるよう

にするため，一般銀行法の改訂法制定のために活動すること。

6. 長期貸付をする投資銀行の設立を助成すること。

第2点（投資奨励法の制定〉について。

1. つぎの諸点を含む投資励奨法制定のために活動すること。（a）第一にフィリ

ピン人投資家が諸産業に投資するよう奨励するもの。（b）直接投資よりも借款を優

先させることをのべた，外国資本についての明確な公共政策を樹立するもの。な

お，直接投資の場合には，全面所有の子会社形態よりも合弁形態をのぞむことを

明示する。（c）とくに先駆的企業を助成するもの。（d）投資優先分野を設定し，これ

らの優先分野に関係する個人投資家と企業とだけに優遇措置の適用を限るもの。

(e）これら優先投資分野のフィリピン人投資家とフィリピン人支配の企業とに必要

な金融援助をするよう政府金融機関に強制するもの。

2. この国の租税構造を産業拡張の阻止要因としてよりも，むしろ奨励要因に

するという目的で内国税法を適当に改訂するよう働きかけること。

3. 政府金融機関に，その金融貸付計画についてよく理解させるように努める

こと。

4. 銀行はじめ諸金融機関が，その貸付業務において見返りに目を向けるので
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なく，プロジェクトに目を向けるようにするよう努めること。

5. 鉱業法，石油法，会社法はじめ，フィリピンを投資家にとって魅力的なも

のにするため全般的な投資環境に影響を与える同様な性質の現行基本諸立法を現

代的にするよう努めること。

第3点（自国産業保護）について。

1. 新関税法の忠実かつ厳格な実施のために努めること。

2. この国の反ダンピング法の一そう精力的な実施のために努めること。

3. 政府が関税行政の点で実質的な改善をおこなうのを助け，それによって，

すべての面での密輸を実質的に減らすこと。

V金融引締問題についての 2委員会設置一一←国家経済会議のへナレス議長は，金

融引締問題に取組むために二つの委員会が設置されたと，発表した。二つの委員会

とは，短期的解決策および長期的解決策を見出すために政府金融当局と合議するも

のとして設置された。両委員会の委員長はヘナレス議長が兼ねることになり，それ

ぞれの委員会のメンバーは以下の通り。

1. 短期的解決策作成委員会

Leonidas Virata (Phil. Chamber of Industries) 

Jose B. Fernandez (Far East Bank & Trust Co.社長）

Manuel Marquez (Bankers Ass’n. of the Philippines会長）

Demetria Muuoz (Chamber of Commeτce of the Philippines会頭）

2. 長期的解決策作成委員会

Alfredo Montelibano (Chamber of Agriculture & Natural Resources of 

the Philippines会頭）

Antonio Delgado (Phil. Chamber of Industries会頭）

Vicente Recto (Chamber of Commerce of the Philip1】i問ち理事）

Miguel Cuaderno （前 CentralBank総裁）

John Pipe (Manila Chamber of Commerce会頭）

Stanley Fisher (Am. Chamber of Commerce総務部長）

Yang Se Pen宗（ChineseChamber of Commerce総務部長）

, Namarcoのストに対し中止命令一一一産業関係裁判所のタピーニェ（Emiliano

Tabigne）陪席判事は， Namarco業者組合連合（UnitedNamarco Handlersラ Union)

とNamarco従業員労働者組合（NamarcoEmployes & Workersラ Ass’n.）に対し，

ピケットによって Namarcoの建物への出入を妨げることヲおよび管理職員および

公衆の出入を止めないよう，命令した。 〔M.B., 8. 5〕
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8月6日

v経済調整局長官，マニラ鉄道改善を指示一一経済調整局のアデボソ（Eleuterio

Adevoso）長官は，マニラ鉄道（ManilaRailroad Co.）のアシス（DominadorAsis) 

総支配人に対し， 「6ヵ月以内に」マニラ鉄道の近代化計画を完成させるよう指示

した。なお，同長官は「欠点（ills）」について完全な検討をおこなうため， 7日に到

着予定の日本技術顧問団に必要な資料すべてを提供することをも，指示したo

v民間航空局， PAAと NWAの週3便一時許可の永久延長願を拒否一一民間航

空局（CivilAeronautics Board）は， PAA(Pan-American World Airways）と

NW  A (Northwest Airlines）の合衆国からマニラへの週3便の一時許可（7月2日

に期限が切れたもの）を永久に延長してほしいとの懇請を拒否し，新たに， 1964年

8月15日から向う 1年間週3便を一時的に許可することに決定した。このことに関

して発した声明の中で，民間航空局は，この一時許可は， 1年以内に合衆国の民間

航空局がフィリピン航空（Phil.Air Lines）の東京・ホノルル経由合衆国西海岸へ

の週5便要請を好意的に考慮しなければ，これ以上の延長はみとめられないであろ

うと予告した。

V蔵相，政府財源・民間銀行財源のかみ合わされるべき 3目標を指摘一一エチャ

ノパ蔵相は，財源の流れをマカパガノレ大統領の綜合社会経済計画に示された投資目

標に向ける努力がなさるべきであるとし，政府財源は貸付投資審議会（Loans& In-

vestments Council）を通じて，民間銀行財源は中央銀行当局になし得るような誘導

および投資の干段を通じて，つぎの諸目標にかみ合わされべきである，とのべた。

1. マカパガル大統領の綜合社会経済計画において最高の優先権が与えられて

いる投資・経済活動の形態を刺激すること。

2. 関税政策の諸目標が国内産業の保護であれ，政府財源の改善であれ，それ

ら諸目標と密接に関連させて調整すること。

3. できるだけ短期間に，政府預金の秩序ある引出しの後，民間の預金および

その他の負債の構造により課せられた正常の準備金率に銀行制度を復帰させるこ

と。 〔M.B., 8. 6〕

8月7日

v大統領，選挙委員会経費法案に署名一一マカパガノレ大統領は，選挙委員会に，

新旧両選挙人の原簿を作成しつぎの大統領選挙を準備するための4450万ペソを与え

る法案に署名した。同時に署名した法案は，つぎ、の二つで、ある。

1. 国立公園の美化のために300万ベソを支出するノレネタ開発法案。
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2. フォード財団に対し免税の特権を与えるフォード財団法案。

V ロハス上院議員，アフリカ諸国への技術使節団派遣を提案一一ロハス（Gerardo

Roxas）上院議員は，最近のマラガシ共和国の大統領訪比（6～8日〉がアフリカ

大陸の開発諸国との双務的な文化経済関係の発展のための潜在的な分野をきりひら

く刺激となるべきであるとのべ，ついで、，技術・教育の専問家から成る使節団をア

フリカに派遣することを提案した。

'P.A. L.与合衆国への第 3便を取消一一フィリピン航空（Phil.Air Lines）のト

ダ（BenignoP. Toda, Jr.）理事長は， 8月17日から P.A.L.のサン・フランシスコ

への第3便を取消すことを発表した。同理事長は，その理由として，パン・アメリ

カ航空およびノースウエスト航空に対するフィリピン民間航空局の週 3便一時許可

がP.A.L.に約400万ペソの損失を与えるであろうことを挙げたO P.A. Lは， 7月

2日のフィリピン航空局による合衆国の両会社に対する週3使の延長拒否の後， 7

月13日に週3便飛行の操業を開始したので、あった。

v商務局，小売業法実施結果を報告一一商務局のキリノ（EliseoQuirino）局長は，

パノレマセーダ商工相に対し， 6月20日に完全実施をみた小売業国民化法の結果153

の外人所有小売企業が閉鎖され， 165の企業が小売から卸売に移行したとフ報告し

fこO

, P. L. D. T.の海底電線敷設権を停止一一公共サービス局は，フィリピン長距離．

電話会社（Phil.Long Distance Telephone Co.）に対してグアム・フィリピン諸島

聞の太平洋海底電線敷設権を授与した暫定命令を停止した。これは，グロープ無線

会社（GlobeWireless, Ltd.）の要諸にもとずいておこなわれたものである。

, N. P. C.，拡張計画のために 8億8100万ペソを要請一一経済調整局のアデボソ

長官は， 1971～72会計年度までに約8億8100万ベソの支出を必要とする， 電力公

社（Nat’1.Power Corp.）の 9ヵ年拡張計画を受け取った。 〔M.B., 8. 7〕

8月8日

V大統領，関税法案・刺繍法案を拒否一一一マカパガル大統領は，関税法案および

刺繍法案に対して拒否権を発動した。理由として，前者については， 250以上もの

項目についての関税率を改訂する法案を考慮するのにわずか94分しか与えられなか

ったこと，「不法に挿入された（smuggled）」項目がありはしないかとの疑いがあっ

たことがあげられ，後者については，これら産業に悪い影響を与えこれらに従事す

る何千という労働者を解雇することになるかもしれないことがあげられた。

8月9日
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V公共事業相，電信事業の固有化を検討中一一アパード (JorεeA. Abad）公共事

業相に近い筋は，同相が国家安全保障の理由で電信事業の固有化を検討中であるこ

とを，明らかにした。それによると，同相は，この動きは「全世界の少なくとも90

%の国がこの事業に対する統制・監督権を持っているから，前進的な一歩Jとなる

であろうとのベた。

8月 10日

V国家安全保障会議召集一一マカパガル大統領は， トンキン湾事件により生じた

ベトナム情勢を討議するため，国家安全保障会議を召集した。出席者の誰によって

もその内容は明らかにされなかったが，情報筋によると，ベトナム情勢は重大でな

いというのが結論であったとのことである。ただ、ベラエス（EmmanuelPelaez）副

大統領は，この結論を不満とし，南ベトナム訪問をすることにきめた。

’蔵相，国債の激増を否定 エチャノパ蔵相は，マカパガル政権下で国家の負

債が40億ペソに増加したというマルコス（FerdinandMarcos）上院議員の告発に反

駁して，公負債は過去17年間前政権がおこなった債務に比べて50%減少したという

のが事実であると，のべた。彼によれば，たしかに1963年12月現在の公負債額は36

億ベソであるが，これは，過去における負債を含めたことと1963年6月30日以前に

2ベソ＝ 1ドノレで、計算されていたものを3.20～3.90ペソニ 1ドルで換算したために

膨脹したのである。なお，彼は， 1962年 1月1日から1963年6月30日まで公負債純

額は， 1962年前の過去17年間の純政府借入額年平均 l億7250万ペソに比べてわずか

9040万ペソであり， 1963年6月30日から12月31日までは 1億4560万ベソであったと

のベた。

Vアメリカ農務省，米の対比輸出を許可一一アメリカ合衆国の農務省は，フィリ

ピンが 300万ド、ノレの合衆国の余剰米2万5000トンを買うことに許可を与えた。これ

は， 5月14日に署名された「平和のための食糧」協定にもとづいて購入されるもの

で， 8月17日と10月31日のあいだに積出されることになった。

〔UPI(Wash.), 8. 11-M. B., 8. 12〕

8月 11日

V副大統領，南ベトナム視察（～14日〉一一ベラエス（EmmanuelPelaez）副大統

領は，南ベトナムを訪問した。グエン・カーン首相はじめ南ベトナム高官，テーラ

一大使はじめ合衆国外交当局者と会談し，ゲリラ地域を視察した。帰国後，マニラ

空港での記者会見で，南ベトナムにおける反乱は「まったく重大」であるとのべた
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が，グエン・カーン首相の政府が，安全保障会議の結論のように， Fけっして崩壊

の危険にさらされていなし、」ゆえ，彼の結論は安全保障会議の結論と矛盾しないと

のべた。なお，南ベトナムはもっと多くの援助を必要としており，いくつかの可能

的措置を大統領および安全保障会議に勧告するつもりであるが，合衆国のような軍

事援助の必要はないと，のべたo

v南ベトナム，援助拡大を要請 メンデス（MauroMendez）外相は，南ベト

ナム大使館から，北ベトナムに対する戦争努力に対する援助を増加してほしいとの，

南ベトナム政府の覚書を受取ったことがあるという事実を，公表した。

v蔵相，諸産業に対する再融資を確約一一貸付・投資審議会長をも兼ねるエチャ

ノパ蔵相は，産業界・銀行界の実力者たちに対して，金融関係政府諸機関が，民間

部門の「根拠ある」提案のいくつかを「きわめて真剣に」「考慮する」であろうと，

のべた。そのさい，とくに，つぎの点を明らかにした。

1. 公務員保険制度および社会保障制度のような政府機関に，長期貸付あるい

は資本参加を通して破産寸前の諸産業に再融資をせよとの，工業会議所提案を当

局は考慮するであろう。

2. 中央銀行はp 市中銀行の貸付業務を緩めることによって安定がおびやかさ

れないことが分ればただちに，現在の金融引締め政策を緩和するであろう。

8月 12日

曹前外相，アメリカの対比軍事援助増強を強調一一一セラーノ（FelixbertoM. Ser-

rano）前外相は， フィリピンが相互防衛の義務を効果的に果すことができるために

は，アメリカ合衆国の軍事援助が再び活発化される必要があると，のベたO 彼は，

トンキン湾事件のフィリピンの安全保障に対する関係について，専門家の意見とし

て， 「諸取決めによりそれ（軍事援助）が適当であり，命令的なものとなるところ

はどこででも，軍事援助を増強する必要がある」ことを，フィリピン政府当局者が

合衆国に提起すべきであると，のべたo

v外相，サパ問題についての会議を歓迎一一メンデス外相は，サパ（北ボノレネ

オ）に対するフィリピンの領有権について「準備会議（exploratory talks）」を開く

というマレーシア政府の決定を歓迎すると，のべたo

v免税輸入品保証金引下げにより諸産業に援助一一産業審議会（Boardof Indus-

tries）の会長であるエチャノパ蔵相は，輸入関係諸法規を，基礎諸産業に成長に必

要なものを外国から得やすくさせるために改訂すると，発表した。その改訂の中に

は，基礎産業法（共和国法第3127号，共和国法第4095号により改正〉および織物業
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奨励法（共和国法第4986号）のもとで免税権を与えられている輸入物品の税関管轄

下からの条件付引取りのために積まれなければならない保証金額乞現行の 150%

から100%に引下げることも，含まれたo

, Namarco，輸入業者の役割から脱皮一－Namarco（交易公社〉のカノレデロン

(Jose D. Calderon）専務理事は，国内の缶詰製造工場の製造能力が圏内の需要に応

じられることが明らかになったため，いままでの缶詰食料輸入者の役割から民族産

業育成の道具の役割に Namarcoの政策が切換えられることになると， 発表した。

今後， Namarcoは，免税の適用を受けるブリキ板とトマト・ペーストを輸入し，

圏内缶詰業の使用に供すると， のべた。 この決定は，合衆国との合弁企業 White

Rose，オーストラリアとの合弁企業 PacificCanneriesの2大企業の設立期を早め

るとともに，現在操業している唯一の缶詰工場 VisayanPacking (Vispac）の拡張

を意味するものである。しかし，このような民族産業育成等とならんで魚肉缶詰の

輸入も継続されるが，それはおそくとも1967年4月15日までであると，されたo

v大統領， Nacida銀行に創業資本500万ペソ出資を確約一一一マカパガル大統領は，

家内工業開発局（Nat'l.Cottage Industries Development Authority, Nacida）の銀

行に対し「できるだけ早く」創業資本500万ベソを引渡すことを確約し，同時に，

同局のリベラ（JovitoRivera）長官に対し，家内工業製品の大規模な生産と販売に

ついて包括的研究をするよう命じた。

リベラ長官は，ここに Nacidaの大々的活動がはじまったとし，第2年次の計画

として，つぎのことを列挙した。

1. 商業見地から適当と考えられる量で生産される家内工業製品についての調

査研究をひきつづきおこなうこと。

2. 以上のような研究のための試験工場，共同サービス施設，実験場，仕事場

の設置と維持。

3. 家内工業生産者の有能な経営者集団の育成。

4. 家内工業生産者に対し，技術相談サービス，方法および実地援助を供与す

ること。

5. Nacida図書館を含む Nacida業務機関の施設を増設すること 0

6. 新設および既設の家内工業諸企業の登録を強化すること。

7. 失業者および半失業者に就職の機会を創出しうる正規に登録された家内工

業諸企業に融資すること。

8. Nacidaの諸活動および諸機能の指導と監督を確実にするような効果的方
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法を講ずること。

9. 資格ある要員をより多く提供すること。

10.他の政府諸機関， とくに Nacidaの目的を達成するのに重要な諸活動をお

こなっている諸機関と一層緊密に連絡しながら活動すること。

8月 13日

V大統領，政府の全財源の動員を発表一一マカパガル大統領は，今会計年度にお

いて，政府のサービスおよび開発計画に見合わせるため，政府諸機関の特別財源お

よび流用可能財源を一般基金にまわすという正統でない資金集めの方法をも含め

て，政府の全金融資金源を動員するであろうと，発表した。

この緊急措置は， 「反対派の支配する立法体」のサボタージュによって生じた，

一般財源支出予定（47億ベソ）と一般財源収入予定 (17億ベソ）のあいだの多額の

差により必要となったものであり，流用資金源として，つぎの三つをあげた。

l. 現に使用されていないが，政府サーピスの要請に応ずるため一般財源に問

されるべき特別財源。

2. L、くつかの政府機関により，あまり重要でない活動に用いられている財源。

3. 公共事業への投資をするよう勧誘される民間企業。

さらに補足するものとして，密輸禁止の努力を「倍加」することを，つけ加えたo

vフィリピン＝合衆国協定についての公聴会聞かる一一一国家経済会議によるフィ

リピンニ合衆国協定についての公聴会が，フィリピン工業会議所，フィリピン商業

会議所，在比アタリカ商工会議所，中国総商工会，農業・自然資源会議所，銀行協

会，国際商工会議所フィリピン支部およびマニラ商業会議所の代表を招いて聞かれ

fこ。

公聴会の席上，農業部門を代弁して，農業・自然資源会議所会頭をつとめるフィ

リピン商工銀行のモンテリバーノ（AlfredoMontelibano）頭取が，砂糖業およびそ

の他の主要ドル取得産業にとっての豊かなアメリカ市場を維持していくために，相

互特恵権を延長するよう通商協定の再交渉を主張したのに対し，工業部門は協定が

失効するのが現在であるのか， 20年間の協定期限満了期にであるのかには無関心の

態度を示した。

Vマニラ鉄道，解雇者のピケで、麻庫一一マニラ鉄道は，会社の経費節減政策によ

り臨時雇用契約が12月31日以降更新されなかった前被傭者によりおこなわれたピケ

ットにより，完全に麻堕した。会社側は，ただちに第 1審裁判所に停止命令を要請

した。
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V コークス産業育成の動き一一経済調整局のアデボソ長官は，提案中のイリガン

およびサンタ・イネス製鋼所の必要を満たすために，この国のコークス産業の早期

育成の問題を検討中であると，のベた。この発表は，同長官が， PeabodyCoal Co. 

の代表 W.V. Hartman，国連石炭経済専門家 PaulBrabant，経済開発財団顧問

Jesse Baum, Cebu Portland Cement Co.の専務取締役 RamonMartinezとその

技術者たちと協議した後で，おこなわれたもので，この協議中に Hartmanは日産

500トンのコークス工場（その余熱を利用して 4万キロワットの発電能力をも有す

る）建設を，延べ払いベースで提案した。

V糖業開発委員長，輸出品としての砂糖について談話一一大統領府糖業開発委員

会のゴメス (JoseMapa Gomez）委員長は， 「砂糖1ポンド当たり 3セントという

生産費は，フィリピンの砂糖業を世界市場での有力な競争者とするであろう」と語

り，その最適精糖規模と最低生産費での生産との必要性を強調した。

[PNS (Bacolod City〕， 8.13-M B「 8.14] 

8月14日

v外相，アメリ力軍事基地増強交渉を準備中と言明一一メンデス外相は，政府が

フィリピンにあるアメリカ軍事基地を廃棄するのではなく増強することを目的とす

る協議の基礎を準備中であると， のベた。 また， 同時に， 政府が東南アジア連盟

(A. S. A.）の再活発化を目的とする予備的な手段をとってきたと，のベたo

v政府，アパカ価格低落に緊急措置一ーマカパガル大統領は，合衆国のアパカ貯

蔵放出の報によりアパカの世界市場価格が30%低落する可能性を避けるために，エ

チャノパ蔵相~こ対し， 3 名からなる技術者団を率いて合衆国当局者と討議するよう，

命じた。なお，蔵相は，アパカ問題とならんで，（1）所得税の 2重徴収の回避，（2）脱

税の防止を目的とする租税条約の交渉もおこなうこととなった。

V割当量を下回るアメリカへの輸出一一パノレマセーダ商工相は，ラウレノレ＝ラン

グリー協定でフィリピンに与えられた割当量に対して現在までに合衆国が輸入した

量を示した合衆国関税局からの報告を，公表した。

それによると， 1964年7月4日現在の数字は，つぎの通り。

年間割当量 輸入量

ボ タン

葉巻 タバコ

ココナツ油

綱索

ー（ 90 ）一

690,000グPロス

16,000,000本

385,400,000ポンド

6,000,000ポンド
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タバコ 5,200,000ポンド 2,774,056ポンド

V合衆国，砂糖の値下げ策一一砂糖生産者協同販売協会（SugarProducers' Co-

operative Marketing Ass’n.）は，ニューヨーク駐在員から，合衆国が輸入砂糖に対

する割増金徴集をふたたび制度化したという報告を受取ったと，発表した。この割

増金徴集は，合衆国での砂糖の価格が世界市場の約2倍になった（世界市場での 1

ポンド.03～.04ドルに対して，合衆国では 1ポンド.06～.o6Uドノレ）ため，おこな

われることになったものであるが，これは自動的に砂糖の価格を下げるものである。

同協会のガルシア（AmadoG. Garcia）会長によれば，徴収額は100ポンド当たり

世界割当砂糖に対して 1ドノレ， 直接消費用砂糖に対して .60ドル，割当砂糖に対し

て.30ドルであろうとのことである。 このため， 合衆国の割当砂糖の所有者はただ

ちにその貯蔵を処分するのが望ましいとされた。また，同会長は，この国の砂糖業

が， 1963～64年収穫により 7万6000米トン近い余剰という深刻な事態に直面するこ

とにも，ふれた。

8月 15日

V第3特別国会，閉会一一第3特別国会は，大統領の最低賃金法案を可決しない

まま，閉会した。ビリャレアノレ（CornelioT. Villareal）下院議長は，この法案につ

いての上下両院協議会の報告を下院が来年1月の通常国会で採択するであろうと，

のベた。なおこの特別国会で通過した法案は，つぎの通り。

1. 空港および航空施設の修復および維持のために300万ベソを支出する法案。

2. 公立学校の校舎の建設，修復および維持のために20年間毎年5000万ペソを

支出する法案。

v大統領，糖業に援助を確約一一マカパガノレ大統領は，砂糖プランターに対して，

彼らの労働者と利益を分つことを要請するとともに，彼らの利益を保護すると，確

約した。大統領は，ラウレノレニラングリー協定の期限終了についての砂糖業J界の不

安を取除くため，政府が糖業開発委員会を設置しているという事実をあげた。この

委員会は，合衆国市場にあまり頼らなくてもすむように，この国の砂糖業を改善す

る勧告案の起草と，労働者の収入を増加させるために，砂糖農園での家内工業の育

成とを，大統領から命ぜられているのである。

〔PNS(Bacolod Ciか）， 8. 16-M. B., 8. 17〕

, D. B. P.，地方への融資増額実績を発表一一一D.B. P. （フィリピン開発銀行〉の

ロレンソ（PabloLorenzo）総裁の報告によると， 16の地方支店の貸付投資額は，

1963年の 2億0873万ベソから1964年 6月30日までの会計年度の 2億3531万ベソに，
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融資を受けた計画の数は 6万3112から 6万9805に増加した。 1964会計年度の融資の

うち， 1億4576万4338.85ペソは農業関係に（受益者は 5万9742人）， 5963万9009.70

ベソは工業関係に， 2990万6916.09ペソは5173人の擢災者に不動産取得資金として

貸付けられた。なお，とくに貸付額の増加した支店は，パコロド，ダノ〈オ，セブー，

イロイロ，イサベラの 5支店であった。 〔M.B., 8. 15] 

Vイリガン製鋼工場，完全操業の予定一一ー大統領官邸は，この国における最初で

最大の工業企業であるイリガン製鋼工場のハシント（FernandoJacinto）会長の報告

にもとずいて，同工場が12月までに完全な熔鉱操業をおこなうと，発表した。この

工場は，この国の支出を年間最低4000万ベソ節約するとともに，製鋼工業に原材料

を供給することになる。そして， 3000人の労働者を雇用し，フィリピン人技術者育

成の訓練場となる。この工場は，昨年ワシントンの輸出入銀行からの信用6230万ド

ノレをもって組織されたもので，操業開始後 1年間で25億6000トンの完成品に仕上げ

られる32万9000トンの鋼鉄インゴットを生産する予定になっている。

「M.B., 8. 151 

8月 17日

’下院議長，東南アジア諸国訪問（～28日〉一一ピリャレアノレ下院議長は，サイゴ

ン，パンコック，クアラルンプール，さらにラオスを訪問するため出発した。出発

にあたって記者たちに対する声明書では，この旅行を不当に利用したり，その目的

や成果を早急に解釈したりしないようとくに要請した。

V総合魚肉缶詰企業，設立一一現政権の下で操業を開始することを予定されてい

る最初の合弁企業である， 1500万ペソの総合魚肉缶詰企業は，国家経済会議および

Namarcoの祝福を受けて，設立された。 フィリピンニオーストラリアの合弁企業

であるフィリピン缶詰会社（Philippine Canneries, Inc.）の設立定款が，国家経済

会議のへナレス議長，フィリピン人の大株主，オーストラリア投資家の代表の立会

いの下で調印されたのである。この新しい企業は，フィリピン人による投資60%,

オーストラリア人による投資40%により，設立されることになる。操業時には，年

80万箱のいわし， 60万箱のまぐろ缶詰を生産することになる。

V土地改革実施に軍の援助を要請一一ー土地改革局のゴソン（BenjaminGozon）長

官は，同局の土地改革計画を実施するさいに正規軍が援助することを求めた。彼は，

この正規軍が，土地改革普及のための情報活動に活躍するとともに，計画の実施に

必要な治安・秩序を保つ役割をはたすであろうと，のべた。

Vマニラ市でパス禁止一一マニラ市で，ジーフ。ニー（jeepney）および、パス禁止令
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が実施された。市当局は，ジープニーおよび、パスの運転手および車掌の抗議ストラ

イキにそなえて警察力を動員して，この禁止をおこなった。

v国債1500万ペソ発行一一エチャノパ蔵相は， 1500万ペソの社会＝経済債券を証

券市場で売却することを承認、した。これは，すでに公衆の手もとにある3500万ペソ

の追加分をなすものであり， 15年償還年利5%の条件であり，ここから生ずる利益

は，政府の社会＝経済計画にあてられる。 〔M.B., 8. 17〕

8月 18日

V米＝比租税条約交渉はじまる（～27日〉一一合衆国の当局者たちと一連の問題に

ついて討議するためにワシントンに到着したエチャノパ蔵相は，ジョンソン（Gri伍th

Johnson）経済担当国務次官補と，合衆国のアパカ在庫処分の問題，フィリピン航空

の空路開設要求の問題，租税条約問題を討論することでもって，一連の会議をはじ

めることとなった。

Vアパカの工業的利用が必要一一アパカ開発審議会（AbacaDevelopment Board) 

のデ・ベラ（TeodoroP. de Vera）会長は，最近の合織の進出に対抗するため，ア

パカの工業的利用を開発する必要を強調した。同会長は，そのひとつとして製紙用

パルフ。の分野をあげた。この国のパルプ。および紙の年間輸入額（3400万ドル〉は，

昨年のアパカ輸出総額 (1900万わりを上回るものであったのである。また，同会

長は，ジュートおよびジュート袋の輸入（年間2600万ドル）を削減するために，同

審議会が，年間約500万袋を生産する DuconFibers, Inc.の設立・操業を援助した

い現在も援助していると，のべたo

vフィリピン開発銀行総裁， ミンダナオを穀倉にと談話一一フィリピン開発銀行

のロレンソ（PabloLorenzo）総裁は，ミンダナオ農業銀行家協会第 1回大会（ダパオ

市）で， ミンダナオがこの国の穀倉となるのは容易であると，のベた。彼によれば，

現在の 1ヘクタールあたり年産は 160.75ベソであるが，一毛作で考えても年60万

0800ペソにのぼりうるとのことである。なお，そのための融資源として，彼が最近

のワシントンへの旅行で確約を与えられた世界銀行，八つの合衆国の商業銀行，輸

出入銀行の名を挙げた。 〔M.B., 8. 18〕

8月 19日

Vプライウッド産業育成が必要←ーフィリピン林業協会のランシガン（Nicolas

P. Lansigan）会長によると，日本と台湾は，フィリピンのラワン原料を購入してい

ながら，フィリピンよりも多くのプライウッド（合板）を輸出している。 1963年に
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おいては，アメリカ輸出市場に占めた割合を見ると，日本40%台湾23%に対して，

フィリピンのそれは20%にすぎず，フィリピンの輸出量は 2億4520万平方フィート

で，台湾のそれ（ 2億7240万平方フィート〉を下回るものであった。同会長は，こ

の正常でない状態を改めるために，政府の適切な指導が必要であると，のベた。

〔M.B., 8. 1.9J 

8月 20日

’中央銀行総裁，政策変更否定一一中央銀行のカスティーリョ（AndresCastillo) 

総裁は，記者会見で，金融・信用政策における変更が最近おこなわれようとしてい

るとの報道を一切否定して，つぎのことを明らかにした。

1. 1965年以後にも，議会が輸出税法案のような代替法を通過させないならば，

20%留保を実施しつづけるであろう。

2. 輸出留保計画からの収入は，現在中央銀行が「凍結している（sterilize）」も

のであるが，一般財源には流用されないであろう。ましてや，公共事業計画に融

資されたり，政府の通常経費を補うのに用いられることはないであろう。

3. 政策委員会は，現在の「流動的（floating）」為替レート計画を継続させる

ため新為替レートを設定することも，現行レートが 1usドノレ二 2ベソの旧レー

トに戻ることをさまたげることも，必要としていない。

4. 政策委員会は，近い将来に現在の金融引締を緩和することをまったく考慮

していない。

8月 21日

v政府，砂糖割当量減少を警告一一砂糖割当局は，ネグロス州の砂糖プランター

に対して，フィリピンが 1964年分の残っている割当量32万4415.96米トンを12月31

日までに輸出しなければ，合衆国における割当量を失うであろうと，警告した。

〔M.B., 8. 21〕

8月 24日

V大統領，サパ問題の国際法廷付託を条件にマレーシア承認を約束一一マカパガ

ル大統領は，マレーシア政府がサパ（北ボルネオ）に対するフィリピンの要求権を

国際司法裁判所に付託すれば，その後ただちにマレーシアを承認するであろうと，

のベた。大統領は，メンデス外相の口を通して，インドネシアのこの問題に対する

態度がどうであろうとも，この行動がとられるであろうことを，強調した。

〔M.B., 8. 24〕
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V イリガン製鋼所の株1000万ペソ売出し一一イリガン総合製鋼所（IliganIntegra” 

ted Steel Mills）のハシント社長は，一株10ペソの額面を有する株券1000万ペソを，

一般公衆および小投資者に提供するであろうと，のべた。これは，この会社に必要

とされる資本金1億1000万ベソ C1億ペソはすでに調達ずみ）の一部であるが，マ

カパガノレ大統領ので、きるだけ多くのフィリピン人を株主として彼らを国の健全な経

済建設に参加させようという意志にそっておこなわれたものである。

なお，総額4億5300万ペソで建設予定のフィリピン史上最大のこの製鋼所は，

1966年はじめに操業を開始し，完成時にはインゴット鋼32万9000トン（鋼製品25万

6000トン〕を生産する予定である。 〔M.B., 8. 24〕

8月 26日

’土地銀行の概要一一一士地銀行（LandBank）のカティグパク (JoseKatigbak）理

事長は，この新銀行の一般的目的と政策とを概観した。これによると，この銀行は，

国家土地改革審議会（Nat’1.Land Reform Council）の五つの実行機関のうちのひ

とつである（注），土地局（LandAuthority）が最終的に土地改革計画庁の諸政策に合

致する資格を持つ農民に売却するために土地を購買するのに融資するものである。

なお，認可された資本金は15億ペソ，その60%は政府所有の株で，残りの40%は，

地主たちが土地を銀行に売却するときに得ることになる優先株である。この銀行は，

地主から士地を購入するさい，その額の10%を現金で渡し，残り90%は免税の土地

銀行発行の債券で渡す。この債券は，銀行の特別保証金と政府によって保証される

のである。

（注〉 他の 4機関は，つぎの通り。

Agricultural Credit Administration 

Land Authority 

Commission on Agricultural Productivity 

O茄ceof the Agrarian Council 

v大統領，砂糖についての研究促進を強調一一マカパガノレ大統領は，フィリピン

砂糖技術者第12回大会の席上で，砂糖副産物の開発についての研究の強化をよびか

けるとともに，彼らに政府の援助を確約した。なお，政府が現在実施している措置

として，つぎの事項をあげた。

1. ラ・グランハ砂糖実験場をフィリピン砂糖研究所（Phil.Sugar Institute) 

に移管し，その使用にもっぱら供すること。

2. パンパンガ州フロリダプランカにある 260ヘクターノレの農場が，ノレソン島
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の全砂糖業者の必要に応ずるように開発されつつあること。

3. Philsuginの工業研究所の設置。

8月 27日

V租税条約について，米比両国間憲一一ワシントンでの10日間の交渉の結果，フ

ィリピン側の主席代表エチャノパ蔵相は，租税条約について米比両国の同意が達せ

られて，両国代表が租税協定草案を認証した後， 27日中に租税協定が正式に発表さ

れるであろうと語った。正式の租税条約は，のちほど，ラスク国務長官とレデスマ

(Oscar Ledesma）駐米大使との間で調印されることになるとのことである。この 2

重課税を避けるための条約は，同蔵相によれば， 「満足すべきもの」 「われわれに

とって最初のもの」 「合衆国がわが国のような低開発国と結んだ最初のもの」であ

り， 「現在の条件下で可能なもっとも良い条約」である。

〔UPI(Wasんよ 8.28 M. B., 8. 29] 

なお，この条約の概略は，金融問題報道者 BertCastroの報告によれば，つぎ、の

通り。

1. 一国の企業は，他国で永久的企業を通じて操業しているのでなければ，そ

の商工業利潤に対して他国で租税を課せられることがない。

2. 一国への他国人による一時的訪問者は，その訪問期間が90日を越えない場

合，またその訪問者の取得額が3000ドノレを越えない場合，取得金に対する課税を

免除される。

3. 大学教授およびその他の人びとに対しては，ある条件の下で，滞留期間を

長くすることと免税所得額を多くすることが認められる。

4. フィリピンの非営利機関に寄附する合衆国人は，合衆国の租税法にある規

定にしたがって，課税対象額算定にあたり，そのような寄附金額を控除しうる。

5. 他国にある建物の賃貸によって，一国人がうる収入は，総収入でなく純収

入を基礎として課税されうる。 〔M.B., 8. 31〕

V計画実施局長，優先計画を列挙一一一計画実施局（ProgramImplementation Agen-

cy）のファベーリャ（ArmandV. Fabella）局長は，政府の下部構造計画の中での優

先計画として，全国的なハイウェイ，潅瓶組織，島l興開港湾を挙げた。

〔M.B., 8. 27〕

V ココナツ産業の活況一一フィリピン・ココナツ局（Phil.Coconut Administration) 

のマルケス（BienvenidoMarquez）長官は， 1963～64年に輸出が2億4062万5371.65

ベソに達したココナツ産業の活況について，つぎ、のような輸出数字を挙げた。
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1962～63年
（ドJv) 

ココナツ 43,685,554.40 

1963～64年
（ド1レ）

56,319,321.34 

フィリピン

増%

28.91 

コフ。ラ 141,609,718.13 150,953,934.70 6.60 

コプラしめかす 10,985,915.69 11,010,836.51 2.27 

乾燥ココナツ 17,089,085.55 22,241,339.10 30.15 

同長官は，このさい，コプラの平均積込み渡し価格が1962～63年の米トン当たり

155.26ドルから， 1963～64年には169.08ドルと， 8.90%増であったことを，つけ加

えた。

なお， Philcoaのコプラ規格部は， 1963～64年に，とくにコプラを輸出した地方

として， ミンダナオ南部（21万4261米トン〕，ピサヤス西部（21万0423米トン），ミ

ンダナオ北部 (13万6250米トン）を挙げた。 CM. B., 8. 27〕

8月28日

V大統領，訪米予定を公表一一マカパガル大統領は，記者套克で，前週中にジョ

ンソン大統領からの招待を受取ったが， Cこの招待にこたえて行動kょうと考えて

いる」ことを，明らかにした。訪米は， 10月の予定である。なお，大統領は，訪米

の意向を持つにいたった理由として，つぎ、のふたつのことをあげた占

1. 彼はラかつて，すでに手筈のととのえられていた訪問を，破棄したことが

ある（注）。

2. フィリピンが世界情勢に参加する度合が増したことを考慮に入れて，彼は

中立国をも含めて多くの国を訪問したが，彼が新たにワシントンの申出を拒絶す

ることは，フィリピンと合衆国との密接な関係を保つのによくない影響を与える

であろう。

（注〉 第 1回の招待は， 1962年はじめ也すでに完全に手筈がととのえられたが，

合衆国議会がフィリピンの総括的戦災補償要求法案を通過させなかったため，

取り消された。

第2回の招待は，昨年はじめ受取られ，今年5月に予定されたが，国内の政

情不安定とマフィリンド首脳会談のため，引延ばされたo

v下院議長，帰国一一ピリャレアル下院議長は， 12日間にわたる東南アジア諸国

（南ベトナム，タイ，マレーシア，ラオス）訪問を終えて，帰国した。

V米・とうもろこし生産者，銀行に対し融資増額を要請 フィリピン人米・と

うもろこし協会連合会（Federationof Filipino Rice & Corn Ass'ns.）は，フィリ

ピン開発銀行，フィリピン国立銀行に対し，米・とうもろこし業者への貸付政策を

ゆるめるように，要請した。この連合会によれば，両銀行は精穀業者，倉庫業者，
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生産者および商人にすでに 1億2000万ベソを融資しているが，これは，米の取引総

額だけで毎年10億ペソを下らない以上ラとうてい十分な額ではない。さらに，生産

の拡大を考慮に入れて，融資額の漸増計画を立てるべきであるとのことである。

[M.β.， 8. 28J 

V コプラ生産者に対し価格に注意するよう警告一一一フィリピン・ココナツ同とフ

ィリピン・ココナツ生産者連合会（Phil.Coconut Producers Federation）とは，共

同声明で，つぎのことを強調した。

1. 現在のコプラの国内価格は，外国の相場の基準を反映しているものでない。

それゆえに正常でなく，現実的でなく，おそらく人為的に操作されているもので

ある。

2. 人為的要因が除去され通常の需要供給関係が確立されれば，ただちに，事

態、が正常になり安定させられるであろうと，十分に考えられる。

外国の相場では漸次的値下がりが8月 1日以後米トンあたり 12ドルにのぼった

が， 8月22日現在マニラ価格では 100キロあたり 61～62ベソから 49～50ベソと不当

に急激な低下を示したのである。 〔M.B., 8. 28〕

8月 29日

「密輸に反対するアッピール」一一ManilaBulletin 8月29日号には，マカパガ

ノレ大統領の署名入りの「密輸に反対する，全国民へのアッピーノレ」が掲載された。

8月 30日

曹社会保障制度の組合，非難さる一一社会保障制度（SocialSecurity System）の

アベス（BernardinoAbes）会長代理兼専務理事は，組合が管理機構改革をさまたげ，

管理者の特権の破棄を要求していると，非難した。社会保障制度の職員組合が翌日

ストライキを決行するという予告に対して，アベス専務理事は，脅しにかかって，

不必要な地位および部課を維持すべきかどうか，自らの管理職員を再任命する権利

を放棄すべきかどうか，従業員への「奨励ボーナス」という形での16万9000ペソの

要求に応ずるべきかどうか，と問う，新開発表用の声明書を出した。

8月 31日

曹蔵相，帰国一一ヱチャノパ蔵相は，合衆国で2週間にわたった租税条約交渉を

終えて，帰国した。同蔵相は，27日租税条約について両国の同意を取付けえたほか，

つぎの使命をも果した。

1. マニラ国際空港の改善・近代化のために輸出入銀行による 560万ドル借款
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の供与。

2. 合衆国のアパカの戦略的在庫の処分を，世界市場でのこの繊維の価格を崩

壊させないように徐々におこなうとの，合衆国要人の確約の取付け。

3. フィリヒ。ン航空の合衆国への航行権問題についての解決への地ならし。

4. 高関税物資のこの国への，いわゆる「技術的密輸」を払拭できないにして

も，縮小するような方法についての，ニューヨーク領事館員との協議。

5. 4000万ドルにのぼるフィリピン刺繍業の質と操業実態を研究する調査団派

遣の約束を，アメリカ織物業界指導者から獲得。

V伐採権取消について農相指令一一フェリシアノ (JoseY. Feliciano）農相は，

林野庁のリベラ（ApolonioRivera）長官に対し，林野庁令第11～13号の下で伐採権

を与えられた者が指定期間内に製材工場を設立しているかどうかを調査し確かめ，

もし設立していないならば取消を勧告するよう，命じた。これιよって影響を蒙る

のは， 1万ないし 5万ヘクタールの土地での伐採権を与えられた48人で，その土地

は大部分ノレソン島とミンダナオ島にある。

V木材業者，中央銀行回状の撤回を要求一一フィリピン林業会議所（Phil.Cham-

ber of Wood Industries）のマニャラック（G.S. Manalac）副会長代理は，中央銀

行のカスティーリョ総裁あての手紙で， 「積出港での輸出木材の調査」を規定して

いる 8月21日付の中央銀行回状第182号が，「林業・税関・国内税収入局の権限を犯

すもの」であるとのべた。この回状により，フィリピンは，毎年外貨を約1億3000

万ドノレ失なうおそれがあるのである。 〔M.B., 8. 31〕
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〔米不足一一政治的問題〕 N. E. C. （国家経済会議）は， 12日， 1965年に予測され

る米不足量59万5400トンの輸入を，大統領と国会とに勧告した。 この問題は，多くの

反論をよびおこし，上院農業委員会の審議するところとなった。同委員会のアノレメン

ドラス（AlejandroD. Almendras）委員長によると，当の N.E.C.は， 2' 3ヵ月前

には，来年30万トンの米が余剰になることを示す統計を提出した。米・トウモロコシ

生産者協会は， N. E. C.の数字を「実務経験のない紋切り型経済学者の調合したも

の」とのベた。 N.E. C.の一員プヤット（GilJ. Puyat）上院議員は，米輸入提案に

関知せずと言明， N. E. C.の全体会議ぬきの「議長の一方的行動」 としたフェレノレ

(Inocencio Ferrer）下院議員の発言を裏書きした。カパンパン（BartolomeC.Cabang-

bang）下院議員は，政府が来月から輸入される米の販売停止計画を持っていることを

暴露した。

いずれが正しいか確定できないが，このような疑惑をはらむ発表を， 63年の年頭教

書で米危機を「過去の事件Jとしたマカパガノレ大統領の政権がおこなったことは，米

不足が政治的問題であることを意味している。大統領選挙を1965年11月9日に控えて，

与党（LiberalParty）と野党（NacionalistaParty）の聞で，激しい舌戦がたたかわれて

いるのである。

1945年帝国主義勢力の支持を得て設立された自由党は，現政権になってから，砂糖

業など買弁グループと外国資本に莫大な利益を与える自由化を行ないながらも，『未完

成草命の完成（Completionof Unfinished Revolution）』をスローガンにして「民族主

義ブルジョアジーの立場をとるようになったJ(Wm. J. Pomeroy，“The Struggle For 

Full Freedom in the Philippines，” Revolution, March, 1964.）。これに対し，国民党

は， 1955年レクト（ClaroM. Recto）上院議員ら民族主義分子の離党＝新党（民族主

義＝市民党， LapiangMakabansa）結成以来，買弁グループの利益代表となった。こ

うして， 1965年の予想は「大連合〔GrandAlliance，ペラエス副大統領をはじめとす

るカトリック系係守派〕＝国民党提携対マカパガルJ（同上〉となる。いまのままであ

れば，現政権の民族主義化をきらう帝国主義勢力は前者を支持するであろうが，後者

の態度如何によっては，帝国主義の支持，あるいは，反帝勢力（63年創設の労働者党

〔LapiangMauggagawa〕など〉の支持を考えられる。なお，国民党の候補者乱立状

態にたいし，マカパガノレ大統領の党総裁就任（14日〉により結集した自由党の党内事情
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は，現職にあるという事実とともに，後者を今のところ有利にしていると，言えよう。

〔ニつの宿題〕 金融問題については， IMFのシュパイツアー専務理事の中央銀行の

立場支持の発言もあり（18日〉，当分金融引締が続けられる模様となったが，ラウレノレ

＝ラングリー協定問題については，各階層の立場が一層明瞭となった。

今月はじめの公聴会で（ 3日と 4日〉，労働者代表は，比米協定を「新植民地主義的

取り決め」と熔印を押しその即時改訂を主張した。 これとまったく対照的な立場が在

比アメリカ商工会議所により提示された（18日〉。互恵関税，平等待遇権の継続を目的

とする協定の無期延長のための協定再交渉，平等待遇権の他国籍人への適用を主張し

たのである。後者に対して，フィリピンの商業会議所と工業会議所は反論し（25日と

26日〉， それぞれの見解を発表した。 とくに，若い工業家勢力を代表する工業会議所

（その首脳部はほとんど30代〕は，ナショナリズムの立場の明確に示し， 1950～60年

に外国資本がこの国にもたらした額1920万ドルと持ち出した額2億1750万ドルという

数字を挙げて平等待遇条項がこの国の工業化に寄与しなかったことを明瞭に示した。

商業会議所は，農業・自然資源会議所と軌をーにして合衆国市場を維持するための協

定再交渉を唱道しながらも，平等待遇条項が国家利益に反するものであることを主張

し，協調的な立場をとった。

こうして，依然，協定に対する各利益グルーフ。の見解はまちまちのままでありつづ

けたが，在比アメリカ商工会議所の見解表明により，民族資本の立場が共通の確固た

る基盤に立ち得る可能性が示唆されたこと，同会議所の「平等待遇権の他外国人への

拡延」が小売業国民化法反対を意味するものであった以上，民族主義の立場がいよい

よ強固なものとなる傾向を見せはじめたことは，注目に値いしよう。

ストライキの瀕発は，今月の顕著な現象であった。その理由としては，第一に，そ

してもっとも本質的なものとして，実質賃金の低下（7月号前文注5）が挙げられる。

第2に， とくに国営企業体の争議が多かった理由として， 「過剰な政治とある系列の

経済活動の国家管理に対する誤った理解〔laissezfaireと welfareeconomicの二つ

ーの対立する哲学の混合〕」（H.R. R. Villanueva, M. B., 9. 16），第3に「この国の労

働組合指導者があまりにも近視眼的でブルジョア的精神を持っておりJ労働運動が「ア

メリカの組合主義の強腕戦術とアノレ・カポネ的手段をとる傾向がある」 (Villanueva, 

M. B., 9. 9）ことが指摘されよう。

ともかく，ストライキの瀕発に示された労働者階級の積極性の高まりは，選挙戦の

最中にある国内政治情勢にも， ラウレJレ＝ラングリー協定・小売業国民化法をめぐる

対米関係にも， なんらかの影響を及ぼすであろう。
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196 4年 9月 1日

v中央銀行総裁，ラテン・アメリカとの協議を要請一一中央銀行のカスティーリ

ョ（AndresCastillo）総裁は，東京でのIMF総会へ出席の途次立寄ったラテン・ア

メリカ諸国代表約50名を歓迎する挨拶で，フィリピンとラテン・アメリカ諸国とは

同じ文化的背景を持ち，開発固として同じ問題を抱えている以上，経済問題につい

て相互に協議し協力していくことが必要であると，のべたo

, Namarco，の菓子輸入を停止－Namarco（交易公社〉は，この国の菓子製造

業者の意見書にもとづいて，チョコレートおよび棒飴を輸入する計画を取りやめる

ことに決定した。この輸入計画は，国内流通組織の国民化のためにおこなわれたも

のであったが，いまやその成果は達成されたのである。

'P. A. L.の政府所有株54%中5%のみを売出し一一GSIS（公務員保険制度〉

のディアス（RamonDiaz）専務理事は，公社財産処分大統領直属委員会の決定にし

たがって，フィリピン航空の政府所有株54%を一時に売出す最初の計画を変更して，

5%だけを 2日に売出し，のこりの49%は後日競売に付すこととなったと，のべたo

l P. A. L.組合，ストに突入一－P.A.L. （フィリピン航空）の従業員組合は，

2年越しのスト予告を実行に移した。その理由は， 5月25日の会社に対する通告に

もられたものであり，つぎの通り。

1. 会社側が，会社の組織表の写しを組合に渡さず，日常業務に従事する臨時

雇を常雇に変えず，協定の定める50日の事前予告なしに組合員を解雇し，いくつ

かのグループの従業員に完全な衣服貸与をおこなわず，いくつかの業務を協定に

反して他の代理店にまかせて，現行労働協約をやぶったこと。

2. 組合側の2年にわたる主張にもかかわらず，新労働協約に署名することを

拒んだこと。

3. 苦情を受付けず，文書に対して回答しなかったこと。

4. 組合員を，正当な理由なく差別的に解雇・減給したこと。

5. 従業員に予定されていたストに参加しないように説得する回状を発し，組

合役員を転勤・昇進させて組合の弱体化をはかるとともに，会社の最高幹部に莫

大な退職金を与えながら一般職員には好遇を拒むなど，不公正な労働行為をおこ

なったこと。

n
y
 

門

i -( 103）一



フィリピン

なお，このストは，この会社に政府が所有している過半分の株を処分するという

急激な動きを契機として，起ったものである。

l NAWASA労働者，ストに突入一一一NAWASA(Nat’1. Waterworks & Sewerage 

Authority，水道下水公社〉の 5組合に加盟している 3000人の労働者は，財源不足

を理由に 230人の従業員が解雇されたことに抗議して，ストに突入した。これは，

1957年12月3日のスト以来懸案になっていた日曜日および休日の労働に対する特別

賃金，超過勤務手当，夜勤手当および、その他の特別手当に関する労働者の要求につ

いて，最高裁が， NAWASAは本質的に公共事業であるが私企業機能（proprietary

functions）を果しているとして，労働者側に有利な判決を下した数時間後に，開始

されたo

l P. C. I. （工業会議所〉のし二L.協定についての見解一一フィリピン工業会議所

のアラネタ（SalvadorAraneta）博士は，政府招集の公聴会で，同会議所のラウレ

ノレ＝ラングリー協定についての見解を披揮して，つぎ、のようにのべた。

1. 多くの開発が近い将来に行なわれる可能性があり，それによって米比経済

関係に新局面が導入されるであろう。

2. この関係と将来の通商協定とは，フィリピンが開発諸国の側に立って工業

国の現在の通商政策を批判し，これの実質的変更を要求した国連貿易開発会議に

照らして，検討されるべきである。

3. 国連貿易開発会議が拍車をかけた開発が一層すすめられれば，合衆国との

将来の交渉におけるフィリピンの立場は強化される以上，フィリピンは直ちにラ

ウレル＝ラングリー協定の再交渉をすべきではない。

4. 現在時と1974年との間に合衆国で制定の可能性ある法令，たとえば砂糖割

当とか優先権の破棄とかは，合衆国との特別な通商協定を非現実的なものとする

であろう。

5. ベル通商法とラウレノレ＝ラングリー協定とは，米比問の特別関係清算にあ

たり過渡期のために調印されたものである。

6. 再交渉の目的が合衆国市場におけるフィリピンの特定輸出産品の立場を強

化することにあるならば，この同じ目的はケース・パイ・ケースでの交渉により

達成されるであろう。 〔M.B., 9. 1〕

9月2日

V大統領， NAWASAとNamarcoのスト解決を命令一一一マカぷガノレ大統領は， リ

ンガード（JoseLingad）労相に対し， Namarco（交易公社）のストを解決すること
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と， P.A.L. （フィリピン航空）， NAWASA（水道下水公社〉のストおよび社会保障

制度の中止されたストについて報告することとを命じた。ゲパラ（OnofreGuevara) 

労働次官によると，大統領は，つぎのことを指示した。

1. 1ヵ月に 4万ペソを融資することを約束して， 解雇された NAWASAの

井泉部門の従業員230名の復職を保証すること。

2. リンガード労相が， Namarcoの復職協定，従業員の復職の条件として新協

約の調印を主張している経営者側の不賛成にあっている一時的解決をまとめあげ

ることo

, S.S. S.の借入れ延期－S.S. S. (Social Security System，社会保障制度〕

のフランシスコ（HiginoR. Francisco）第一会長代理は，給与借入れ計画の実施が，

9月1日の産業関係裁判所の命令を考慮に入れて，延期されるであろうと，のベた。

産業関係裁判所は， S S.S.の組合に対しストに突入しないよう命ずるとともに，

雇傭者側に対しては，新規雇傭，一般従業員の配転，従業員の特別業務への割当，

現状をみだすその他の行動をしないよう勧告したので、ある。

V政府， P.L.D.T.のグアム海底電線敷設計画に反対一一一公共事業省は，グアム

とフィリピンとの聞の何百万ベソも要する海底電線を敷設するという， P.L. D. T. 

(Phil. Long Distance Telephone Co.，フィリピン長距離電話会社〉の計画に反対

の態度を明らかにした。同省も同じ計画を持っているからである。この意向を代弁

して，アラフリス（ArturoA. Alafriz）法務次官は，公益事業委員会に対し，本日

に予定されていた P.L. D. T.の申請についての審理を延期するよう要請した3 こ

れにより，この計画に反対するのは， GlobeWirelessについで 2者となったっ

9月3日

V軍，ワシントンに常駐軍事使節団を要求一一サントス（AlfredoSantos）参謀長

は，パノレデス（SimeonValdez）下院議員を長とする下院国防委員会に対して、 「予

定よりも 2年おくれている」合衆国の対比軍事援助を円滑にすすめるために，ヲシ

ントンにプイリピンの常駐軍事使節団を置くよう，提案したo

v労働組合， L.=L.協定改訂を支持一一フィリピン労働組合会議（Phil. Trade 

Unions Council）のへyレナンデス（JoseJ. Hernandez）書記長は，合衆国の海外軍

事基地でのフィリピン人被搾取労働者を見棄てたと，マカパガル大統領を告発した。

彼は， N.E. C. （国家経済会議）の公聴会で，沖縄でのフィリピン人労働者（第3国

労働者の95%を占める〉が日本人・朝鮮人・中国人の享受している特別給与，退職

金その他を受けていないことをのべ，彼の訪問のさい，キャラウェイ高等弁務官に
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このことを提示したところ，同弁務官はラウレノレ二ラングリー協定にしばられて何

もできないとのべたことを指摘して，このためにも同協定を緊急に改訂する必要が

あると強調した。

, NAWASA, PAL，ス卜終結－NAWASA（水道下水公社）と PAL（フィリピ

ン航空）のストは，労働次官兼労働関係局長ゲパラ立合いの下で，調停会議の席上，

実質的な終結をみた。同労働次官は，

1. 230名の NAWASA井泉部門の労働者を復職させるために毎月財源を供与

するとのマカパガノレ大統領の約束にもとづいて，職場復帰協定を労資双方に調印

させた。

2. PALの株を誰が取得しようとも，会社側が週40時間を越える労働に対す

る従業員への遡及支払を定めた最高裁判決により課せられた義務を履行すること

を確約して，労資双方聞の職場復帰協定の調印に立合った。

3. P.A.L.が， P.A.L.監督者連合（Supervisers'Ass'n.）と新協約を締結しス

ト再発を回避したさいに，一石二鳥を試みたと考えた。

4. Namarco労組員の承認を得た後で署名されることを期待して，予備協定

を作成した。

タ月 4日

, Namarcoスト終結－Namarco（交易公社〉の労資双方は，職場復帰協定に調

印し， Namarcoの2月近くにわたったストは正式に終結をみた。 これにより，組

合側は，臨時雇員の67%雇傭権および守衛長任命権の放棄についての要求を撤回す

ることに同意し，経営者側は，ストの合法性問題および旧労働協約に固執せずにス

ト参加者の職場復帰を認めた。なお，組合側は，新労働協約交渉の 2年間ストをお

こなわないことに同意した。

V労働者代表， L.=L.協定破棄を要求一一全国労働組合連盟（Nat’L Ass’n. of 

Trade Unions）のラクシナ（IgnacioV. Lacsina）会長とフィリピン自由労働組合連

盟（Phil.Ass'n. of Free Labor Unions）のシド（CiprianoCid）会長は， N.E.C.主

催の公聴会で，ラウレノレ＝ラングリー協定が合衆国に対するフィリピンの経済的従

属を恒久化することを目的とした「新植民地主義的取り決めである」ときめつけ，

その破棄を要求した。しかし，シド会長は，組合が急激な破棄による影響にも意を

払っていることを付け加えた。

, N. E. C.議長，木材の取引税撤廃に賛成一一ー国家経済会議のへナレス（Hilarion

M. Henares, Jr.）議長は，フィリピンにおける製材業の工業化をはかる一手段とし
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て，丸太に課する輸出税を重くし，木材・プライウッド・ベニヤ板販売にあたって

現在課せられている内国取引税を撤廃することに賛成であると，のベた。なお，同

議長は，この措置により乱伐を最小限にすることができようとも，のベた0

9月5日

’大統領付経済顧問，農業の工業化を主張一一計画実施局（ProgramImplemen-

tation Agency）のファベーリャ（ArmandV. Fabella）長官は，荒無地あるいは未

墾地や現に嫁働している大規模農業経営のようなところでは農業の工業化を促進す

るためにも生産を増加させるためにも，近代農業機械が一層導入されるべきである

ことを，強調したo

vアパカ生産者，合衆国の綱索割当量の増加を要求一一フィリピン・アパカ連合

会（Phil.Abaca Federation, Inc.）のボンネヴィ（RaoulS. V. Bonnevie）会長は，

ラウレノレ＝ラングリー協定に関する公聴、会の席上，合衆国の綱索輸入割当量の 600

万ポンドから1200万ポンドへの増加を要求した。なお，彼は，協定再交渉に関して

合衆国へのアパカ，パルプ。輸出に対する関税率が高くされないよう注意を払うべき

であるとのべ，外資奨励に積極的な賛意を表し，農業自然資源会議所の立場と軌を

ーにして同協定の即時再交渉を主張した。

V ミンダナオ開発の促進一一一ミンダナオ開発公社のパレンシア（Brigido R. 

Valencia）総裁は， マカパガノレ大統領に対して，今年実施にうつされる暫定計画を

提出，この暫定計画と開発5ヵ年計画の準備・着手とに3000万ベソの投資を要請し，

ミンダナオ開発公社が「ミンダナオ，ス －｝レーおよひ、パラワンの社会経済発展を促

進するという事業において動的建設的役割を引受ける準備をととのえたJことを，

明らかにした。 〔λd.B., 9. 5〕

v関税局，中央銀行の木材検査に反対一一関税局のデ・ホヤ（Albertode Joya) 

局長は， 内国税収入局のタピオス（BenjaminN. Tabios）局長，森林局のリベラ

(Apolonio Rivera）局長， フィリピン製材業会議所の執行委員会との会議の席上，

仕向港で輸出材の検査を規定した中央銀行回状第 182号の実施に反対の態度を明ら

かにした。この席上，会議所側は，日本・イタリア・デンマーク・フランスのバイ

ヤーがこの回状の撤回されないかぎりこの回状の影響を受ける契約を破棄する意図

をもっていることを指摘し，これにより 1億3000万ドノレの損失となるであろうと強

調した。 〔M.B., 9. 5〕

9月 6日
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'M. R.R.組合， スト通告一一一マニラ鉄道会社（M.R.R.）の機関部組合は，会

社側に対し， 7日から 9日のあいだにスト計画を実行すると，通告した。このスト

計画は， 3月3日のスト通告および会社側が黙殺した 3月23日の調停協定案にもと

ずくものであり，つぎのような組合側の要求を含んで、いたO

1. 労働協約の更新。

2. 給与去の改訂， 161名従業員の昇進， 3名の従業員の職員機構からの除外

を含む，職務評価および職階制計画の実施。

3. 35年以上勤続者に対するメダル授与，労働者とその扶養家族に対する無科

医療・投薬，年 1回の検診の実施。

4. 特別手当の支払。

タ月 7日

V コプラ貿易の不正を指摘一一一ココナツ局のマノレケス（BienvenidoMarquez）長

官は，販売価格の95%の前渡金をパイヤーから受取りながら，契約量の70.-75%し

か現物を渡さないコプラ生産業者がいることを指摘し，これがこの国のコプラ全輸

出量の50%以上をも輸出しているヨーロッパ諸国の業者たちから苦情の出ている原

因になっているため，このような不正をただすよう要請した。

9月8日

Vマレーシア実業家，フィリヒ。ン産品の市場を示唆一一マレーシアの HupHuat 

Trading Co.のEngAh Kowは，パルマセーダ（CornelioBalmaceda）商工相を訪

問し，フィリピンの実業家・工業と契約を結ぶ便宜を与えられたことに対し感謝の

意を表すとともに，マレーシアはフィリピンの砂糖・コプラ・コーヒーの良い市場

であると，のべたo

vアデボソ，収賄で告発される一一マリーニョ（SalvadorL. Marino）法相は，

ジープ購入にさいして収賄をおこなったという，ディオクノ (JoseW. Diokno）上

院議員のアデボソ（EleuterioAdevoso）緊急雇傭局長官に対する告発を，マニラ市

会計検査局に送付した。 〔M.B., 9. 8〕

9月9日

V鉱物開発を促進一一国家経済会議のへナレス議長は，ミンダナオ島のスリガオ・

デノレ・ノノレテのニッケノレ・鉄・銅の鉱床を急速に開発するため， 8月に大統領の署

名を得た新ニッケル法（共和国法第4167号）に明示された内外の投資家に対する

奨励措置を実効あらしめるように現行の競売形式の改訂を急ぐことを，ブスエゴ
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(Fernando Busuego, Jr.）鉱山局長に要請した0

9月 10日

V国連代表，安保理にマレーシア問題調停を提出一一一ボノレハ (JacintoC. Borja) 

国連大使は， 9日マレーシアによる国連へのインドネシア告発で頂点に達した係争

を解決する方法として，アジア＝アフリカ 4ヵ国調停委員会設置というマカパガル

大統領案を，安保理に提出した。 〔UPI(U. N.) 9. 11-M. B., 9. 12〕

V経済調整局長官，セメント・住宅計画を承認一一経済調整局のアデボソ長官は，

人民宅地住宅公社（People’sHomesite & Housing Corp.）に対し，ケソン市のデ

ィリガン元合衆国海軍基地にプレ・ハブ住宅を緊急に建設するよう命じた。また，

セブー・ポートランド・セメント会社のマノレテイネス（RamonMartinez）専務取締

役の，経済調整局援助計画で設立される 2つのセメント工場をマランガスとカガヤ

ン州に建設するという提案を，原則的に承認した0

9月 11日

V外相，国連の調停を支持一一メンデス（MauroMendez）外相は，フィリピン

はマレーシアにおける国連の「登場（presence）」， あるいは，世界機関が東南アジ

アの平和を維持するにあたって是認するようないかなる行動をも支持するであろう

と，のべたo

vフィリピン固有鉄道の一組合ス卜一一フィリピン固有鉄道（前マニラ鉄道会社）

の機関手・水夫・運転手組合（組合長は JoseCapistrano）は，賃金40%アップを要

求してストに突入した。会社側が，資金難を理由に，この要求を無視したためであ

る。なお，ゲパラ労働次官の30%アップ（5年間にわたる）あるいは毎年6%アッ

プとの調停案も不成立におわった。

l P. N. B.，スト一一P.N. B. （フィリピン国立銀行）の従業員は，一新入職員の

特別昇進の撤回，首脳部と関係のある新職員の採用の中上，前職員の親類の優先採

用を要求して，ストに入った。このストは， 1時間後には，経営者側が全面的に組

合に譲歩することにより，中止されたo

llMFの決議案に反対投票一一IMF総会において， フィリピンはラテン・アメ

リカ 9ヵ国およびイラクとともに，世界銀行の職員に対し諸国政府と外国人との聞

の私的投資係争を調停するセンターを設置するための協定の起草を要請する決議に

反対の票を投じた。 〔UPIC東京），9. 11 M. B., 9. 12〕

V農業・自然資源会議所会頭，政府の米政策を批判一一農業・自然資源会議所の

Q
U
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モンテリバーノ（AlfredoMontelibano）会頭は，生産と価格についての政府の矛盾

している政策こそがこの国の毎年の米不足の根源であると，のベた0

9月 12日

マフィリピン固有鉄道のもうひとつの組合もストに突入一一フィりピン固有鉄道

のもうひとつの組合である Kapisananng Manggagawa sa M. R. R. （指導者は

Vicente Olazo）も，機関手・火夫・運転手組合につづいて， ストに突入 lした〔9

月 11日参照〕。経営者側が「資金不足」 といっているにもかかわらず， ベノレナノレ

(Estanislao Bernal）前森林局長を副専務理事・専務理事付技術顧問に（年俸1万8000

ベソ〉，ゴンサレス（PaulinoGonzalez）を秘書に（年俸6000ベソ）任命したことに

抗議して，この行動に出たものである。

" I国家経済会議， 1965年度の米不足を予想一一国家経済会議は， 1965年に米の供

給が59万5400トン不足するであろうことを認めて，マカパガノレ大統領と国会とに対

して米の在庫を増す措置をとるよう，要請した。会議は，下のような内容の，米・

とうもろこし生産消費についての各政府機関問委員会の報告にもとづいて，この要

5青をおこなったのである。

1. 1965年6月30日に終る収穫年において，供給面では 1袋56キロ入りで5518

万2400袋と，需要面では4998万1400袋と見積もられる。したがって，この時の在

庫は，月の総消費量カ；430万3425袋であることを考えると， 36日分しかない。

2. 1965年7月， 8月， 9月の収穫を考慮に入れても， 7月末には 190万0168

袋（13日分）の在庫しか見込まれず， 8, 9月には，それぞれ31万1122袋および

172万1739袋の供給不足となる。

3. 生産と消費との差はしだいに大きくなりつつある。 1964年の米生産高は，

干ばつのため， 1963年のそれより 163万7100袋（3.56%）の減少を示し， 1965年に

は1963年のそれを20万3100袋（0.5%）超えるにすぎないと予想される。反面，消

費は1964年および1965年に，それぞれ1963年を126万7600袋（2.69%), 287万5900

袋（6.1%）上回ると予想される。 〔M.B., 9. 12〕

9月 14日

軍マ力パガル大統領，自由党の総裁にーーマカパガノレ大統領は，「党とその幹部の

分裂的な陰謀に効果的に反対し，党の利益と勝利とを危地に陥れる党幹部・党員・

党支持者のあいだにある混乱への傾向を阻止するためにムピリャレアノレ（Cornelio

T. Villareal）下院議長の党総裁の地位を奪い， 「今後の通達のあるまで臨時に党総
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裁の職につく」との声明を出した。

曹鉄道スラトに対し強制調停一一ーマラカニヤング〔大統領官邸〕は，フィリピン固

有鉄道のふたつのストライキを，強制調停にするために産業関係裁判所に付託した0

9月 15日

，サパ問題討議，行詰り一一フィリピンとマレーシアとのあいだ、のサパ問題討議

は行詰った。両国はフィリピンの領有権についての準備会談を開くことに同意はし

たものの，フィリピンが国際司法裁判所にこの問題を提訴することを強く主張した

のに対し，マレーシアはこれに同意しなかったのである。

V中央銀行，仕向港における輸出品検査は正当と主張一一中央銀行の政策委員会

は，海外の仕向港での材木の検査を要求する回狭第 182号について，多くの批判の

的になっているが外国の輸入業者に対する輸出荷の引渡しの延引をもたらすことに

はならないと，確約を与えながらも，実施を見合わせることにした。中央銀行のカ

スティーリョ総裁は，回状第182号が「一方的なもの」であり， 日本の主権を侵害

するものであるという日本大使館からの抗議に対する解答を，すでに外務省に手渡

したとのべ，さらに，この措置が通常の貿易手続であり，コプラおよびココナツ油

の輸出に関して 2年前に採用されたものであると主張した。

V農業は最大の所得源一一フェリシアノ (JoseFeliciano）農業・自然資源相に提

出された農業経済局の雇傭に関する報告によると， 1962～63年度において，農業（林

業・狩猟業・漁業を含む）に従事して所得を得ていたものは約61%, そのうち約

46.7%は自営，約19%が労働者， 35.5%が無報酬の家族労働者であるとのことであ

る。

なお，非農業部門（11%を占める製造業， 9%を占める商業を除く〉の従業者は

18%で，そのうち 87%が労働者， 11.9%が自営， 1.5%が無報酬の家族労働者であ

る。製造業では， 48%が労働者， 38.3%が自営， 14.1%が家族労働者，商業では，

自営が60%をしめ，家族労働者が13.8%であるとのことである。

〔PNS-M.B., 9. 15〕

9月 16日

V小売業国民化法は，司法権限外一一一アラフリス（ArturoM. Alafriz）法務次官

は，パラズ会社の提訴に関連して提出された覚書で，裁判所にはアメリカ人の所有

するあるいは支配する会社の関係する事件において小売業国民化法を解釈する権限

がないとの見解を表明した。アメリカ合衆国がこの法の解釈をも含む問題を解決す
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る方策をすでにとった以上（ジョンソン大統領はマカパガル大統領宛書簡で、これに

ついて「重大な問題」 と言及した〉，ラウレノレ＝ラングリー協定の条文にしたがっ

て，両国政府間の協議でもって解決されるべきであると，のベた。

9月 17日

’労働組合を破壊する「陰謀」を暴露←一一LapiangManggagawa （労働者党〉の

シド（CiprianoCid）総裁 (10万人の Phil.Ass'n. of Free Labor Unionsの指導者）

は，政府公社内の労働組合運動を破壊す・る「悪らつな陰謀」を暴露した。彼による

と， 「陰謀」は，つぎのようなものである。

1. 不注意な組合指導者が，まず挑発にのって不合理な要求をする。これは，

彼らに対する反対世論をかきたてるために，広く報道される。

2. 経営者側は，それから，急激な反労働者的行動をとり，組合がストを通告

するか実際にストに突入するかさせる。

3. ここで，政府の法律家たちが登場し， 「周知の」反労働者的裁判官の前で

組合に対する考えられるだけの告発をたたきつける。そして，裁判官たちは，禁

止命令をつぎつぎに出して組合活動を挫折させ，組合員を無気力にする。

V農業・自然資然資源会議所会頭，新産業育成策を非難一一農業・自然資源会議

所のモンテリバーノ会頭は， 「砂上に急いで組織され，原料を主に輸入に依存する

いわゆる新しい必要な諸産業に対する，人為的にして誤っている政府の支持が，大

規模な密輸をはびこらせ，ひじように儲けの多いものにしてきたj と非難した。さ

らに， 「政府の直接補助金なしで一定期間自分自身の足で、立っていることのできな

いような産業は忘却されるべきであり」，それに向けられていた政府資金は競争の試

練に耐えうる産業に回されるべきであると，主張した0

9月 18日

V港湾労働者，ストを通告一一－RobertoS. Ocaの指導下にある港湾労働者組合

は，もし政府が悪意をもって荷役（arrastre）入札を拒否したことが明らかになれば，

ストライキに突入するであろうと，通告した。この警告は，入札に参加した5業者

全部を資格なしとした政府決定を発表した（17日）エチャノパ蔵相に対してとくに

向けられた。

曹在比アメリ力商工会議所， L.二 L.協定の再交渉に賛成一一在比アメリカ商工会

議所のボールドウィン（.NewlandBaldwin）会頭は，ラウレノレ＝ウングリー協定再

交渉についての同会議所の声明書をへナレス議長に手渡した。この中で，同会議所
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は， 「協定を無期延長して互恵関税を継続させることを目的として」協定の再交渉

をおこなうよう勧告した。

l IMF専務理事，中央銀行の政策を支持一一IMF総会の後訪比した（17～19日〉

シュパイツアー専務理事は， 「中央銀行総裁に代表される善の勢力（the forces of 

good）と蔵相に代表される悪の勢力（theforces of evil)Jの聞に衝突があり，これ

がこの国における経済安定性を確立しようとする努力を妨げていると，のベた。

V 日本，合弁企業参加を希望一一ムトゥク（AmelitoR. Mutuc）前駐米大使は，

臼本のおもな実業家たちが，フィリピンの現行法にしたがって60～40ベース（フィ

リピンが60）合弁形態で，フィリピンの経済開発に参加する意向をもっていると，

のベた。日本側は，これにさいし，とくに技術援助，さらに長期信用をも供すると

のことである。

9月 19日

V工業会議所，投資奨励法についての公聴会を要求一一フィリピン工業所のデ、ノレ

ガード（AntonioDelgado）会頭は， 「自由化は，それを補足する諸措置が講じられ

なかったため，フィリピン人の諸産業を困難な状態の下におくことになった」との

ベ，自由化によって、深刻化された危険で、ある外国資本の跳梁から経済を保護するた

め，外国資本の流入および活動を規制するとともに，国内資本を重工業・基本産業

に投下させるような，投資奨励法が制定される必要がさし迫っているとして，上院

商工委に対しこの法案についての公聴会を緊急、に開くことを要請した。

〔M.B., 9. 19〕

9月 20日

V国府外相，訪比一一国府の沈昌’換外交部長は，アジア地域における共産主義の

増大する脅威の前にあって，この地域の自由諸国がその資源および人員をプールす

る必要があることを強調するため，フィリピンを訪れた。

9月 21B 

V土地を砂糖農園に転化させる傾向一一一ネグロス・オリエンタノレ州のベノレディセ

ス（MarianoF. Perdices）知事は，最近のテレビ放送で， 75ヘクターノレ以上の土地

がいくつか，土地改革法の適用を免れるために，砂糖地帯に変えられたと，のベた。

同知事によれば，土地改革法の一部は， 「米・とうもろこしの増産キャンベーンに

悪い影響」をもたらすものである。 〔PNS(Dumaguete), 9. 21-M. B., 9. 22〕
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9月22日

v外交政策諮問会議と安全保障会議 マカパガノレ大統領は，外交政策諮問機関

と会して，ロベス（SalvadorP. Lopez）大使のマレーシア＝インドネシア紛争調停

のためのフィリピンの最近の努力についての報告を聴取した。その後，大統領は，

安全保障会議に出席して，ベラノレタ（MacarioPeralta, Jr.）国防相から南ベトナム

の最近の情勢についての報告を聞いた後，ベラエス（EmmanuelPelaez）副大統領，

ピリャレアル下院議長およびマナハン（ManuelManahan）上院議員の現地視察の

報告を受け，それらの報告が彼の合衆国公式訪問にとって大いに有益なものである

と感謝の意を表した。

vフィリピン固有鉄道のス卜解決一一産業関係裁判所のマルテイネス（Arsenio

Martinez）主席判事は， 4年間にわたる漸増ベースでの，機関手組合に対しては20

%給与アップラ Kapisananng Manggagawaに対しては 15%給与アップを決定し

て， 11日にわたったストを解決に導いた。

, Marcelo労働者，ストに突入一一Marcelo企業の三つの工場の約6000の労働者

は，不公正労働行為，組合員および幹部の不法解雇，組合員に対する威嚇に対して

前からストの警告を発していたが，産業関係裁判所のマノレテイネス主席判事による

両者の主張聴取ののち 162名の解雇労働者の問題について意見の一致を見ず，スト

に突入した0

9月 23日

V下院議長，訪米 ピリャレアノレ下院議長は， 10日間の予定で合衆国を訪れた。

フィリピンが国家建設にさいして遭遇している社会＝経済諸問題をアメリカ政府お

よび国民に知らせるためであるとされた。なお，出発前空港で、下院議長と大統領と

は親しく別れを告げ，自由党上層部が一体であることを公けに示した。

v国連大使，赴任一一フィリピンの対ソ政策についての問題の多い声明書を出し

たあとで外相を解任されたロベス（SalvadorP. Lopez）は，国連大使として任地に

赴いた。

Vカナダ， P.L. D. T.に対し1300万ドノレを借款一一一カナダ連邦政府は， P.L. D. 

T. Cフィリピン長距離電話会社〉に対し，カナダの電話施設購入のための借款1300

万ドルを許与したと，カナダのシャープ（MitchellSharp）通商相が発表した。フィ

リピンの投資開発公社（Nat'l.Investment & Development Corp.）は，この借款に

保証を与えた。 〔UPI(Ottawa), 9. 24-M. B., 9. 25〕
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9月 24日

v大統領， ユーローの誕生日を祝福一一マカパガノレ大統領は， ユーロー (Jose

Yulo）前下院議長の70歳の誕生日に出席した。記者会見でユーローに対してなされ

た告発がどうなったかと尋ねられたとき，大統領はそれはすでに却下されてしまっ

たとのべた。なお，大統領は，ロペス上院議員および労働者の指導者オカに対する

告発も国家により却下されたとのえた。

V フィリピン実業界， アメリ力商工会議所のしごし．協定についての意見に反対

一一フィリピン商業会議所のムニョス（DemetriaMunoz）会頭とフィリピン工業会

議所のタンチャンコ（JesusTanchanco）副会頭とは、それぞれ，平等待遇の無期延

長とその他国民への恵与とを要求したアメリカ商工会議所のラウレル＝ラングリー

協定についての意見に反論した。 「合衆国会議所の勧告は，平等待遇をアメリカ人

だけでなく他の外国人にも同様に与えるために，実質的には小売業国民化法の撤回

を要求するものである」とのベた。

V合衆国から輸入米到着一一フェリシアノ農相は， 1500万ペソに上る 2万5000ト

ンの米が来月合衆国からマニラ港に到着するであろうと，発表した。これは， 1964

年後半に合衆国から PL480の規定にもとづいて輸入される 2番目のものである。

最初の 2万5000トンはすでに数週間前に到着しており，第3の2万5000トンも年内

到着の予定となっている。

V 日本とのバナナ貿易一一日本とのバナナ貿易は，フィリピンが上質のパナナ生

産に成功すれば， 5億ベソもの規模の産業になるであろうとの日本技術者の言明に

より，フィリピンの小農たちは未墾地をパナナ園に変えようとしている。なお，フ

ィリピン・バナナ300箱の新しい荷が9月13日に日本に向け発送された。

〔M.B., 9. 24J 

9月25日

V コブ。ラ在庫品の炎上についてココナツ局長声明一一ココナツ局のマノレケス長官

は，アメリカの実業家が保険金を集めるためにコフ。ラ在庫品の炎とに関係したと，

発表した。コプラ炎上事件は，ケソン市のサリアヤおよび、デ、パオ市と，サンボアン

ガ州のデ、ィポログ港およびカマリネス・ノノレテ州のメノレセデス港の沖合に碇泊中の

2隻の外国船上で，起ったと報じられている。

V コプラ価格，回復一一フィリピン・ココナツ局の報告によると， 「業者の中に

100キロ当たり 55ベソと値をつけるものもでできて，コプラ市場に正常に戻りつつ
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ある。」コプラの価格は，国内取引において， 8月に100キロ当たり 58ペソから40ペ

ソに暴落したので、ある。 〔M.B., 9. 25〕

9月 26日

V ポルノ、帰国一一前国連大使ボノレハ（JacintoBorja）は，休暇と協議のため帰国

し，しばらくして新任地日本へ赴任することになった。

V工業会議所，アメリカ商工会議所の L.=L.協定に関する意見に反論一一ーフィリ

ピン工業会議所は政策声明書を発表し，ラウレノレ二ラングリー協定に関する在比ア

メリカ商工会議所の見解を攻撃した。同会議所は，合衆国の政府と国民が真にフィ

リピンの経済発展を援助することに意を注ぐならば，平等待遇条件のない，しかも

フィリピンが他の国ぐにと同様な協定を結ぶことを禁止しない協定が調印されたで

あろうと，強調した。なお，政策声明書の要点は次の通り。

1. アメリカの会議所の提案は，実質的に，フィリピンの政府がこの国の市民

と企業家とを外国の強力な大企業と不平等なたたかいをさせるよう，勧告してい

る。

2. アメリカの会議所の提案は，フィリピンの色怪済部門で完全所有の外国系

子会社として嫁働できるという権限乞外国企業に付与することとなろう。

3. 製造業の成長をもたらすのは平等待遇でなくて為替管理であり，この国の

多くの現存諸産業において先駆的役割を果し創業の危険をおかしたのは外国資本

でなくてこの国の資本であった。

4. 平等待遇は， 「外国投資家たちがこの国に投資のためにもたらしたよりも

かなり多額の利益・利潤を外国に送金する」という彼らの忌むべきやり方を恒久

化し強化するであろう。 1950～60年に，外国資本がフィリピンにもたらした額は

1920万ドルにすぎ、ないが，同期間に海外送金を行なった額は 2億1570万ドルにの

ぼっTこ。

なお，同会議所の声明は，けっして外資の流入をはばむ意図を持っていないこと，

とくに合弁型態での外資の参加を歓迎することを附加した。

V商業会議所， L.=L.協定についての立場を発表一一フィリピン商業会議所は，

ラウレル＝ラングリー協定についての立場を， 9月26日付 Bulletinに発表した。

声明書は，同協定が「われわれにより多くの利益をもたらし，ラウレノレ＝ラングリ

ー協定の諸目的〔フィリピンの工業化と合衆国市場の維持〕を達成してきた（ひじ

ように十分にではないが〕」 とし， この合衆国市場を維持しうる唯一の方法として

協定の再交渉を唱道するとともに，反面，わが国の憲法が修正されないかぎり，わ
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が国の自然資源の開発と公共事業の運営とにおける平等待遇に関する第6条はわが

国家利益と伝統に反し不法なものであって， 1974年以降それを含むべきでないJこ

とを明らかにした。

9月 27日

V トレンティーノ上院議員，平等待遇の延長に反対一一上院の多数派指導者であ

るトレンティーノ（ArturoM. Tolentino）議員は，国民党の大統領候補者のひとり

として，ラワレノレニラングリー協定に規定されている期限（1974年まで〉以上に合

衆国人に対する「平等待遇」許与を延長すべきでないと，のベた。同議員は，この

さい，テーラー（GeorgeE. Taylor）の書を引用し「平等待遇」が所期の経済好況

をもたらさなかったことを強調した。また，外資関係法案を通過させようという政

府首脳部の努力に矛盾のあることを指摘し， 「外資を招入しようとする乞食的政策

のかわりにJ，「外国あるいは外国金融機関からの借款の形での資本を探して」 「わ

が国民がわが国の経済発展を速めることができるような機会を活用しよう」と呼び

掛けた。

9月28日

V大統領，次期大統領選挙に出馬を公式に声明一一マカパガノレ大統領は，第54回

の誕生日にあたって， 「私は再選に出馬する挑戦を受ける」と題する声明書を発表

し， 1965年11月9日に行なわれる選挙に参加することを正式に声明した。この声明

書の中で，とくにつぎの七つの出馬理由を挙げた。

1. 自分の社会経済計画およびこれに関連する土地改革案を実施するに最適な

立場にあること。

2. 汚職・腐敗に対する戦いで成功をおさめていること。

3. 変革の反対者と戦い，大衆に安い米，住宅，仕事，衣服を与えることがで

きること。

4. 再選されれば，さらにもう一度選挙に出馬する意図がないため，政治的配

慮なしに大統領の職責を果しうること。

5. 再選されれば， 「あまりにも多くの政治と政治的確執」のない政治的平和

がもたらされるであろうこと。

6. 一期目は立法機関を支配できなかった以上，自分の計画を完成させるため

にもう一期与えられるべきこと。

7. 大統領としての4年間の経験により， 「わが国民の種々の問題に対する解J
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決策を，より大で無比の能力と有効性とをもって，立案し実施するJことができ

るようになるであろうこと。

V ロペス，国連に信任状を提出一一一ロベス（SalvadorP. Lopez）新国連大使は，

信任状を提出し， 「マカパガノレ大統領の下で、フィリピンがとってはきた外交政策と

軌をーにして，われわれは，東南アジアに起ってきている争乱・紛争の公正かつ平

和的解決にとくに注意を払うであろう」とのべた。

V上院，米不足問題を調査一一一上院のアノレメンドラス（AlejandroD. Almenclras) 

議員を委員長とする農業委員会は， 60万トンの穀物を輸入する政府案についての調

査を開始した。この国民党の支配する委員会は，来年の米不足の予測が時期尚早で

あるばかりでなく，誤っていることを証明しようとするものであり，フェリシアノ

農相，へナレス議長を召喚した。 〔9月12日参照〕

9月29日

l AID長官，小売業法を非難一一合衆国 AID（国際開発局）のベノレ（DavidBell) 

長官は，フィリピンの小売業国民化法を「外国投資のための現在の状況における極

度に不安定をよびおこす要素」であると規定し， 「このような発展が新しい外国投

資を少なくし，現在の所有のあり方に対する重大な関心をよびおこしてきた」と，

のベた。 〔UPI(N. Y.), 9. 30-M. B., 10. 1〕

タ月 30日

V アデボソ，辞意を表明一一経済調整局のアデボソ長官は，緊急雇傭局長官の職

および政府のすべての官職から退きたいむね，大統領に要請した。これは，緊急雇

傭局におけるジープ購入にからむ収賄容疑に関係して出された二度目の要請（一度

目は 9月22日付書簡で）であり，この件についての最初の聴閉会が予定されている

日（10月2日〉に解職されることを要請したものであった。 〔9月8日参照〕

V ロハス上院議員，西独資本歓迎の意を表明一一ロハス（GerardoM. Roxas）上

院議員は，ボンで西独首脳部と，フィリピンと西独との経済関係緊密化の可能性に

ついて協議した。シェーノレ（WalterScheel）経済協力相主催の昼食会では，西独の

実業家と政府当局者に対し，フィリピンの自然資源開発の必要とフィリピンの産業

指導者たちがこの開発にさいして当面している困難とを強調し，西独資本との協力

による開発の可能性について，のベた。
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〔大統領の訪米〕 3日， マカパガノレ大統領は懸案の合衆国公式訪問に出発した（8

月28日参照〉。 2日にわたった米比両国大統領の会談の後に発表された共同コミュニケ

(10. 6）は，会談の内容として次の点を明かにした。第 1に，両国ともに中国を東南

アジア地域における「さし迫った」脅威とみなし， 南ベトナム防衛においてフィリピ

ンが合衆国と全く同調すること。 しかし，フィリピンの防衛体制強化とともに「フィ

リピンに対する武力攻撃が当地に駐屯中の合衆国軍隊および合衆国に対する攻撃とみ

なされ直ちに反撃されるJことが唱えられながらも， フィリピンの南ベトナムに対す

る具体的コミットメントについては何ら推測できない。第2に，合衆国がフィリピン

に対する経済援助を強化すること。土地改草，教育および農業電化に対する援助の増

額と， 1965年における米の追加引渡しに同意した。第3に，合衆国が小売業国民化法

の両国間経済関係に与えるマイナスに懸念を持っていること。

以上の内容は，第3点をのぞいて，大統領が帰国後列挙した「成果8項目Jにも盛

られたが（10.16），反対党のトレンティーノ上院議員が反駁ししたように，いずれも，

具体的にすぐ新しい実効をもたらすようなもので、なかった。たしかに，今回の訪米は，

一般に公表されたものからだけ見るかぎり， 「純粋に親善的な訪問」であった。

〔学生と労働者のデモ〕 しかし，今回の訪米は，フィリピンの国内情勢， さらに随

員の構成を考慮に入れると，重大な意義を持つものと考えられた。両首脳の会談議題

として，次の 3点が当然考えられた。（1）ラウレノレ＝ラングリー協定改訂問題。（2）フィ

リピンの対南ベトナム援助増強（派兵をも含む〉。（3)PL480下での米輸入問題。その

ため，とくに（2）と関連して，大統領訪米は，同時期の南ベトナム援助強化論者ベンダ

トゥン議員を長とする下院使節団の南ベトナム訪問とともに， 北ベトナム政府の強い

抗議の的となった（10.15）。国内では，大統領訪米の前夜，約500人の学生と労働者

によるデモが組織された。デモは，平等待遇（parity）条項の撤廃とラウレノレ＝ラング

リー協定の廃棄を要求して大統領官邸とアメリカ大使館に向い， 11人もの負傷者を出

すという流血事件にまで発展した。

N. B. I. C国家検察庁〉は，このデモを事前通告なしの不法行為であり，インドネシ

ア共産主義者の扇動によるものと断定したが，労働者党（LapiangManggagawa）とウ

トウタノレム（SalihUtutalum）下院教育委員長はこの断定に強く反論した（M.B., 10. 

5, 7, 9）。 どちらの見解をも現在の資料からだけでは証拠づけることはできないが，

国内外の情勢， とくに在比アメリカ商工会議所のラウレノレ＝ラングリー協定について
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の文書（9.18）を契機にしたナショナリズムの活発化と 9月以来の労働運動の昂場を

考慮に入れれば，この「経済的自由行進（EoonomicFreedom March)Jが発生の必然

性を国内に持っていたことは否定できないであろう。

〔ナショナリズムの発展〕 対米依存経済からの脱却を目標とする「ナショナリズムj

への強い傾斜は， 各局面にみられ， 2日のデモはそれらの動きの頂点をなしたものと

言えよう。

第 1に， 9月末から問題になっていた合衆国の大セメント会社（LoneStar Corp. 

of Americaと KoppersInter-American）進出についての公聴会が 1日N.E.C.のt:3

集により開かれたが， その席上フィリピンのセメント工業経営者たちは揃って強硬な

反対の意を表明した。 ManilaBulletinの Forumon Economics欄担当者も，積極

的に反対を叫んだ（M.B., 10. 8, 10, 11, 16）。

第2に，ラウレル＝ラングリー協定に対する反対の声も高まった。在比アメリカ商

工会議所雑誌9月号の論説に対するフィリピン工業会議所の非難（ 3日〉を皮切りに

議論が展開され， 17日には商業，工業，労働関係諸団体が憲法中の平等待遇規定廃棄

と協定再交渉の 2点を統一的に要求することとなった。副大統領，マルコス上院議長

ら国民党指導者も平等待遇権延長にはげしく反対した。

第3に，タニャーダ上院議員の暴露したダパオ開拓地（DavaoPenal Colony）の

Mindanao Friut Co. (United Fruit Co.とフィリピン人との合弁）への貸付計画も非

難の的となった。政府は，これをもってアメリカ資本導入のさそい水としようとした

のであったが， 11月4日ついに破棄せざるをえなくなった。

最後に，貿易市場を合衆国以外に求める動きがみられた。 ソ連経済担当官の発言

(7日〕に端を発した対ソ貿易ば一応棚上げになったが， パルマセーダ商工相はアラ

ブ連合のパーター提案に好意を示し，また， 商工相みずかち長となる貿易使節団のオ

ーストラリア訪問日程がきめちれた （M.B., 10. 31）。

たしかに， U.S.News & World Peportがのべているように，“ultranationalism”

の傾向がみられ， 「米比両国人を驚かすような速度で， 猪疑心と反目とが拡がりつつ

ある。Y しかし，マカパガル政権としては，自己の社会経済綜合計画実現における外

資の役割を重視するがゆえに， とくに米大統領が小売業国民化法に疑念を持っている

現在，外資喪失をも賭して対米依存の払拭はできない。 これば，また，フィリピンの

資本主義発展とも深く絡み合っている。 とこに，フィリピン経済発展におけるディレ

ンマが存在すると言えよう。

牢“A New Worry For the U. S.-Trouble With an Old Ally，” U.S. News & 

World Report, Oct. 12, 1964. 
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1964年 10月1日

Vアデボソの辞表受理さる一一マカパガル大統領は，ジープ購入に関するディオ

クノ（JoseW. Diokno）上院議員の告発の疑いが晴れるまで無期限に経済調整局・

緊急、雇傭局その他すべての職を解かれたいとの， アデボソ（EleuterioAdevoso）大

統領府顧問の願いを受理した。同時に，大統領は，アデボソが自由党の副書記長と

してその職務に専念するであろうと，のペたo

l P.H. H. C.，スト一一P.H.H. C. (People’s Homesite & Housing Corp.，人民宅

地住宅公社）での短期罷業は，リポラダ（RodrigoLiporada）の指導する P.H.H.

C. Progressive Union (Federation of Democratic Workersに加盟）により，公社

側が当組合を認めないことに抗議しておこなわれた。 同公社にはアラオ（Felimon

Arao）の指導する UnitedHomesite Employes & Laborers Ass'n.なるもうひとつ

の組合があり，これとの対抗の中で，ストは激しい様相を呈した。

l Meralco債券，アメリ力金融市場で売出し－Meralco (Manila Electric Co.) 

の6冗パーセント利付1984年 6月 1日償還の債券800万ドルは， White,Weld & Co. 

の裏書をもって，アメリカ合衆国の金融市場に売出された。これにより，フィリピ

ンは，はじめてアメリカ金融市場に登場した。

〔UPI(N. Y.), 10. 2.一一M.B., 10. 3.〕

Vセメント工業についての公聴会一一－N.E. C. （国家経済会議〉は，アメリカの

ふたつの大セメント会社（LoneStar Corp. of America, Koppers Inter-American) 

の進出についての公聴会を召集した。席上， FilipinasCement Corp.のパウティ

スタ（MarcianoD. Bautista）専務取締役は，この国のセメント工業の代弁者として

フィリピン人が二産業を創始しすでに約2億5800万ペソをも投資しているため，「セ

メント工業は外国企業に対し閉ざされていることを宣言するJような確閏たる政策

をN.E.C.に対し要求した。なお， アメリカのセメント会社の進出に対する請願

書が，フィリピンのつぎの諸会社により提出された。

Republic Cement Corp., Apo Cement Corp., Filpinas Cement Corp., Rizal 

Corp., Bacnotan Cement Industries, Universal Cement Co., Mindanao Ce-

ment Co. 

10月2日

円
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V学生労働者テeモ一一約500人の学生と労働者は，この国でアメリカ人に許与さ

れている平等待遇（parity）権の撤廃とラウレノレ＝ラングリー協定の廃棄とを要求し

て，アメリカ大使館と大統領官邸にデモをかけた。デモの激化にともなって，マカ

パガノレ大統領は 5人の学生代表と会談したが，彼ち学生代表がデモ参加者たちに，

大統領はデモ参加者が平等待遇について知らないとのぺ自分たちを侮辱したと幸陪

したとき，さちにデモは激化した。しかし，デモ開始後4時間にして官震の武力の

前にデモは解散した。なお，デモ参加者たちは，マカパガノレ大統領の辞任と次期選

挙でのマルコス（FerdinandE. Marcos）上院議長支持を叫んだ。

10月3日

V大統領， 訪米ー一一マカパガル大統領は， メンデス（MauroMendez）外相はじ

め随員13:i'.'1とともに11日間にわたる訪米の途についた。なお，ヱチャノパ蔵相はす

で、に合衆閏に行っていて，現地で、一行に加わることとなった。

T P. C. I.，アメリ力商工声議所雑誌論説を非難一一P.C. I. （フィリピン l：業会議

所〉の理事会は，全会う交で，平等待遇権の延長と他の外国人に対する互恵的権利

の許与とを主張するアメリカ商工会議所の提案を内容としたその雑誌 (Journalof 

Am. Chamber of Commerce) 9月号の論説を，非難した。フィリピンの会議所は

同会議所が「法律に合致する，あらゆる考えられる方法で，あらゆる考えられる段

階で，フィリヒ。ン人ゐアメリカの権益への経済的屈服を永久化しようとするアメリ

カ会議所の明白な試みに対してたたかう」であろうとのペ，全政府当局者・職業市

民グノレープ・学生団体に対し， 「アメリカ会議所の明らかに侮蔑的な態度に対し精

力的に異口同音に抗議する」ょう呼びかけ，さらに， 「フィリピン＝アメリカ問の

特別関係の完全な検討と平等待遇の即時廃止」を要求した。

T C. C. P.，中央銀行回状第 182号について発言一一c.c.P. （商業会議所〉のム

ニョス（DemetriaA. Munoz）会頭は， 中央銀行のカスティーリョ（AndresCas-

tillo）総裁あての書簡で，同会議所は木材の仕向港における秤量を規定した回状第

182号の目的には同意するがその実施によりとの国の木材業が危険に陥るであろう

と信ずると，のベて，その回状の実施中止と再考慮を要請した。

V米生産者，大統領の「場当り的演技Jを非難一一米・トウモロコシ生産者協会

のモレノ（MarioMoreno）副会長は，マカパガノレ大統領が，米を輸入しなければ貧

之人が飢えるであうという「感情的論議」でもって「場当り的演技（grandstand

play）」をしていると，非難した。同副会長は，現政権がカバン（cavan，籾約44キロ〉

当り 12.50ペソでパライ米を買いあげて生産者を援助しているとの主張に対して，
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米の生産価格が13.50ベソであるとの N.E.C.の是認を対置させ，米の輸入がおこ

なわれば価格の低落がみられ全人口の約40%に達する米作農民の利益がそこなわれ

るとのべた。なお， N.E. C.の60万トン不足の予測の根拠となった数字は収穫期前

の5, 6月に集計されたものであり，そのうえ，それだけによっても10万トンの不

足が予測されるだけであるとものべた。

10月4日

V下院議長代理，ベトナムにおける合衆国の確固たる立場を要求一一ペンダトウ

ン（SalipadaK. Pendatun）下院議長代理は，東南アジアを共産主義から救うために

はアメリカ合衆国が断乎として南ベトナムの現在の戦争に介入することが必要であ

ると，のべた。また，マカパガノレ大統領の現在のワシントン訪問がアメリカの世論

と政府意見を結晶させ「わが東南アジアの隣人Jにおける行きづまり状態にある戦

争を終らせるのに役立つであろうと，付加したo

v労働者党， デモについて大統領に反論一一一LapiangManggagawa （労働者党）

のシド（CiprianoCid）総裁は，マカパガJレ大統領が合衆国へ出発する直前に大統領

府は10月2日のデモについて知らされていなかったとのべたことに対して，事前に

2度大統領に， 1度リンガド CJose B. Lingad）労相に通告したこと， 5日前に労働

者党の 2名の指導者がリンガド労相と協議したこと，デモ直前に労働者党指導者と

労相の使節2名（フィリピン大学労働センターの RamonJimenez理事と Raoul

Inocentes労相補佐官〉と会談したととを指摘して，反論した。なお，国家検察庁の

ノレクパン (JoseLukban）長官がデモを「インドネシア共産主義者の陰謀」に帰した

ことを，非難した。

10月5日

V マカパガJI.,＝ジョンソン会談（～ 6日〉一一一マカパガル大統領は，ジョンソン

大統領と， 2日にわたって，外交問題および両国間の経済問題について会談した。

6日発表されたマカパガノレェジョンソン共同コミュエケによると，両大統領は，「東

南アジアの自由諸国民の自分自身の末来を決定する権利の防衛にあたって行動と目

的とにおける両国間の統ーを維持することを誓いJ, 「南ベトナム国民の側に立つ

意図を再確認して SEATO条約下における東南アジア防衛の約束を繰返しJ，中華

人民共和国が「極東における差迫った脅威Jを与えつつあることに同意した。また，

ジョンソン大統領は， 「フィリピンに対するいかなる軍事攻撃も当地に駐屯する合

衆国軍隊および合衆国に対する攻撃とみなされ直に反撃されるであろう」ことを明
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らかにした。経済面について，ジョンソン大統領は，合衆国がフィリピンの台風被

害者に 2万5000トンの穀物を贈与すること，平和のための食糧計画にもとずいて10

万トンの米を売ること，戦災法に規定されている教育のための特別基金の最大限利

用のため合同委員会を設置することに同意するとともに，フィリピンの小売業同氏

化法が両国間の経済関係をいちぢるしく損なうであろうことを指摘して同法に対す

る合衆国の憂慮を披極した。

なお，共同コミュニケにはもられなかったが，マカパガノレ大統領は， 5日， Nat’1.

Press Clubでの講演で，インドネシア・マレーシア聞の交渉再開の「最低条件」は

ゲリラのマラヤかち撤退であると，のベた。

10月6日

, N. Y. Herala Tribune フィリビン＝マレーシア両国の緊密な関係を要求一一－

New York Herald Tribuneは，その社説で， 「フィリピン人がインドネシア人と

共通の反マレーシア事業をおこなっているとインドネシア人に信じ込ませるのに役

立っているだけのボノレネオ要求権を棄てることをフィリピンに期待する」ととも

に，合衆国の物質的援助の増大のかわりにフィリピンがベトナムでアメリカ人を助

けることができるであろうと，のべた。 〔UPI(N. Y.), 10. 6.一一－M.B., 10. 7.〕

V国家検察庁，デモについて報告一一国家検察庁のノレクパン長官は，首相職務を

代行しているマリーニョ（SalvadorMarino）法相にデモについての報告を提出した

が，この報告の詳細は公表されなかった。したがって，少くとも11名の負傷者を出

したこのデモがインドネシア共産主義者と関係があったという主張を繰返したかど

うか不明であるが，同時にデモに参加した学生団体のひとつである協議会代表連盟

(Conference Delegates Ass'n., Conda）のデモの行なわれ方を非難した手紙の一部

が公開されたところからみると，ノレクパン長官は学生たちに彼らを暴力行為の誤り

にみちびくような共産主義的群衆扇動家たちに注意するよう警告する意図をもって

いると考えられる。

v労働者代表，デモに関して CI Aを非難一一LapiangManggagawa （労働者党〉

のラクシナ（IgnacioP. Lacsina）書記長は， 「合衆国の CIAに対する当地での無

制限活動許可権」がもたらす重大な危険に警告を発して， 合衆国の中央情報局（CI

A）に非難を浴びせた。同書記長は， 2日の経済的自由行進（EconomicFreedom 

March）以来，具体的な証拠を提供することなくあの大行進をインドネシア共産主

者のせいにすることによって民族主義者たちをおどしアメリカ人の平等待遇権に対

する反対を継続させないようにする「周知の CIAの赤狩り技法」を指摘し，さらに
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「わが国の情報官が外国の権益を唱道するために外国勢力により用いられているこ

とは明らかである」とのベた。

V前公共事業相， 中央銀行と外国企業りの結託を非難一一パレンシア（Brigida

R. Valencia）前公共事業相は， 中央銀行が Fesco（ノレーマニア人とアメリカ人とが

中心となっている FarEast Superintendnce Co., Ltd.）との契約のあとで回状第

182号を出してし、ることを指摘し， 中央銀行が税関， 内国税収入局および林野庁の

公務員を信用しないならば彼らからその機能を奪うべきであり，外国人にこの仕事

を託すべきでないと，主張した。

10月7日

vソ連，フィリピンとの貿易を要請一一一ソ連外務省計画経済部のグィクトノレ・ア

ゾフ副部長と貿易経済研究所のクリノレロブ所員とは，ソ連が開発諸国からの熱帯産

品に対する関税を廃棄した (1965年1月1日に発効予定〉ため，ソ連はフィリピン

の輸出産品，とぐに砂糖，コプラおよび、アパカのほとんどを消費することができる

と，のベ，フィリピン人がしなければならないことはモスクワとの貿易関係を樹立

することだけであると，強調した。

10月9日

Vインドネシア・ゲリラの半島からの撤退が三国首脳会談の最低条件ーーカイコ

(Librada D. Cayea）外相代理は，マカパガノレ大統領のプ。レス・クラブでの発言に関

して，インドネシアがマレ一半島からそのゲリラを撤退させないかぎりフィリピン

は3国首脳会談を提唱しないことを，明らかにした。同外相代理は， このさい，

「半島Jは「反論の余地のないマラヤの領土である」が， 「北ボルネオ領において

は，これが反論の余地のある領土であるため，われわれは寛容なのであるJとのべ

Tこ。

10月 10日

V新食糧自給緊急計画一一計幽‘実施局のファベーリャ（ArmandV. Fabella）長

官は，全国総生産の増大の手段として，おもに耕地拡張にたよるよりも，現在の米

・トウモロコシ耕地の生産量を増すための集約農法に重点をおく，政府の新食糧自

給緊急計画の大要を発表した。

TN. E. C.議長，日本人投資家にニッケル鉱開発を提案一一日本政府の招待で来

日した（ 6日間） N. E. C. （国家経済会議〉のエナレス（HilarionM. Henares）議

長は，桜内通産相との 1時間半にわたる懇談のさい，ブ fリピンのニッケノレ資源開
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発にあたってフィリピン人との合弁企業（60対40，日本は40）を設立するため日本

の民間投資を歓迎すると，のべた。 〔UPIC東京）， 10. 11.-M. B., 10. 12.〕

l C. C. P., L.=L.協定について補足メモ一一c.c.P.C商業会議所）は，｜司家経済

会議宛のラワレノレ二ラングリー協定についての補足メモの中で，つぎのようにのベ

た。

わが国の工業は，協定下においても「十分に保護されている」が，「輸出品は，

われわれの解決能力はをるかにこえる諸要因に直面しなければならないであろ

う」から， 「われわれが憂慮すべきは，工業についてよりも輸出品についてであ

る。」

協定は，再交渉されないかぎり， 「満期廃棄の方向に必然的に向かい，われわ

れの輸出品の将来を不確かにするであろう。」

「ラワレノレ＝ラングリー協定下の関税率と割当量が，フィリピンと合衆国双方

の物資に課せられる関税率（20～40%および75～90%）の差が多きく（50%），し

かもわが国の割当量が依然十分に大きい現段階（1962～1967年〉で凍結されるな

らば，この状態は C.C.P.にとって受容れやすいものであろう。」〔M.B., 10. 10.〕

10月11日

v副大統領，平等待遇条項延長に反対一一ペラエス（EmmanuelPelaez）副大統領

は，ラウレノレ＝ラングリー協定の平等待遇権条項を1974年以降延長することに反対

して， 「われわれは，経済的報復をおそれで，完全な独立を維持したいというフィ

リピン国民の全国民的熱望を合衆国が尊重するよう要請することをためらうべきで

はないJと，のべた。なお，スムロング（LorenzoSumulong）上院外交委員長とアン

トニーノ（GaudencioAnto凶no）上院議員も，平等待遇権の延長に反対を表明した。

10月12日

V大統領，合衆国資本をフィリビンへ招請一一マカパガノレ大統領は，サン・フラ

ンシスコで聞かれた世界貿易協会主催の会合で，フィリピンを「アジアコアフリカ

地域における自由のショー・ウインドー」として画き出し，合衆国の実業家たちに

その経済成長に参加するよう呼び掛けた。

〔UPI(San Francisco), 10., 13.一一－M.B., 10. 14.〕

曹予算局長官，財政の不健全を認む一一予算局のシチャンコ（FaustinoSyChangco) 

長官は，上院財政経済委員会の召集した 1万2000の公開クラスの教員に対する給料

未払についての公聴会の席上，現財政状態があまり良くないことを認め，政府支出
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の制限計画が必要であると，のベた。同長官は，現政権が， 1億6200万ペソにのぼ

る内国税収入の減少，約9900万ベソの関税収入減少など，歳入の激減により今会計

年度に約 1億1600万ペソの財政赤字を出し，これにより，すでに中央銀行から借り

ている9500万ペソを考慮に入れると，中央銀行からの法定最高借入額2億ぺソを借

入れなければならなくなるであろうとのべた。

なお， 13日，同長官は，上院財政経済委員会で政府状態が不安定であると証言し

たのではなく，もし国会の承認した支出をすべておこなうならば悪化するであろう

とのべたので、あって，もし選択的に支出されれば状態、は制御しうるものであろうと

証言しただ、けであると，のべたo

v前国家経済会議議長，平等待遇条項に反対に表明一一一ラウレノレ使節団の一員で

あったロクシン（JoseC. Locsin）前国家経済会議議長は，エナレス議長宛書簡にお

いて，フィリピン使節団の中には戦災賠償要求額支払の前提条件であった平等待遇

に賛成したものが「ひとりもいなかった」ことを指摘し， ［もとのベノレ通商法の改

善という意味でひとつの成果」であったとしながらも，憲法の平等待遇条項を「愚

事（absurdity）」と，のべた。しかし，同時に，協定改訂において「急ぎすぎること」

は禁物であると注意を促した。 〔M.B., 10. 12.〕

vパドゥア国家経済会議員， L.=L.協定について戸明一一パドゥア（Eugenio

Padua）国家経済会議員は， 「わが国の全体的福祉がわれわれの行動の唯一の基礎

となるべきである」というマカパガノレ大統領の意見に全面的同意を表明し，ラウレ

ノレ士ラングリー協定についての声明書を発表した。同会議員は，この声明書で，協

定および憲法の条文を援用しながら，協定とくに平等待遇条項の「即時」廃棄の不

可能なことを強調し，われわれの当座の仕事は， 「1965年 1月 1日以前に， 1964年

の条件が協定ののこされている有効期間中，すなわち1965～1974年の間，変更され

ずに継続し適用されるように，割当量および関税率を凍結するために活動する」こ

とであるとした。 〔M.B., 10. 12.〕

10月 13日

v中央銀行，ニューヨークに代理店開設四一一中央銀行は， 「フィリピンに関心を

もっ貿易業者および投資家からの問合せにいっそう積極的にこたえる必要」からニ

ューヨークに最初の代理店を開設した。なお，カスティーリョ総裁は，このさいつ

ぎの 2' 3年間開発計画を賄うために毎年 1億ドル程度を信用の形で獲得したいと

のべた。そのうち，半分以上は合衆国から得られるであろうとのことである。

Vココナツ油のみ合衆国への輸出割当量を達成一一パノレマセーダ（CornelioBal-
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maceda）商工相は， 8月29日現在，ココナツ油だけが割当量358,400,000ポンドを達

成したとの合衆国関税統計局からの報告を受取った。他の産品については，次の通

り。

ボタン

葉巻タバコ

高岡 索

タノミコ

年間割当量

680,000グロス

160,000,000本

6,000,000ポンド

5,200,000ポンド

輸 共量

138,274グロス

9,972,429本

4,861,206ポンド

3,559,345ポンド

〔8月14日のボタン，葉巻タバコ， ココナツ油の年間割当貴は誤り，本項のよう

に訂正〕

V コプラ輸出業者への銀行の前渡金停止一一一ココナツ局のマノレケス（Bienvenido

Marquez）長官は，この国の輸出業者に与えられている契約済みのコプラに対する

前渡貸付を受ける特権が，この国の諸銀行および外国荷受人により停止されたと，

発表した。コプラ輸出業者は，信用状発行と同時に輸出価格の80%，契約書提出に

より95%まで受取ることができたが，契約量以下の積出しという不正のあるため，

この処置がとられたのである。 (9月7甲参照〉

V中央銀行回状第182号の実施， 15日間延期一一中央銀行の政策委員会は， 回状

第 182号の実施 1ヵ月延期を去る 9月15日に決定したが，さらにその実施延期期間

を15日間延長することに決定した。

10月14日

V家内工業への貸付，僅少一一フィリピン開発銀行は1960年以来融資を緩めてき

たが，家内工業へのそれはきわめて僅かであった。開発銀行は1960年2月に家内工

業のために500万ペソを割当てたが，いままでの 2会計年度に開発銀行が供与した

少額貸付は1800万ペソ以上に上りながら家内工業へのそれはわずか19万ベソにすぎ

なかった。前会計年度では， 510万ペソの農業融資の73%が開発銀行により供与さ

れたが，家内工業が受取ったのは 4万2000ペソをわずか上廻ったにすぎなかった。

〔M.B., 10. 14.〕

10月15日

V北ベトナム，フィリピンのベトナム問題介入に抗議一一一北ベトナム政府は，最

高司令部の連絡使節団を通じて，国際監視委員会に対し，フィリピン政府が合衆国

に支持されている南ベトナム政府と「軍事的共謀を深めつつあること」を非難する
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抗議文を手交した。この覚書は，ベンダトウン下院議員を長とする 5人の軍事使節

団が南ベトナムにフィリピンの軍隊を派遣することに同意し自ら軍の指揮をとるで

あろうとのべたこと，マカパガノレ大統領とジョンソン大統領が， 「南ベトナムでの

合衆国の特別の戦争を積極的に援助する」ことを誓った共同コミュニケを発表した

ことを挙げ，フィリピン政府のこのような行動は「ベトナムについての1954年ジュ

ネーブ協定の危険な侵犯をなす」ものであると，のべた。

〔UPI（東京）, 10. 18. M. B., 10. 19.J 

vマルセロ，ス卜終結－9月22日労働者に対する特別手当をめぐっての労働者

側！と経営者側の意見の相異に起因して MarceloRubber & Latex Products, Inc.の

製靴工場労働者の発議によりはじまったストは，終結したo

v輸入線材に対し，反ダンピンゲ法適用一一計画実施局のファベーリャ長官は，

蔵相代理として，この国の鉄鋼業者の抗議にこたえて， 日本から輸入される997ト

ンの線材に対し，通常関税金額，特別輸入税，内国税および他の諸賦課以外にダン

ピング関税を課すことを命じた。これにより，鉄鋼業者の抗議が大蔵省に提出され

た1964年7月10日以降受渡される線材に対し， 日本から直接のに対しては23.92ド

ノレ，香港経由のに対しては28.17ドルのダンピング関税が課せられることになった。

T IMF, 中央銀行からの政府借入額を制限一一ファベーリャ蔵相代理（政策委員

会委員長代理）は， IMFが今会計年度における政府の中央銀行からの借入総額を

1億5000万ペソに限ったことを，確言した。 〔M.B., 10. 1.5.〕

10月 16日

V大統領，訪米の旅から帰国一一マカパガノレ大統領は， 12日間の訪米の旅を終え

て帰国し，その成果として，つぎの項目を列挙した。合衆国は，

1. PL480にしたがって10万トンの米をフィリピンに供与し， また2万5000

トンの米をフィリピン人にまったくの贈与として与えることになった。

2. 土地改革法の実施にあたって援助することになった。とくに，約 1億ペソ

にのぼる戦災補償基金の一部をこのために供与することになった。

3. 種々の特恵をふくむフィリピン人従軍者問題の検討をすすめるための米比

合同委員会の設置に同意した。これは，上の要求を拒否した合衆国政府の決定の

再審を意味するものである。

4. 1億2000万ペソを要する農業電化計画にたって援助することになった。合

衆国の関係諸機関は，この計画が必要とするドノレを集めるのに協力することにな

った。
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5. 砂糖，ココナツ製品，アパカ，木材および鉱産物をフィリピンの主要輸出

諸産業の市場拡大に援助することになった。

6. 米比軍事協定の下でのフィリピンの防衛体制を検討することに同意した。

7. 米比聞の航空協定問題解決のための協議を開始することに同意した。

8. 「フィリピンに対する武力攻撃は合衆国に対する攻撃とみなされるであろ

うと宣言してJ，いかなる外部からの侵略に対しても「ただちに」フィリピンを

防衛するという， 「断乎たる（iron-clad）」保証を与えた。

V国民党，大統領の訪米成果に反論一一国民党の上院指導者トレンティーノ（Ar-

turo M. Tolentino）議員は，マカパガノレ大統領の 8項目の訪米成果に対して，「マカ

パガノレ氏はジョンソン大統領の約束についてのべたが，自分に都合よく巧妙に彼が

ジョンソン大統領に対して約束したことにはふれなかった」とのベ，個々の点につ

いて，つぎのように反論した。

1. 米の輸入。大統領は，それが共和国法第3848号にもとずく30万トンのうち

に入るものかどうかを明らかにすべきである。もしそうであれば，期限が去る 9

月30日であったために違法であり，そうでなければ，大統領は国会に承認を求め

るために提案すべきである。

2. 戦災補償基金。土地改革実施のために用いられると大統領がのべたこの基

金の一部は，教育にあてられていたものから割かれるのかどうか明らかにすべき

である。そうでなければ，補償が個人に支払われるとき，どの部分からその額は

とられるのか。

3. 米比従軍者問題合同委。これが戦後19年にしてはじめて設置されるのは奇

妙である。大統領はこの委員会の機能を明確にすべきである。

4. 農村電化計画。結構なことであるが，精査を必要とする。

5. フィリピンの輸出市場拡大。これは必然的にラウレル二ラングリー協定問

題と絡み合うがゆえに，もっと詳細な報告が必要である。

6. 軍事協定の再検討。再検討はわれわれの求めている改訂を意味しないゆえ

に，たわごと（consuelode bobo）にすぎない。

7. 対比攻撃に対する合衆国の自動的報復，これは何も新しいことでなく，大

統領は国民をまたもだまそうとしたので、ある。

V訪中の新聞記者の旅券取消一一カイコ外務次官は，現政府の政策および現行法

規に違反して中国を訪問した4人の新聞記者 （ManilaTimesのRenatoD. Tayaε， 

Daily Mirr，οrの Calixto S. Fernandez, Jr., Manila ChronicleのHerculesB. 
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Gallego, Evening Newsの SimplicioM. Tolentino）の旅券を取消したと発表し

た。なお， 現在訪中中の ManilaTimesのMaxV. Solivenを長とする 5名の新

聞記者団の旅券も取消されるであろうとのべた。

V伐木業者， 中央銀行回状第182号についての見解を明確化一一フィリピン林業

会議所のマニャラック（GaudencioManalac）副会頭の署名した中央銀行総裁あて

書簡は，つぎのようにのべた。

1. 林業会議所は，回状の原則に反対するものではない。

2. 仕向地での輸出品再秤量は政府機関間交渉の議題であって，輸出業者だけ

の責任とされるべきではない。

3. 丸太とコプラ・ココナツ油と比定するのは誤りである。後者が CIF （保険

料，運賃込み値段，建て〉であり輸出業者が輸出品価格の80%しか受取っていな

いのに対し，前者は FOB（積込み渡し）建てで輸出業者が積荷価格の100%を受

取るのである。

4. 日本政府の秤量結果と中央銀行に登録された秤量結果との差は，日本に到

着した丸太総量の18.3%であり，自然的欠陥や整理に対し林業規則が認めている

許容量（26.90%）内である。

5. 日本と林野庁との秤量法に差がある。

6. 中央銀行の主張するような積出し過剰がない以上， ドルのごまかしもな

し、。

7. 日本は外貨送金に関して厳格である。

8. 中央銀行のラソン (JesusRazon）理事は， フィリピンが唯一の丸太輸出国

であり，諸外国は買いつづけるであろうと考えているが，これは誤りである。イ

ンドネシア，北ボノレネオ，サラワク，ニュー・ギニアが供給しはじめている。

9. 工業化は時聞がかかり，フィリピンの木材加工業はドル獲得源として丸太

輸出にかわることができない。

10.回状のかわりに，政府は林野庁の人員と設備のための予算を増額するか，

丸太秤量のための政府検府検査官を任命するかすべきである。

10月 17日

'L.=L.協定についての立場を統一一一商業・工業・労働関係諸組織は，憲法の

中の平等待遇条項の廃棄とラウレノレ＝ラングリー協定の再交渉とを要求する統一的

立場を採択した。この採択がおこなわれた会議を主宰したのは商業会議所のムニョ

ス会頭であれ工業会議所のデノレガード（AntonioDelgado）会頭が「商業およびそ
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の他のグループの協議会（Councilof Trade and Other Groups）」と呼ばれる連合

組織設立の方向に討論を導いた。

10月18日

V大統領，ダパオ開拓地貸付についての「検討」を命令 マカパガノレ大統領は，

1万3000ヘクタールのダパオ懲役開拓地を合衆国の UnitedFruit Co.に貸付ける

計画があるとの， 民族主義＝市民党のタニャーダ（LorenzoM. Tafiada）上院議員

の非難について検討し報告書を提出するよう，計画実施局のファベーリャ長官に命

令した。

10月19日

v議員使節団，東南アジア旅行から帰国一一ーベンダトウン下院議員を長とする 5

人の使節団は 2週間の東南アジア視察旅行を終えて帰国した。使節団は，マニラ空

港で，共産主義に包囲されている南ベトナムへの援助を増強するよう大統領に要請

する決意を明らかにした。使節団全体としては，南ベトナムへの経済的・医療的・

技術的・行政的援助の提案に限ったが，ベンダトゥン団長は，南ベトナム政府の要

請があれば軍事援助をすることを「100パーセント」支持する用意があると繰返し

のべた。

V合衆国の米， 10月末に到着予定一一大統領官邸は， 10月末以前に 2万8920トン

の輸入米が合衆国から到着すると，発表した。これは，ピノレマ・タイおよび合衆国

からの30万トン輸入米の差額分をなすものであり， PL480の下で輸入されるもので

ある。すでに，ピノレマとタイからは， 27万1080トンが輸入された。

10月 20日

V情報網，インドネシア共産主義者の活動を指摘一一フィリピン陸軍の諜報官

は，インドネシア共産党の外廓組織と手先がとくにミンダナオ島を中心として南部

で活動していること， 100人以上の共産主義者がこの国に浸透してきていること，ラ

ス・パノレマス諸島およびカラケロングのエサングにあるスパイ学校で宮川練された約

60人のインドネシア共産主義者スパイがミンダナオおよびスーノレーのイスラム的諸

州で活動していることを，指摘した。

10月21日

V駐日大使，信任状提出一一新任のボソレハ (JacintoC. Borja）駐日大使は信任状

を提出した。
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V緩慢ではあるが持続的な経済成長一一一パノレマセーダ商工相は，フィリピン経済

の成長が「緩慢ではあるが持続的Jであったと，報告した。同相は， 1964年前半に

おける経済成果について，つぎのようにのべた。

貿易総額は 7億4110万ドノレで、昨年同期より 1億1260万ドノレ増であったが，輸出

産品（砂糖およびコプラ〉の価格低落により 2億6100万ドルの赤字となった。こ

のうち，第 1位は合衆国が依然として占め（ 3億2980万ドノレ， 14%), ついで日

本が第2位を占めた C1億7100万ドノレ〉。 ヨーロッパ共同市場とのそれも増とな

った。投資総額には増加がみられた。新規投資額は，昨年同期の56万ペソに比し

て， 9090万ペソであり， 62%増となった。

v蔵相，中央銀行回状第182条について妥協案作成に着手一一中央銀行政策委員

でもあるエチャノパ蔵相は，仕向港における輸出木材の再秤量を要求している中央

銀行回状第 182号実胞に対する製材業者および外国の輸入業者からの強い反対を考

慮して，外国の港での秤量にかわる王確で‘効果的な秤量法を審議するために11人か

ら成る委員会を設置した。回状の停止期聞が10月31日で切れるため，この委員会に

は1週間の審議期聞が課せちれた。なお，同相は，前日（20日〉の製材業者全国大

会の席上で，日本の通産省による過去5年間の輸入木材量記録（86億平方フィート〕

とこの国の記録（71億平方フィート〉どの差を指摘しながらも，個人的見解として，

回状が「製材業の葬式」をもたらす可能性があると，のべた。

10月22日

V大統領，サパ問題の国連への提議中止を命令一一メンデス外相は，マカパガノレ

大統領の命令により，ロベス（SalvadorP. Lopez）国連大使に対し，サパ要求権を

次の国連総会で論議するというフィリピンの計画についての行動を一切差支えるよ

う訓令した。ロペス大使が，サロンガ (JovitoSalonga）下院議員を長とするサパ問

題委員会の訓令がなかったにもかかわらず，フィリピンは国連総会にサパ討議を要

請するであろうとのべたという，ニューヨークからの報道が入ったからである。

T Meralco，電気料金30%値上げ申請一一－Meralco (Manila Electric Co.）は，一

般家庭用電気料金を29.8%値上げすることを許可されたいむね，公共事業委員会に

申請した。商業用および、工業用電気料金については，一般家庭用ほど値上げしない

ため，新料金により Meralcoの収入増は12%を超えないとのことである。値上げに

ついて， Meralcoのアベーリョ（EmilioAbello）社長は，「設備，原料，労賃，租税

などの現在の高価格により， Meralcoの周知の高水準サーピスを維持するために新

料金が必要となる」と，のべた。
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V蔵相，免税特権許与についての調査委を設置一一エチャノパ蔵相は，最近国会

を通過した免税法の実施による効果と税収減少について調査する委員会を任命し

た。この委員会の任務はつぎの通り。

1. すべての現行免税法の要覧を作成すること。

2. 免税が政府の収入に与える影響じ免税諸法の実施にともなう税収減少と

を確定すること。

3. 来年1月に召集される国会に提案する必要な補正法案を勧告すること。

4. 蔵相の命ずるような他の業務および調査をおこなうこと。

なお，蔵相は，最近， 56の工業企業体に与えちれた免税特種を停止し，免税特権

違反のかどにより，いくつかの刺繍工場の輸入許可を取消した。

曹日本政府， D.8. P.への借款供与を考慮中一一日本政府は，日本輸出入銀行がフ

ィリピン開発銀行に対し来年の機械類購入のために300方Fノレないし500方ドルの借

款をおこなうという案を，好意的に考慮している。

〔UPI（東京）， 10. 22.一－M.B., 10. 23.〕

10月24日

v民族主義＝市民党議員，学生デモを賞揚一一民族主義＝市民党のタニャーダ上

院議員は， CentroEscolar大学での講演で， 2日のデモについて，マカパガル大統領

がラウレル＝ラングリー協定，平等待遇権，小売業国民化法についての明確な見解を

表明していない以上，学生たちは共同参集する権利をもっていると，のペた。との

さい，同議員は，暴力が非難されるべきであるとのべながらも，共同行動の判断に

あたっての重要事は暴力行為があったかなかったで、はなくて，共同行動が何のため

におとなわれたか，それがどういう問題を提起したか，それがどのような原則を主

張したか，それらはこの同にとって良いことであったのかないのかであるとのベた。

V金融引締，継続一一中央銀行のカスティーリョ総裁は， 「経済に対する執劫な

インフレ的圧力が弛緩の徴候を示すにいたるまで」中央銀行の現在おこなっている

金融引締政策をまったく弛める意向をもっていないと，のベた。同総裁は，銀行信

用が1964年の最初の7ヵ月聞に 9億5000万ペソ増加したことを強調し（1963年年間

7億9500方ペソ増加〉，通貨量の縮小はおもに「国際準備における圧力Jに起因す

るものであると指摘した。 1964年における外貨受取額は 7億8100万ドル（前年比 1

億3000万ドノレ増〉に達したが，支払額の増加が 1億6700万ドルに達したため外貨の

受取超過額が赤字に転じたのである。
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10月 25日

外相，サパ問題についてマレーシア非難一一メンデス外相は，ラーマン首相がフ

ィリピン側を「要求権をもてあそんでいる」にすぎないと非難しこのためこの問題

についての会談を破棄すると声明したのに対して， 「マレーシアの覚書が検討中で

あるあいだにフィリピンに食ってかかるという奇妙な習慣」について抗議声明を出

した。なお，フィリピンのサパ問題委員会の長であるサロンガ下院議員も，この問

題を国際司法裁判所に提訴するというフィリピンの立場は1963年初めのロンドン会

議以来不変なものであり，委員会は何ひとつ新しい条件を提示したことはない，と

のべた。

10月 26日

Vマレーシア，サパ問題でフィリビンに反論一一マレーシアは，メンデス外相の

25日の非難を論駁した。 UPIによると， Abdul Rahman Yaacob司法次官は， 予

備会談が開始される前にフィリピンは問題を国連に提議したと，のべた。

10月 27日

Vサパ問題について両党外交諮問会議一一一マカパガル大統領は，大統領官邸に両

党外交諮問会議を召集し，協議の上，サパ要求権を国際司法裁判所に提訴する立場

を堅持することに決定して，マレーシアが提唱したパンコクでの両国会談を開催す

るか否かはマレーシアの去就にゆだねることにした。

V マルコス上院議長，平等待遇権延長に反対一一マルコス上院議長は，平等待遇

権の1974年以降の延長を拒否し， 「いかなる口実の下であろうともフィリピン人の

世襲財産をこれ以上譲渡することを禁止する」超党派政策の採択を強く呼びかけ

fこ。

Vダパオのバナナ栽培計画を擁護一一計画実施局のブァベーリャ長官は，クやパオ

懲役開拓地の一部（7000ないし8000ヘクターノレ〉を農工業バナナ・プランテーション

に変える案についての報告をマカパガノレ大統領に提出した。報告要旨は次の通り。

1. 賃借入は， UnitedFruit Co.ではなくて，フィリピンの会社（フィリピン

人投資家と UnitedFruit Co.との合弁会社〉である MindanaoFruit Co.であ

る。

2. Mindanao Fruit Co.は，開拓地改良と開拓地移動とのためにそれぞれ370

万ペソずつを支払い，借地料も報告されていた上うな年15万ベソでなく， 33万

1500ペソないし55万ペソである。

q
u
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3. 国民経済に莫大な利益がもたらされるであろう。

4. 借地期間は比較的短かい25年である。

5. ミンダナオ開発公社には大統領布告により 1万0778ヘクターノレの所有権が

移されるが， Mindanao Fruit Co.に貸付されるのはわずか7000ないし 8000へク

ターノレである。

6. この国のパナナ産業の中核となるような好適な自然条件のゆえに，この開

拓地が選ばれた。

7. 計画から生ずる利益を広く及ぼすために，政府は，債券資本で800万ペソ’

現金資本で400万ペソにのぼる MindanaoFruit Co.へのフィリピン人の参加を

裏書きするであろう。そのほか， 日本の FarEast Fruit Co.に600万ペソの投資

機会を与えるが，それは小単位でフィリピ・ン市民に転売されるであろう。

〔M.B., 10. 27.〕

10月28日

vサパ首相代理，フィリビンのサパ領有に対し警告一一サパ州の HarrieBin 

Mohammed Salleh首相代理は， フィリピンが国際司法裁判所によりこの州の領有

を認められようとも， 「われわれはそれを受諾しないであろう．．．．暴動が起るであ

ろうJと，のべた。 〔UPI(Jesselton), 10. 28.-M. B., 10. 29.〕

V農業教育に対する世銀最初の融資一一世界銀行のウッズ総裁とロムロ（Carlos

P. Romulo）前駐米大使との聞で世銀がフィリピン大学に対しその農学部拡張のた

め600万ドルを融資する文書が署名された。なお， これは， 世銀が教育分野でおこ

なう最初の融資である。 〔UPI(Wash.), 10. 28.一一－M.B., 10. 29.〕

V商工相，アラブ連合とのパーターに好感一一パノレマセーダ商工相は，フィリピ

ンの砂糖 (1万3万トン〉，食用ココナツ油（5000～1万トン〉，工業用ココナツ油

(1000～3000トン〉，アパカとアラプ連合の米とパーターしたいとのアラブ連合の

正式申出を好意的に考慮することを勧告した。

V丸太秤量について新規則一一マカパガノレ大統領は， 中央銀行回状第182号によ

って惹起された伐材業の反対にこたえてエチャノパ蔵相を長とする委員会が作成し

た「妥協J方式を受取った。これによると，農業・自然資源相が輸出丸太の秤量を

規制する新法規を公布することになり， 中央銀行回状第182号の実施は 1965年 1月

1日にまで延期されることになった。

10月29日
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V国連で，中国と南阿に対する反対行動を要請一一ロペス国連大使は，エノレ・サ

ノレパドル代表とともに，中華人民共和国の非人道的行為を総会の議題とするよう要

求した。また， ヒメネス（PrivadoJimenez）国連大使は， 11ヵ国人種差別（apart-

heid）委員会で，南アフリカにおける人種差別撤廃に世界の世論を結集するよう国

連によひ、かけた。 〔UPI( U. N. ), 10. 30.一一－M.B., 10. 31.〕

V大統領，物価下落を誇張一一マカパガノレ大統領は， 10月15日現在でおこなった

計画実施局の国民経済についての報告にもとずいて，価格の下落と「きわめて、満足

できるJ生産指数を現政権の大きな成果として発表した。しかし計画実施局の主張

は控え目なものであり，消費者物価指数については， 8月の136.7から 9月の136.1

に下がったととを指摘し， 「重要なことは低落の量ではなくて，これがフィリピン

の物価指数の低落した1964年最初の時期であるととであるJとのべたにすぎず，昨

年について 8月の123.4から 9月の127.9への増大を指摘しながらも，それが今年よ

りも低いことには注意しなかった。

10月30日

v上院農業委，ダパオ開拓地貸与に反対一ーダノサ懲役開拓地の現地調査をおこ

なった上院農業委員会は，計画中の保留地のアメリカの企業への貸付が「非良心的

な行為」であると，のべた。アノレメンドラス上院議員をはじめ委員たちの意見では，

Iヘクターノレ当り30ペソでの貸付は「実質的な譲渡（virtualgive-away)Jであり政

府に財政的損失をもたらすであろうとのことであった。

10月 31日

v合衆国から輸入米到着一一共和国法第3848号の下で合衆国から調達された 1万

2500トンの米がマニラに到着した。フェリシアノ (JoseFeliciano）農相によれば，

これは将来の米不足に対処するためにPIA80の下で購入された7万5000トンη一部

である。

FD 
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1964年 11月 1日

, PLDT，ストに突入－PLDT（フィリピン長距離電話会社〉の約2000名の従業員

は，ストライキに入った。自由電話労働者組合（FreeTelephone Workers Union) 

のサンチェス（ManuelP. Sanchez）組合長の声明によると，団体交渉の拒否， 8時

間労働法違反，従業員に対する不当解雇・処分などをふくむ会社側の不正労働行為

が理由とのことである。

11月2日

vサパ排出義会，フィリビンの要求権を拒否一ーサパチ｜蟻会は，全会一致で，州民

が選挙された代表を通じて「マレーシア加盟を最終的に決定した」以上，フィリピ

ンとそのサパ要求権についていかなる討議にもこれ以上参加しないよう中央政府に

要請する決議を採択した。 [UPI (Jesselton). 11. 2.-M. B., 11. 3.〕

Vハーテンドーブ追放訴訟却下さるーーアントニーノ（GaudencioAntonino）上

院議員がアメリカ商工会議所雑誌のハーテンドープ（A.V. Hartendorp）編集長に

対してその雑誌5月号の論説に関連して起した訴訟は，国外追放局により却下され

た。理由として，同編集長が用いた“steal”の意味がアントニーノ上院議員の主張

するような悪意あるものでないこと，彼のこの固に対する功績が大であること，彼

の先妻・後妻・子供がすべてフィリピンであることが挙げられた。

, NAWASA，ストに突入－NAWASA（水道下水公社）の約3000名の労働者は

マカパガノレ大統領が約束を果さないことを主な理由として，ストに突入することを

決定した。大統領は井泉部門の解雇された労働者を維持するために毎月 4万ペソの

支出を約束したが， NAWASA労働組合のロペス（DonatoLopez）組合長によれば，

1回だけ 4万ペソが予算局から支払われただけで， 2度と支出されていないとのこ

とである。

V農相，米の増産について言明一一フェリシアノ (JoseFeliciano）農業・自然資

源相は， 1963年の米生産高は1955年よりも約24%増を示し，過去10年間の年平均増

加率が2.6%であったとのベた。農相は，同時に，現政権が「自給状態をもたらす

ために年増加率を少くとも 5%にすることを目的としている」ことを明かにした。

11月3日
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V外相，北ボルネオ人の自由尊重を表明一一一メンデス（MauroMendez）外相は，

サパ州議会によるフィリピンの要求権非難にこたえて，フィリピンのサパ要求権の

是認が植民地的意味での主人の交替を意味するものでないと、のべたo

vダパオ開拓地貸付につき上院農業委調査 上院農業委員会は，ダパオ懲役開

拓地のミン夕、ナオ・フルーツへの貸付問題を調査するため，ファベーリャ（Armand

Fabella）計画実施局長官および計画実施局の職員2名を喚問した。このさい，同委

員会は，計画実施局がフィリピン政府にダノヰオ開拓地をエナイチッド・フルーツ社

へ貸付けるようにさせてしまったことを示す一書簡を示し，個々の欠点について明

らかにした。

V政府，中央銀行から限度額まで借出す一一政府は，経常支出のため中央銀行か

ら1300万ベソを借入れ，それまでの中央銀行に対する負債 1億3700万ペソに加えて，

IMFが課した最高限度借入額1億5000万ぺソまで借出した。これは5日エチャノパ

(Rufino G. Hechanova）蔵相により発表されたが，そのさいラ同蔵相は， 7月 1日

に始まった新会計年度の最初の 4ヵ月間に内国税収入局の収入が予算額より 110万

ベソ増であり，関税収入も減少しかけていたが先週から増加しはじめたことを指摘

して，楽観的な見解を示した。なお，同蔵相は政府紙幣発行権限を与えている共和

国法第245号の存在にもふれたが，政府はこの権限を行使する意向を持合わせてい

ないとのベた。 〔M.B., 11. 6.〕

V軍隊の名称、をフィリピン語に変更一一一フィリピン軍参謀総長サントス（Aefredo

M. Santos）中将は，軍組織に関する現在の英文名称をフィリピン語に変更すると，

発表した。その主要なものは以下の通り。

（旧）（新）

Armed Forces of the Philippines -Sandatahang Lakas ng Pilipinas 
(A. F. P.) (S. L. P.) 

General Headquarters (G. H. Q.) 一一一PangkalahatangPununghimpilan 
(P. P. H.) 

Philippine Air Force (P. A. F.) 一一－HukbongHimpapawid ng 
Pilipinas (H. H. P.) 

Philippine Navy (P. N.) 一一一HukbongDagat ng Pilipinas 
(H. D. P.) 

Philippine Constabulary (P. C.) 一一一HukbongPamayapa ng Pilinas 

(H. P. P.) 

〔M.B., 11. 3.〕

v実業界，特別国会を要求一一国際商工会議所フィリピン会議を代表して， リム

(Manuel Lim）会長は，マカパガノレ大統領宛書簡で，特別国会が経済関係立法だけ

を審議することになるならばそれは大いに望ましいと，のベた。同会長は，国会の
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審議事項をつぎのものにかぎるべきであるとした。

1. 投資奨励法案。

2. 金融引締り状態、を緩和する諸方策。

3. 密輸を取締る諸法案。

4. 輸出許可手続を簡略にする法案。

5. 石油試堀に従事する者を援助する，共和国法第3098号第四節を改訂する下

院法案第8623号ο

6. 鉱業投資に対する制限を除去する，会社法第13節（5〕を改訂する法案。

7. 資産売却所得税を撤廃ないし減額し，資産売却所得の意味を定義しなおす

法案。 〔M.B., 11. 4.〕

1 1月4日

V大統領，ダパオ開拓地貸付を破棄一一マカパガノレ大統領は，ダパオ懲役開拓地

のユナイテッド・フルーツ社への貸付案を却下して，現在懲役開拓地により占めら

れている全地域を開発計画地域から除くことを前提として新しく交渉することを命

令した。これは，閣議の完全な諒承を得た。 しかし，同時に， レイエス（Virgilio

Reyes）新聞関係秘書官は， 「経済開発のためにきわめて必要とされている外国資本

をひきつける政府の努力をさまたげているj として反対党を告発する声明を出し

7こO

11月5日

vサパ州首相， メンデス外相発言を批難一一一サパ州のスティーヴンズ（Dato

Donald Stephens）首相は， サノリト｜民が「フィリピンに属したくない」意向を明瞭

に示し「われわれがマレーシア内にあって自由であり同様に自由であろう」以上，

3日のメンデス外相発言は明かに「侮辱」であると，のべた。

〔UPI(Jesselton), 11. 5.-11/l. B., 11. 6.〕

vフク団指導者，最高裁に上訴一一フク回の指導者で5月21日逮捕されたラパ

(Jesus Lava）は， 1957年制定された反破壊活動法の効力を問う訴訟を最高裁判所に

提起した。彼は， i司法は事後法（ex post facto law）であり，共産党が合法的に構

成された政府を非法手段によってくつがえす運動をおこなっているかどうかを確か

めることなくして非合法にしたために私権剥奪法（billof attainder）であるとして

いる。

V計画実施局長官，インフレ傾向を警告一一一計画実施局のファベーリャ長官は，
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先週の報告要旨発表にあたりマカパガノレ大統領が画き出した明るU、情勢とはほど遠

い月例報告書を提出した。これによると， 9月ににおける一時的物価上昇傾向の停

止は，貿易収支の悪化と会計年度中の最近赤字額 1億9000万ベソの見込とを控えて

いるためヲインフレ傾向の停滞を示すものと誤解されてはならない（同長官は触れ

なかったが，米輸入による米価下落に負うところが多い〉。このため，「事実としてヲ

毎年最後の 2, 3ヵ月における物価の季節的騰貴が消費者物価指数を上昇にみちび

くにちがいなく」， インフレ抑制のための金融財政政策は変更されるべきでなく，

他方， 「税収法の通過」が望ましいと，された。

’P. C. I.，政府の外国企業との契約について調査を要請一一－P.C. I. （フィリピ

ン工業会議所〉は， 「平等待遇（parity）が1974年7月3日に失効する以上ラそのよ

うな〔政府と外国系の鉱業・農業企業との間で結ぼれた， 1974年以降にまで期間が

延長される〕契約には， 1974年7月3日でもって鉱業・農業分野における外国系子

会社は，フィリピンの鉱業・農業資源の採堀・利用・開発がブィリピン市民と資本

のすくなくとも60%がフィリピン市民に保有されている会社とだけに許されるとい

う憲法の規定の適用を受けるであろうことが明記される必要があるj として、以上

のような契約を調査することを要請した。

11月6日

’労働者党書記長，現政権を批判一一労働者党（LapiangManggagawa）のラク

シナ（IgnacioP. Lacsina）書記長は，平等待遇，ラウレルニヲングリー協定ラ小売

業国民化法に関連しての現政権の「隷従的乞食的後退的j態度と、最近のダパオ開

拓地の悪名高い合衆国への貸付計画とを指摘して，現政権が大いに自慢していた「平

和革命jを「反革命」に変形していることを非難したc

1 1月7日

Vアバ力関係使節団，大統領にその成果を報告一一エチャノパ蔵相を団長とする

アパカ関係使節団は，合衆国がアパカ在庫を即時処分しないとL、う確約を取付ける

のには成功したが4700万ポンドの繊維処分期間を10年にわたらせることには失敗し

たと，マカパガノレ大統領に報告書を提A出した。合衆国の意向で；土アパカ処分期間

は5～7年にしたいとのことであった。

v日本のコブラ輸入量増加一一ーフィリピン・ココナツ局のランヂ、Jチョ（Macario

Landicho）調査部長は， 10月26日東京での日本の通産省職員との会議をもとにして，

日本のコプラ輸入量は1962年以降年々増加してきていると， マルケス（Bienvenido
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A. Marquez）長官に報告した。 1963年に日本は 10万7250トンのコプラを輸入した

がラそのうちフィリピンから輸入したのは 4万1189トン（39%）で， 8411トンを太

平洋諸島から， 7844トンをマレーシアから， 4537トンをソロモン群島（パプア〉か

ら， 3635トンをインドネシアから輸入した。 〔M.B., 11. 7.〕

11月 8日

v上院外交委員長，基地協定の再交渉を要請一一一国連総会出席のため合衆国にい

る上院のスムロング（LorenzoSumulong）外交委員長は，いくつかの法律的問題が

未解決のままになっているためフィリピンが不利な立場におかれていることを指摘

し，さらに合衆国に交渉の用意があることに注目してヲ軍事基地協定の再交渉を開

始するよう政府に要請した。

なお，同委員長は，以前，クラーク基地はじめ在比合衆国軍事基地をアジアその

他の地域における軍事行動の基地として使用するさャには合衆国はフィリピンと協

議する義務を負っているという立場をとったことがある。

V公共事業相，政府所有地の売却権を要請一一一アパード (JorgeA. Abad）公共

事業相は，公共事業法案が国会を通過しなかったためにひき起された財源不足を補

なう目的で，マニラ首都圏内の遊休政府所有地を売却する特別の権限を与えられる

よう，国会に要請した。

11月9日

l NAWASA労働者ラ 自発的に職場復帰一－NAWASA（水道下水公社〉の労働

者はラ裁判所の中止命令なしに，裁判官の公正な判定を信頼して，これ以上公共の

利益を損なわないために職場復帰を決定した。これにより 5日間にわたるストは終

結した。なお， ロベスを指導者としシド（CiprianoCid）のフィリピン自由労働組

合連盟に加盟している NAWASAの組合は，マカパガノレ大統領の約束が守られるこ

とを要請した。

l P. L. D. T.ストに対し職場復帰命令一一一産業関係裁判所は‘ P.L. D. T. （フィ

リピン長距離電話会社〉のスト決行中の1300人の組合員に対し，職場復帰を命じた。

同裁判所は，同時に会社側に対し，労働者の要求の一部を満たすための労賃増額分

約50万ペソを直ちに支払うよう命じた。

V大統領，開拓地貸付案を復活一一大統領官邸は‘ 「バナナ協定（bananadeal）」

が悪意ある宣伝のあとで否認されたため外国資本がおどされ追い出されようとして

いることを指摘して，その復活をもう一度正当化しようと試みた。レイエス新聞関
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係秘書官は，声明文の中で，政府の社会経済5ヵ年計画を進めるため， 「この国の

資本の活動を補うためにフィリピンに対し外国資本および外国資本を引きつけるよ

うな好環境をつくり出す努力の一部として」なされたユナイテッド・フルーツ・バ

ナナ計画が反対派のために破棄され，外国資本が逃げ出した以上， 「この同i士、一

般民衆を犠牲にして少数の勢力者に利益を与える社会主義的政府企業体制へ辺反り

しなければならなくなるかもしれない」とのベた。

’法務庁，新聞記者のパスポート事件棄却を裁判所に要請一一一法務庁は『ヰl[Ji］へ

の旅券を外務省に発行させようとする， Manila Chronicleのピカノレド（Percival

Picardo）記者の提訴を棄却するよう，第一審法延のペレス (JesusP. Perez）判事に

要請した。法務庁の意見では，新聞記者に外交関係のない国への旅券を拒否するの

は外務省の権限内のことであり，新聞記者の自由は絶対的なものでないことは明ら

かであるというのである。 〔M.B., 11. 9.〕

V大統領，政府の外国企業との契約の審査を命令一一マカパガル大統領は，政府

が外国企業との間で結ぶ重要な経済的契約をすべて大統領に勧告する前に審査する

よう， N.E. C. （国家経済会議）に命令した。 N.E. C.のエナレス（HilarionM. 

Henares. Jr.）議長は，大統領に契約の適切な審査を確約するとともに，政府が外国

資本を歓迎する分野を確定し「フィリピン市民からその経済についての優越権をう

ばわない外国援助を一切歓迎する」時期が来たと示唆し，つぎの分野を合弁企業に

することを提案した。

1. 魚肉缶詰業（フィリピン資本60%)

2. 自動車製造業（この国の原料使用率85%まで，フィリピン資本30%)

3. 工業用化学製品の製造（フィリピン資本40%)

4. 米・大豆加工業（フィリピン資本60%) 1 〔M.B「 11.-9.J 

, Dole操業により米穀生産低下一一パインアップノレ生産に広く従事しているDole

(Philippines) Inc.の操業のために，以前の穀倉ミンダナオにおける米・トウモロコ

シ生産は半分以下に減少した。前に米やトウモロコシ栽培がおこなわれていた農地

約8000ヘクターノレを借地・購買して，この企業が操業しはじめてから， PNS通信

員の確かめたところによると， ミンダナオにおける米・トウモロコシの生産は月産

60万袋からわずか25万袋に低下した。

〔PNS(Gen. Santos), 11. 9.-M. B.‘11. 10.〕

11月 10日

Vオーストラリア市場開発の試み一一パノレマセ］ダ（CornelioBalmaceda）商工
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相は，ほとんど12対1というようなフィリヒ。ンに不利な貿易収支を示すにいたった

オーストラリアとの貿易の輸出入差額を狭めるための「売込（selling）」使節団の団

長として，オーストラリアへ向った。同相によれば，この段階でオーストラリア市

場に食い込むことのできる輸出品目は，アカシアの彫刻，器物など家内工業製品で

あるとのことである。

11月 11日

’米比，軍事援助について協議一一ベラルタ（MacarioPeralta）国防相をはじめ

とするフィリピンの国防・軍関係高官は， JUSMAG〔米軍事顧問団〉のテイコン

(Avelin Tacon, Jr.）少将らと，軍事援助協定について，ブオート・アギナノレドで秘

密裡に協議した。詳細は不明であるが，これを第 1回として一連の会議が開かれて

11月30日にマカパガル大統領に対して報告がなされるとのことである。

V 日本賠償調査団句離比一一7日訪比した藤田久治郎賠償審議官を団長とする日

本賠償使節団は，イリガン，ラナオの諸工場， UnitedGlass Corp., Filipinas Cement 

Corp.など，賠償による施設を利用している諸工場を調査して，この国の経済にお

ける日本の賠償のはたした役割を「きわめて印象的なもの」と評価し，サイゴンに

向けて離比した＝

V ニュージーランド貿易使節団一一一東南アジアへのニュージーランド貿易使節団

は，ホンコンから最後の訪問先のフィリピンに着いた。使節団は14日までこの国に

滞在の予定であるが，そのアダムズごシュナイダー（L.R. Adams-Schneider）団長

は，この国に滞在中に100以上の契約を使節団員が結ぶであろうこと，フィリピン＝

ニュージーランド聞の貿易が来る数年間に大いに拡大されるであろうとの確信を使

節団が持っていることを，明らかにした。

11月 12日

vココナツ油の輸出増大？ コプラの輸出減少一一Philcoa（ココナツ局〉のマノレ

ケス長官は， 10月におけるココナツ関係輸出実績について，つぎのような数字を挙

げた（各品目について上段は輸出量一一単位英トン，下段は輸出額一一一f.0. b.，単

位ドルを示す〕。

1963年10月 1964年10月 増加率（%）

ココナツ i由（
18,499 20,839 12.64 

4,657,660.18 5,295,126.79 13.69 

コプラ食品（
17,192.86 21,735,09 26.42 

1,164,219.87 1,353,329.83 16.24 
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フ
112,070 94,865 -15.35 

一一 19,049,053.60 16,425ラ971.55 -13.37 

乾燥ココナツ（
7,327.12 6,054.80 -17.36 

2,016,802.92 1,738ヲ725.4'.1 -13.79 

ココナツ炭（
98.42 19.68 -80 

6,050 1,200 -80.16 

11月 13日

v政府，電気料金値上げに反対一一政府は，法務庁を通じて‘数週間前公共事業

委員会に提出された Meralco(Manila Electric Co.）の電気料金値上げ申請に関し

てラそれが「不合理で一過度な」だけでなく「公共の福祉に反するj として，反対の

態度を明らかにLた。

11月 15日

甲 P.N. B.総裁，金融緩和を支持一一P.N. B. （フィリピン国立銀行）のレクト

(Rafael S. Recto）総裁は，世界旅行から帰国し， 「選択的基準にもとずく金融緩和

の動きを支持する」との声明書を出した。同総裁はラその中で， 「とくにこれらの

L大衆に必要な物資を生産する〕諸産業をもっと多くの操業資金で援助する時が来

たj とのべ，そのような援助を受けるに値する産業としてラ食品加工業，農業牧畜

産業および低廉な織物生産業をあげた。なお，同時に，同総裁はラ旅行中に取決め

た国際的金融取引について，つぎのものを挙げた。

l. シカゴ，ニューヨーク，ボストンの主要銀行から得た 3～5年の信用1500

万ドル。

2. Banque de Paris et Pays-basから P.N. B.の投資子組織 NIDC（産業

開発公社〉に対する，フランスおよび、共同市場の資本財輸入を支持するための「信

用枠（framecredit）」 1000万ドノレ。

3. スイスの資本財輸入に対し融資される「信用枠」 1000万スイス・フラン。

11月 16日

l Meralco，電気料金値上げの理由を列挙－Meralco(Manila Electric Co.）の

アベーリョ（EmilioAbella）会長は， 1965年 1月から電気料金を約30%値上げする

ことを申請した理由として，つぎの 3点を挙げた。

1. 投下資本に見合う公正な利潤を得るため。同会社の資産は約4億6300万ペ

ソにのぼる。

2. 来る10年間に実施される拡張計画に対する追加投資のための資金を獲得す
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るため。この計画によると，設備講入費8億4000万ペソラ資本補充費2億4000万

ペソが必要である。

3. 合衆国および東南アジアの近代都市における電気料金と比較すれば，申請

中の料金は「公平かつ公正」である。

Vマニラ市でジープニーの実験的一部禁止一一約1200名のジーフoニー運転手の抗

議ストによりもたらされたかなりの混乱の中で，日曜・休日をのぞく 15日間，マニ

ラ市の 4つの主要道路および4つの主要橋梁でのジープニーの運転を禁止するとい

う実験的措置が開始された。

Vアルベルト下院議員，中国の国連加盟に賛成一一自由党のマニラ選出アルベル

ト(JustoR. Albert）下院議員は，合衆国よりも広大で，南米の半分以上， ヨーロ

ツノfとアフリカとの 4分の 3をも占める面積に居住し，世界人口の 4分の 1にあた

る人々の直接かっ積極的な参加なしにアジアの重要問題が解決されえないことを指

摘して， 「個人としては共産国の国連加盟に賛成である」と‘のべた。しかし，同

時に， 「これは国氏党中国の世界機関からの自動的追放を意味するものでなく」

「自分は国連内にふたつの中国が存在することに賛成する」とつけ加えた。

「1W.B., 11. 16. J 

vオーストラリア小麦粉に対しダンピンゲ関税一一エヂャノパ蔵相は，この国の

製粉業者を保護するためラセモリナ粉をのぞく、オーストヲ 1）アから輸入される小

麦粉にダンピング関税を賦課するよう，命令したc

11月 17日

干ビルマと予備通商会議一一デ・レオン（MedinaLaι：son de Leon）商務次官を

長とするフィリピン代表団は，第7凶 FAO地域会議に出席のため訪比したピノレマ

のイエ・ゴウン（YeGoung）中佐（農林次官〉を長とする代表団と予備通商会議を

もった。席上，デ・レオン次官は，フィリピンがピルマから米を買付けることにな

れば，フィリピン側の出超になっている貿易傾向が逆転するであろうことを指摘し

たュイエ・ゴウン中佐は，近い将来にフィリピシヘピルマの貿弘使節団を派遣する

よう，政府に勧告すると，のべた。

1 1月 18日

vマングラブス上院議員ヲ自由党から脱党 ーマングラプス（RaulManglapus) 

上院議員はタ大統領宛書簡において，「1961年11月のわれわれの勝利以来，自由党が

われわれの公表したフ。ログラムの諸目的に反する行動をなしてきていることは明白
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になってきている」とのべて，自由党から脱党することを明らかにした。同議員は，

ベラエス現副大統領，マナハン（ManuelManahan），ロドリゴ（FranciscoRodrigo) 

両上院議員とともに，今は解党してしまった大連合（Grand Alliance）の創建者の

ひとりであり，“PartidoFilipino，，と名づけられる新しい第三党の結成を計両して

いるとのことである。

vフィリビン＝オーストラリア貿易協定成立一一一10対 1の不均衡でオーストラリ

ア側の出超になっている現状を打開するのに役立つと考えられる。フィリピン二オ

ーストラリア貿易協定は，パノレマセーダ商工相とオーストラリア外国貿易省のカー

モディ（A.T. Carmody）次官との間で調印された。この協定のおもな内容は次の

通り。

1. 両国は，両国間の貿易を拡張する一般的貿易原則を遵守すること。

2. 両国は，両国双方の生産物に最恵国待遇を適用すること。

3. 両国は，両国の伝統的貿易相手国 フィリピンは合衆国，オーストラリ

アはイギリスおよび英連邦諸国 に対し現在許与している特別関税を例外と認

めること。

4. 一国からの輸入が他国の経済均衡を破るおそれのある場合は，両国ともに

必要な措置をとる権利を有すること。

〔UPI(Canberra), 11. 19. Jlv1. B., 11. 20.] 

11月 19日

T P. C. I., PLOTの外国企業との結び付きを非難一一一P.C. I. （工業会議所）は，

PLDT （フィリピン長距離電話会社〉が設備材料調達の大部分を外国系会社から仰

いでいることを非難し，その調達を公開の競争入札によりおこなうよう，公共事業

委員会に要請した。

11月 20日

'P. C. I.，合衆国の貿易特恵の必要を強調一一一P.C. I. （工業会議所）のデ、ルガー

ド（AntonioDelgado）会頭は，フィリピンがもはやアメリカ市場を必要としないと

いう印象を作りだ、すのは会議所の意図に反することを明らかにした。そして，同会

議所はフィリピン人にとって不利な条項を更改する目的をもってラウレルニラング

リー協定を再交渉することに賛成であると，のベ，とくに，現行特恵関税を基礎に

して協定を1974年以後lこまで延長することに賛意を表した。しかし，同会頭は，フ

ィリピンに有利な貿易特恵を延長するための条件として，憲法中の平等待遇条項を

〔M.B., 11. 19. 

延長することに同意することは絶対にできないと，強調した。
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11月21日

Vスウェーデン会社，合弁の相手会社を求む－N.E.C.のエナレス議長は，フ

ィリピンに約115万usドノレの乾ノξン（crisp bread）製造工場設立の共同協定を締結

するようなフィリピン人の会社を求める旨の書簡を，スウェーデンのAktiebolaget

Noed-Svea社から受取ったことを，発表したo

, N. E. C.の農場プロジェクトー－N.E. C.のエナレス議長は， N.E. C.がミン

ダナオに合弁形態、（比60，米40）で年約10万トンの米と50万トンの大豆を生産する

農場をつくるプロジェクトを討議し，大統領に勧告する意図をもっていることを，

明かにした。 〔lvf.B., 10. 21.〕

11月22日

vマルコス，国民党の大統領候補に指名さる一一国民党の大統領候補指名全国大

会は21日にひらかれたが， 22日の決戦投票でマルコス（FerdinandE. Marcos）上院

議長は，ペラエス副大統領を777対444で破って，正式に大統領候補に指名された。

なお，副大統領i院補には， ロペス（FernandoLopez）上院議長代理が全会一致で承

認された。

1 1月23日

Vベンダトゥン下院臨時議長，南方の強化を要請一一ベンダトゥン下院臨時議長

は，カガヤン・デ・オロでミンダナオ，スーfレー両島の軍民指導者たちに対して，

両島に居住するすべての外国人，とくに中国人とインドネシア人との数の調査を要

請し，また，南方諸島における「聞かれた裏門」を保護するためミンダナオに臨戦

体制を整えた軍隊を組織するよう提案した。 〔Philかj)ineHerald, 11. 24.〕

11月 24日

V鉄道組合，ストを通告一一フィリピン国有鉄道の労働者1000名以上は，管理当

局の不正労働行為に抗議して，労働省にストを通告した。組合側は管理当局を次の

諸行為で批難した。

1. 悪意をもった交渉。

2. 解雇組合員の復職拒否。

3. 常時必要とされる職場についている臨時雇員の解雇をおこたっているこ

と。

4. 国有鉄道の運輸部門で働いている従業員に対する差額給与の未払。

5. 組合に支払われるべき金額の未払。
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6. 駅務員に対する住宅手当復活の拒否。

7. 組合員の血縁者の雇用拒否。

11月25日

V裁判所，政府の新聞記者旅行制限権を擁護一一ペレス判事は，第 1審法廷で，

ヒ。カlレド記者の中華人民共和国へ行くための旅券許与の提訴について， 「わが国の

政府がきわめて強固な反共産主義政策をとってきている」以上，外務省は中華人民

共和国への旅行（たとえ新聞記者であろうとも〉を規制する権限を持っているとの

判決を Fした。

V蔵相，輸出奨励法制定を考慮中一一一エチャノパ蔵相は，第 1回鉱物資源開発シ

ンポジウムと第11回鉱山保安会議との閉会昼食会の席上，輸出奨励に関するすべて

の現行法規および諸政策を法律にまとめあげる必要についてのべ，実業家，輸出業

者，工業家，商人に対し，自分とともにただちに輸出奨励についての国策を練りに

かかるよう要請した。

l1月26日

'N・E.C.，合衆国のセメント会社の進出を拒否決議一一－N.E. C.のメンパー13

名は，前例のない全員一致で，セメント工業への外国資本の進出を阻むべきである

と勧告することを決議した。エナレス議長は，これを大統領に伝え， 「フィリピン

人は彼から自分自身の経済事情に対する優越権を奪わないような外国の援助をすべ

て歓迎するであろう」，「フィリピン人は経済発展の主要な受益者であるとともに主

たる決定者である」とのべた。 〔λ1.B., 11. 26.: 

11月27日

V 中央銀行，金融引締継続一一中央銀行のカスティーリョ（AndresCastillo）総

裁は，経済安定に対する脅威が依然として存在しており，現行の金融引締が撤廃あ

るいは緩和されればいっそうその脅威が大になるであろうと，警告し，現在の政策

が年を越えてまでもちこされるであろうと，次のようにのべた。

l. 輸出額20%留保計画は，議会が政府提出の輸出税法案のような，代りにな

りうる「ディスインフレ」方策を通過させるまで，存続させられるであろう。

2. 中央銀行の一定限度の支持によって為替レートを3.90ベソ＝ lドルに固定

しえた流動レート制度は，ベソに対するもっと現実的なレートを決定する努力の

一部として継続されるであろう。
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11月28日

V自由党全国大会，マ力パガJレを次期大統領候補に指名一一マカパガノレ現大統領

は，自由党全国大会において，自由党の次期大統領候補に指名された。しかし，副

大統領候補の問題について議場は混乱し，以前から副大統領候補と想定されてU、た

ピリャレアル（CornelioVillareal）上院議長が「われわれはロハス（GerardoRoxas 

上院議員）を欲する」との怒号の中に憤然退場し，候補の決定はロハスの発議によ

り全国委員会に委ねられるにいたった。こうして，同委員会は，ロハス，ピリャレ

アlレ， セブー市長オスメーニヤ（Sergio Osme凸a），下院議長代理ベンダトゥン

(Salipada K. Pendatun），駐米大使レデスマ（OscarLedesma）のあいだから選ぶこ

ととなった。

T N. E. C.，関税率変更の大統領令公布を勧告－N.E.C.のエナレス議長ほ，

大統領が拒否した法案の代りになる関税率変更のための政令の基礎として用し、られ

るべきものとして， 100項目の勧告を大統領に提出した。同議長によると， 上の勧

告は「明らかに関税改正原案が国策に反するような特殊ケース，あるいは，法によ

り与えられている大統領権限が関税率の増減について一定の制限を附した特殊ケー

スをのぞいて」 「議会の意向を十分にくんだ」ものとのことである。関税率低下を

勧告された品目のなかには，松根油，亜麻仁油，カーボン紙があり，逆に増加を勧

告された品目のなかには，アルミ線，電池用酸化物，鋼線，認印っき指輪，果物の

加工品，壁タイノレ，ガラス？家具の鍵が含まれた。

11月30日

v前軍人の団体，南ベトナムへ義勇兵派遣を提唱一一一南ベトナム視察団（1υ吋ユら

成る〉の団長であったフィリピン予備将校団（Reserve0伍cersLegion of the Phil.) 

の会長ゴレス（Ernest Golez）少佐は，記者会見の席上，フィリピン予備将校同と

フィリピン在郷軍人連盟（VeteransFederation of the Phil.）とが，チャン・パン

フォン首相とテーラー米大使とに送った決議にある通り，いまでも共産主義者とた

たかうために両団体からの義勇兵32万を派遣する用意があると言明した。

’N. E. C., Namarcoを通じてのセメン卜の無関税輸入を決議一一－N.E. C.は，

外国系セメント会社の進出阻止を決議してまもなく，現在の建設資材不足を補うた

めにセメントを無関税で輸入することを要求する決議を採択し，大統領に勧告した。

そして， N.E.C.は，セメント製造業者とともに，（1）現在の不足を補うために，（2)

消費者の利益を保護するために，政府機関である Namarco （交易公社〉を通じて

セメントを無税で輸入する計画作成にとりかかった。なお， N.E.C.の計算によれ

〔M.B., 11. 28.〕
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ば， 1965年のセメント需要は3600万袋，供給は3400万袋であるが， 1966年には需要

4000万袋に対し供給5000万袋， 1967年には需要4500万袋に対し供給7100万袋， 1968

年にはそれぞれ5100万袋， 9500万袋になるとのことである。 〔M B., 11. 30.〕

T C. C. P.副会頭，会議所に対し日比条約の検討を要請一一C.C. P. （商業会議

所）のタンブンティング（JoseP. Tambunting）副会頭は，フィリピン上院によっ

て日比友好通商航海条約の批准がなされていないために暫定協定作成を目的とした

N.E.C.のエナレス議長の訪日により，さらにラウレル＝ラングリー協定について

の議論によって，日比条約案の検討が必要になったことを指摘し，その検討を要請

する会議所理事会宛書簡の中で，つぎのようにのべたc

「われわれがアメリカ資本による経済的支配を防ぐためヲ平等待遇（parity）に

対しあまりにも忙がしくたたかっているあいだ，われわれは，同じ危険が他の源

から投げかけられているのに気がつかないで、きた。その危険は，平等待遇ほどの

ものではないが，わが国の経済的独立にとって重大な脅威なのである。」

同副会頭は，とくに，両当事国が資本あるいは技術の相互導入を阻まないことを

規定した条約案第5条じ製品輸入の阻止・制限を禁止した第3条第3パラグラフ

に注意をうながした。 〔M.B., 11. 30.〕
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〔大統領選挙戦の開幕〕 11月下旬，国民・自由二大政党は，それぞれ，正副大統領

候補指名のための全国大会を開いた。候補者乱立状態の国民党からは， 4月末に自由

党を脱党したマルコス上院議員が，決戦投票の結果ようやくべラエス副大統領を破っ

て大統領候補に指名された（11.22）。他方，自由党は全会一致でマカパガノレ大統領の

再出馬を決定したものの，副大統領候補指名にあたっては議場の混乱まで惹起し（11.

28), 12月5日になってロハス上院議員に決定するというような状態であった。さら

に，かつてペラエス副大統領らとともに大連合党を創建したマングラプス上院議員の

自由党脱党・第三党結成の意志表示もあり（11.18）＊，選挙戦の正式開幕とは言え， 1 

年も先の大統領選挙の勝敗を云々するには確定しえぬ要因が多すぎる。ニ大政党のそ

れぞれの性格はきわめて援昧であり， しかも，歴史的にみて両党間の構成員の移動は

わが国では想像しえぬほど頻繁である。「現行の選挙のすすめ方と候補者たちの偽善と

は，民主主義のとりでを強化するための最良の材料となるような代物ではない。それ

らは破壊の車にほかならぬ」という論評が新聞紙上に見られるのも故なしとしない状

態、なのである（H.R. R. Villanueva, "The Tragedy of Philippine Election”， M.B., 

22. 9〕。

〔難行する「植民地Jからの脱度〕 上のような政治情勢にもかかわらず，国民大衆

が経済自立を求めていることは疑問の余地がない。だからこそ，現マカパガル政権も

「貧困とたたかうための社会経済発展5ヵ年計画」を立てたのである件。

マカパガノレ大統領は，大統領候補受諾演説において，野党の執劫な妨害にもかかわ

らず， 1963年末に「満足すべき貿易収支」が得られたこと，各部門での生産が増大し

たことなどを挙げ，現政権の成果を誇示した（M.B. 12. 3, 4）。もちろん，これは，

1963年12月から貿易収支が悪化し金融難が叫ばれ出した以上，割引して考慮されなけ

ればならないが， パノレマセーダ商工相も，「1965年のフィリピン貿易概観Jで， 1964

年の入超を認め1965年も入超を続けることを予測しながらも，入超をもたらす生産財

の輸入が結局はフィリピン経済に繁栄をもたらすという楽観論を披漉した。（12.24) 

しかし， ファベーリャ計画実施局長官のインフレ傾向を警告した月例報告書（11.

5），輸出税法の制定をも待たずに輸出奨励策として中央銀行が輸出額20%留保制の一

部緩和したこと（12.1），シチャンコ予算局長の支出削減勧告 (12.6）の中に，経済

政策の破綻の一端をうかがうことができょう。この根源について，経済評論家JoseE. 

Romero, Jr.は，「（a）わが国と合衆国との経済的特殊関係により規定されている保護
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関税の傘の下で，わが国の完成品，半製品の輸出に関して，合衆国市場に継続的に依

存していること。（b）わが国の外貨獲得に関してほとんど一次産品であるこ，三の農産

物あるいは原料の輸出に継続的に依存していること」を指摘してフィリピン経済を「植

民地的」と規定してU、る（DisturbingTrends In Foreign Trade，＇’ M. B., 21. 14）。

〔ふたつのナショナリズム〕 植民地経済からの脱却のため，精力的に行動してきて

いるのは，フィリピン工業会議所を中心とする民族資本である料＊。かれらは， 11月は

じめの外国企業へのダパオ開拓地貸下げ案の大統領による破棄につづいて，合衆国系

セメント会社のフィリピン進出阻止（11.26），フィリピナス・セメント会社の設立な

どいくつかの成果を挙げ，フィリピンの自立産業の発展に寄与している。政府もオー

ストラリアと通商協定を締結したり（11.18），イギリスとの経済関係の緊密化を計っ

たり (12.13, 17），比韓貿易会談を聞く (12.15～22）など貿易市場の多角化による

フィリピン資本の自立化をすすめている。なお， この一連の動きの中で，フィリピン

商業会議所副会頭の日比通商条約再検討の要請（11.30）は，日本のフィリピン経済に

対する脅威に注意を喚起している点で，注目すべき動きである。

ところで，ナショナリズムは最近急速に拡大の傾向を示してきている。 10月2日の

「経済的自由行進」はこの傾向の端緒であった。 11月25日クラーク米空軍基地で鉄屑

を集めていたフィリピン少年の米兵による射殺事件， 12月13日スピク米海軍基地での

漁民射殺事件を契機にち民衆のナショナリズムは燃え上り， 12月27日のアンヘレス市

での3000人の抗議集会に発展し，年を越えていよいよ激化しつつある。

質的な差はあれ，これらナショナリズム＝反米運動の 2潮流，とくに後者に対し

て，経済発展をアメリカ資本導入に依存させ（11.4, 9）南ベトナムへの義勇兵派遣

を検討中でさえある（11.23, 30: 12. 4）現政権はなんらかの形で対決せざるをえな

いであろう。 1965年は、大統領選挙の年でもあり，現政府にとって険しい年であろう。

＊その後この動きは新聞紙上で見るかぎり，まったく進展していない。

料選挙戦は「実際に，個人と権力の単なる追及のためだけにおこなわれているので

ない。形づくられつつある顕著な論点は経済的ナショナリズムである。」（Augusto

Caeser Espiritu，“Economic Nationalism, A Growing Poll Issue, M. B., 12. 1) 

＊＊＊「わが国の苦悩している社会・経済的社会を‘層動的進歩的な経済に変える謙虚

な試み」をしているのは， PhilippineChamber of Industriesの「気高い勇気あ

るメンバーである。」 (Emmanuel Q. Yap, Chamber of Industries Deserves 

Support，” M. B., 12. 18) 

＊＊＊＊これに関連し，フク聞の動きの活発化も， 12月24日の治安体制強化命令の中に

読みとれよう。
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1964年 12月1日

vロハス，副大統領候補として有力一一一ピリャレアル（CornelioT. Villareal）下

院議長とセブー市のオスメーニャ（SergioOsmefia Jr.）市長とは， 自由党の副大統

領候補指名戦に出ないことを決め，これによりロハス（GeradoRoxas）が副大統領

候補に指名される可能性は大となった。

v中央銀行，輸出に対する20%留保制度を一部廃棄一一中央銀行は，新しい回状

第 182号を発してち 1962～63年に取引額が 200万ドルを超えなかった輸出品目に対

して20%留保制度を適用しないこととした。これにより留保条件をまぬがれるもの

は， 1962～63年の輸出のわずか4%にすぎないが，各方面で，完全自由化の第一歩

として歓迎されたc なお，伝統的な輸出品目であるコプラ・砂糖・木材などの農産

物は，恩恵をこうむらないがヲいままで国内向けであった石油製品・肥料・セメン

ト・家内工業製品などの輸出は伸びるものと予期される。

12月2日

V政府，第4特別国会開会を断念一一マカパガノレ大統領は，税増収のための措置

を決定するため第4特別国会の召集を考慮してきたが，野党（国民党）の最高政治

会議（councilof state）ボイコットのため，ついに第4特別国会召集の計画を破棄

した。国民党指導者は，国会が聞かれれば自分たちはマニラにしばられることにな

るのに，大統領はその問再選をめざす選挙運動のため全国を廻ることができるとし

て，強固にJ反対したので、ある。なお，自由党員だけの最高政治会議は，借入れによ

り賄なわれるべき事業項目も国内外で募集されるべき債券の額も明確に定めなかっ

たが，つぎのことを認めた。

1. マニラ市およびその郊外の水道下水公社による改善計画に必要なドルを賄

なうために，共和国法第1000号の下での権限の行使。

2. 最新の公共事業法である共和国法第3846号中一般基金の下で現在認められ

ている諸事業計画に対する，債券による資金提供。

3. 濯概・電化・公共事業・運輸通信事業計画のための，諸共和国法で認めら

れている借入・保証権限の利用。

12月4日
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v政府，南ベトナムへの義勇兵派遣を検討中一一カイコ（LibradaCayea）外務次

官は，記者会見の席上，南ベトナムにおける反共産主義的努力は，現在のところ主

に合衆国の肩にかけられているが， 2ないしそれ以上のアジア諸国の「積極的参加J

があればずっと効果的になるであろうとのべ，政府がフィリピン人義勇兵を南ベト

ナムに派遣するという案を考慮、中であると明言した。ごれはヲ義勇軍派遣案が政府

により承認されていることを示した最初の公的発言であるc

12月5日

V ロハスを自由党の副大統領候補に決定一一180名から成る自由党の全国委員会

は11月27日の大会の意向を体して，ロハス（GerardaRaxas）上院議員を副大統領に

することに全会一致で決定した。上院議員候補名簿作成については，予想、に反して

これをおこなわず，臨時党総裁であるマカパガノレ大統領を長とする執行委員会に委

ねた。

12月6日

V予算局長，予算削減を大統領に勧告一一シチャンコ（FaustinaSy Changca）予

算局長は，すでに行き詰った財政状態をこれ以上悪化させないための方策として，

全政府部局に対する財源割当を 5～10%(3000万～6000万ペソ）削減することを，

大統領に対し勧告した。大統領官邸の発表によれば，マカパガル大統領は， 7日現

在この案を検討中とのことである。

12月8日

v商工相，ア力シア・力ピスの輸出禁止を意図一一パノレマセーダ商工相は，アカ

シア材とカピス殻の香港および日本への輸出を禁止することが得策であることを決

定するために公聴会を召集することに決めた。この決定は，国産品の海外での競争

力を増すための方法として家内工業従事者が提出した請願をもとにしてなされたも

のである。

T R.C.A.，米販売を12月28日で中止一一一RC.A.（米・トウモロコシ局）のフェリ

シアノ（JaseY. Feliciana）長官は，共和国法第3848号の規定を遵守して， 12月29日

以降R.C. A.は米を販売しないと，発表した。そして，すべての R.C. A.支所・出

張所に対しこのむね命令した。

12月9日

V ロドリゲス国民党総裁死去一一国民党総裁であるロドリゲス（EulagiaRadri-

-( 156）一 - 72 -



フィリピン

guez, Sr.）上院議員が死去した。 マカパガノレ大統領は，同氏の偉大な功績に敬意を

表して， 16日までの聞を国家的服喪期間とする宣言を発した。同氏の死去により，

フィリピン政界の「旧時代」は完全に終った。なお，国民党内では， トレンティー

ノ（ArturoM. Tolentino）上院議員が臨時に党総裁の地位につく模様であるが， 16

日の葬儀後，委員会（junta）は全国監事会（directorate）に党総裁の選出を行うかど

うかも決定させる模様となった。ノ

V外相，マレーシア問題についての新会談を提案一ーメンデス外相は，国連総会

での政策演説において，マレーシア，インドネシアラフィリピン 3国が総会の会期

中にニューヨークで国連大使聞の非公式会談を開くことを示唆した。しかし，マレ

ーシア側は，ラーマン首相とラザク副首相の口を通してインドネシア・ゲリラの撤

退が先であると主張して難色を示した。また，マレーシア，インドネシア両国の国

連大使は会談への招請がなされれば本国に訓令を求めるであろうと，のベた。

なお，同外相は，同じ演説の中で，中華人民共和国の加盟に強く反対を表明し，

ベトナム問題については「フィリピンは，北部からの共産主義的侵入と浸透から自

らを防衛する努力をしているベトナム共和国を，できる限り要請のあり次第援助す

る政策をとっている」とのベた。 〔UPI(U. N.）、12.10. λ1. B., 12. 11.J 

曹融資・投資審議会，優先産業を決定一一一計画実施局のマパ（PlacidoL. Mapa, 

.Tr.）長官代理は，融資・投資審議会（Loans& Investment Council）が優先産業の

評価という仕事をほとんど完成したと，発表した。そのリストは，後日，最終決定

のため計画実施局に提出されることになるがヲその選択基準の主要なものは次の通

り。

l. 当産業が新しし、輸出製品を生産しなければならないこと。

2. 当産業が現在の輸出を多角化しなければならないないこと。

3. 当産業が輸入代替産品を生産しなければならないこと。 〔A王 B.,12. 9.〕

12月 10日

V フィリピナス・セメント会社発足一一フィリピナス・セメント会社（Filipinas

Cement Corp.）は，マカパガノレ大統領およびその夫人列席の下に，創業式典を挙行

した。 この会社の現在の生産能力は日産 1万6000袋であるが， 拡張計画によれば

1966年 4月までに日産4万6000袋となるとのことであるc

v法相，外国人経営の食堂について裁定 マリーニョ（SalvadorL. Mari白o）法

相は，資本金5000ペソ以下の外国人所有にかかる食堂がそこで加工しない食品を販

売することは小売業国民化法により禁止されていないとのべて、去る 9月24日の商
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工省回状と異なる見解を示した。 〔λムB.,12. 10. :i 

12月 11日

, 90日閣の伐採権を廃止 フェリシアノ CJose Y. Feliciano）農相は，マカパガ

ノレ大統領の命令にもとずいて，伐採権を与えられた者が継続的に仕事ができるよう

にするための一時的措置であった90日間の伐採権許与の停止を指令した。同農相に

よれば，農林相は今後つねに 2～20年間の長期伐採権を許与することになろうとの

ことである。

12月 12日

l P. L. D. T.，電話使用料を来月から値上げ一一P.L. D. T. （フィリピン長距離電話

会社〉は，拡張計画実植のため去る 7月公共サービス委員会により認可された通り，

商用電話については現行よりも47%ラ住宅用電話については40%の値上げを来月か

ら実施する。 P.L. D. T.のスポークスマンによると，新料金は次の通り。

1. 二股の住宅用電話使用者は，現行の月12ペソの代りに，月 16.80ベソを支

払うことになる。

2. 単独の住宅電話使用者は、現行の月16ベソに対して，月21ベソを支払うこ

とになる。

3. 商用電話の使用者は，現行の月24ペソに対して，月35ペソを支払うことに

なる。

なお， P.L. D. T.の拡張計画は， 4万の新設・三股電話の単独電話への切替，電

話本線の敷設・ケーブル化を含むもので， 1億0200万ペソの投資を要するものであ

る。 〔M.B., 12. 12.: 

l P.C. I.など PLDT二力ナダ借款協定！こ反対－RadioElectronics Headquarters 

(Rehco）と FeatiIndustriesはP.C.I.（工業会議所〉とともに， P.L. D. T. （フィ

リピン長距離電話会社）とカナダとの間の借款協定に強い反対を表明した。三者が，

会議所のリチャウコ（AlejandroLichauco）政策・調査部長を通して，公共千ーピス

委員会に提出したところによると，反対理由は次の通り。

1. 当協定は， P.L. D. T.の設備供給者をカナダの供給者（「P.L.D. T.の支

配的外国系株式保有者」である GeneralTelephone & Electronics Corp. の子

会社〕に限定しそれによりその施設・設備を競争的条件で入手することをでき

なくしているために，公共の利益に反する。

2. P. L. D. T.の設備費は直ちにその使用料に影響を及ぼし加入者の負担にか
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かわるため，公共の利益は， P.L. D. T.がその資本財をもっとも低廉な価格で入

手することを要求する。

3. P. L. D. T.の使用料値上げが認可されたばかりである以上，P.L. D. T.は，

公共に対して最小限，十分な配慮と熱心さとを示L，加入者に対して P.L. D. T. 

がカナダから入手しようとしている施設・設備はそれ以上低い価格で、他のどこで

でも入手できないことを確証しなければならない。

4. P. L. D. T.が使用料値上げの危険を冒していることを考慮に入れると，

P.L.D.T.のドル支払を最小限にすることが必要でありラこれは， P.L. D. T.が

国内の供給源をもれなく当ることによってのみなされうる。

なお，この反対にもとずいて，公共サービス委員会は次の月曜日にこの問題につ

いて公聴会を聞くこととなった。 [A王 B.,12. l2.〕

12月 13日

Vクエンコ新保健相任命 マカパガノレ大統領は，カニョス（RodolfoCafios）保

健相の後任としてクエンコ（ManuelCuenco）セブー州知事を新しく保健相に任命

したことを発表した。

’セブー市長，自由党に加盟一一一マカパガル大統領は‘セブー市のオスメーニヤ

市長と13人の市および州職員の自由党加盟を認め，オスメーニャ市長を自由党セプ

ー州支部の臨時支部長に任命した。大統領は， この任命とクエンコ保健相の任命

とにより，当地の二大政治派閥一一オスメーニャ派（Osmenistas）とクエンコ派

(Cuenquistas）の同盟を固め， 40～45万の票間めをおこなったのである。

Vイギリスの会社，パルプ工場設立を意図 フィリピン・アパカ生産者輸出業

社連合会のピリャヌエパ(JoseK. Villanueva）会長は，イギリスの WhimpeyPulp 

& Paper (Engineering & Construction) Co. of Londonが， その代理者 Paci凸c

Agricultural Suppliers, Inc.を通じて，アパカ繊維を原料とて用いる最初のパルプ

製紙工場の設立に関心を持っている旨を伝えてきたと，発表した。

12月 14日

TN. E. C.，林業技術者養成計画を認可 N.E.C.のエナレス議長は，ロス・パ

ーニョスのフィリピン大学林学部の教師集団の増強と訓棟学科の拡大を目的とする

N.E.C.＝合衆国（A.I. D.）共同の計画のために100万8638ペソ（内 N.E.C.の直接

支出は15万3325ベソで残額はフィリピン大学経常費から間接支出）を支出すること

を認11Jした。なお，この計画のための合衆国の支出は，約5万5000ドルと見積もら
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れている。 〔λ1.B., 12. 14.J 

12月 15日

V比・韓貿易会談始まる一一ーフィリピンと韓国との間で，韓国に不利なフィリピ

ンとの貿易アンパランスを改善するための会談が開始された。これは， 1961年2月

に結ぼれた貿易協定について1963年2～ 3月におこなわれた会談のつづきをなすも

のである。 [UPI （ソウノレ）， 12. 15.-1',1. B., 12. 16.1 

なお，比韓貿易は次のような数字により示される。

1962 

1963 

1964( 1～10月）

輸出（韓国への） 輸入（韓国からの）

13,144,000ドノレ

12,177,000 グ

5,655,000 グ

321,000ドノレ

570,000 グ

〔M.B., 12. 21.〕

, P.A. Lリ増資を決定ーー－P.A.L.（フィリピン航空）は，緊急重役会会議を聞き，

現在の株主に一株あたり一新株を11ペソで売ることにより，資本金を倍増して2400

万ベソにすることを決定した。

V商工相，セブー港の自由貿易地帯化を暗示一一一パノレマセーダ商工相は，セブー

港の視察を終えて，同港の混雑を避けるための拡張改良の必要を強調するとともに，

拡張されたセブー港が，輸入部品・輸入原料を用いるフィリピンの輸出品の世界市

場における競争性を増すために，自由貿易地帯にされる可能性を示唆した。

CM. B., 12. 15.〕

12月 17日

V織物業救済のための省問委員会設置一一フィリピン織物工場連合会のブエンカ

ミノ（DelfinBuencamino）を長とする代表団とエパリェ（TiburcioS. Evalle）工務

次官代理との会談のあと，前者の主張したように国内需要の72%も充たしている，

とくに合衆国と日本からの古着・ボロ切れ輸入 (1961年の 5万3000ドルから1964年

には 600万ドルに激増した）の増加止より破綻に直面しているこの国の織物業を救

済する方策を検討するために，商工省技術部のサフラ（UrbanoA. Zafra）部長を長

とする委員会が設置された。外務省・関税局・ N.E.C.・計画実施局・中央銀行・

大蔵省から各 1名ずつの代表から成るこの委員会に対し，パノレマセーダ商工相は，

できるだけ早く会合を聞き，必要な措置をとるように指令した。

’イギリスの肥料会社，フィリピンの協同者を求む一一ロンドン駐在のサントス
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(Francisco J. Santos, Jr.）商務官は，イギリスの CornishManures, Ltd.がフィリ

ピンの信用のおける肥料会社と提携協定を結び、たい意向を持っている旨，パノレマセ

ーダ商工相に報じた。 〔M.B., 12. 1又〕

12月 18日

V外相，基地問題で合衆国大使と会談一一一メンデス外相は，合衆国のプレア（Wil-

liam McCormick Blair, Jr.）大使を外務省に招き，最近のアメリカ軍基地における

フィリピン人射殺事件を含む新しい諸問題について会談した。席上，同外相は，行

政権・労働条件・その他の諸問題も含めて1947年の米比軍事基地協定を改訂する必

要を強調した。他方，同大使は， 1964年だけでクラーク基地から 564個の爆弾と多

くの航空標示灯が盗まれたこと，スビク海軍基地から 1万ポンドの繋留鎖が15も盗

まれたことを挙げて，フィリピン人射殺は正当な措置であると主張した。なお，こ

の様な会談は，外務省によれば，何度も基地協定内の未解決の問題についてもたれ

ることとなった。

Vアメリ力軍基地内の学校に爆弾一一アメリカ大使館の職員は，第二次大戦時の

臼砲弾が2人のフィリピン人によって約 150人の生徒が勉学中のクラーク空軍基地

の学校に投込まれたが，ただちに善後処置がとられ被害がなかったことを，明らか

にした。この事件は，クラーク空軍基地とスピク海軍基地で起ったアメリカ兵によ

るフィリピン人射殺事件の直後のものである。なお，これは，フィリピン警察によ

り肯定はされなかった。

l N. E. C.，緊急事態を宣言一－N.E.C.は一連の台風・洪水により惹起された緊

急事態（stateof calamity）を54の州と都市に認める決議をし， 12月29日以後RC.A.

（米・トウモロコシ局）の米を売ることを禁止している法律の例外として， RC.A.

が輸入米を1.10ペソないし1.30ベソで売ることができるようにした。 N.E.C.は，

この発表にあたり，それが， HilarionM. Henaresを長とし GilPuyat, Ambrosio 

Padilla, Lorenzo Tanada上院議員 CornelioBalmaceda商工相， RamonDurano, 

Ramon Bagatsing, Rogaciano Mercado下院議員， AndresCastillo中央銀行総裁，

労働指導者 CiprianoCid, Pablo Lorenzo, Eugenio Padua, Caesar Espirituをメ

ンバーとしている「超党的経済組織」であり，経済危機を認めるのには 3分の 2が

必要であることを，強調したo

v日比木材業者会談一一日比両国の木材業者のマニラでの 2日にわたった会談は

協力と友好のうちに終了した。両者の意見は，相互に協力すること，および，新秤

量規則， 1月 1日発効予定の1964年10月23日付林野局令第四一2号の実施にしたが
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うことに一致した。フィリピン側は，席上，日本の国内取引に混乱を起させないた

め新規則の実施を 3月31日まで延長して欲しいとの日本側提案に賛意を表したが，

この賛意はフィリピンの関係政府部局の最終決定をまたねばならぬものである。

V鉱業生産，最高をマーク一一一フェリシアノ農相は，鉱山局のプスエゴ（Fernando

Busuego, Jr.）局長の報告にもとずいて， 1963～64会計年度の鉱業生産額が前年比15

%増の 4億6600万ペソで最高をマークしたことを発表した。それによると，大要は

次の通り。
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水銀 2,543フラスク 1.5 2,710フラスク 1.8 

その他，鉄鉱生産量も増大し，セメント生産は 600万ノ〈レノレ， 8900万ベソとなっ

て非金属部門で最大となった。

12月 19日

V経済調整局長官，労働力問題について報告一一経済調整局のアデボソ（Eleuterio

Adevoso）長官は，パギオで聞かれた全国教育会議に，“ManpowerNeeds，，と題す

るレポートを提出した。これによると，全労働人口 1027万7000(935万9000人は就

業者， 88万 3000人は失業者）のうち約60%は依然農業に従事していて，季節的な

労働力需要の低下により失業問題が深刻なものとされる。また，全労働人口のうち

61.9%は小学校卒， 15.5%は高校卒で，大学程度の教育を受けたのはわずか 6.7%

にすぎず， 15.9%については教育を受けたという報告がない。以上の数字にもとず

いて，同長官は，過去のいかなる時よりももっと，利用できる人的資源を開発し訓

練し利用することが緊急に必要であると強調した。

12月 20日

’法務省，フィリピン人を射殺した米兵の引渡しを要求一一マリーニョ法相とガ

ンカイコ（EmilioGancayco）主任検事は，タノレラク州のアノレボレダ(JoseArboleda) 

検事とパターン州のスンディアム（CarlosSundiam）検事の報告にもとずいて，合

衆国の基地で起ったふたつのフィリピン入射殺事件に関係した軍人の引渡しを合衆

国政府に要請するよう，外務省に勧告した。ふたりの検事の報告は，ともに，両事
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件を「不必要なもの」との結論に達していたので司ある。

12月21日

V国民党の総裁決定，延期一一国民党の総裁決定のために聞かれる予定になって

いたヲ地方副総裁団（regional vice-presidents）と実行委員会（rulingjunta）との聞

の会合は，年末年始の休暇後に持ち越されることとなった。

Y G. S. I. S., P.A. L.の新株募集に応ぜず－P.A.L. Cフィリピン航空）の株の49

%を所有している G.S. I. S. （公務員保険制度）は，すでに現在所有している 49%

をできるだけ早く処分することに決定していて，今度の新株募集に応じないことを，

そのスポークスマンの口を通して発表した。

12月22日

V 大統領，法相に射殺事件調査を命令一一マカパガル大統領は，メンデス外相，

マリーニョ法相およびブレア大使から射殺事件の報告を聞いた後，マリーニョ法相

に対し，クラーク基地での最近のフィリピン人少年射殺事件の現地調査をするよう

命じた。また，メンデス外相に対しては， 1947年の米比軍事基地協定のいろいろな

側面について外交折衝を継続するよう命じた。なお，これら三者の報告内容は発表

されなかったが，ブレア大使は，記者たちに対し， 2名のフィリピン人がクラーク

基地内の学校を爆破しようとしたという空想的な告発を自分に帰さないように要請

した。この告発は，フィリピン警察当局によりデッチ上げとただちに熔印をおされ

たものである。

V クラークでのフィリピン警察官凌辱事件を公表一一フィリピン警察第 1区当局

は，クラーク空軍基地への侵入者の出入口附近で侵入を防ぐためにフィリピン警察

の功力を要請したアメリカ大使館の提案について，今後合衆国の空軍警察がフィリ

ピン警察官に凌辱を加えないという保証が与えられることを条件に，顧慮すること

にした。このさい，警察当局は，クラーク基地で公務執行中のフィリピン人警察官

が合衆国軍人により誰何され武装解除された例が少なくとも 3件あったとして，そ

の例を挙げた。なお，フィリピン警察は，これら凌辱事件以後，クラーク基地から

手を引いていたのである。

v比・韓貿易会談終了一一第2回比・韓貿易会談は，両国が両国間の貿易量を増

大させるよう努めるとともに貿易使節団の交換をすすめることを謡った共同コミュ

ニケを発表して，終了した。この結果，フィリピン政府は， Namarco（交易公社）

に対L，その輸入計画に 950万ベソの韓国産品（その中にはセメント 780万ベソが
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含まれる）を組込むよう勧告することとなった。

〔UPI（ソウノレ）， 12. 22.-M. B., 12. 23.〕

l N. E. C.，コーヒー密輸に対し厳重な警告－N.E.C.のエナレス議長はコーヒ

一生産者連合会のパテノレノ (JacobaPaterno）会長の報告にもとずいて，密輸取締委

員長であるべラルタ（MacarioPeralta, Jr.）国防相に対し，コーヒーの密輸が抑制さ

れなければ，この国の未成熟なコーヒー産業を破壊することになろうとのベ，場合

によっては，法の例外として大統領により認められている輸入をも制限ないしは中

止することも鷹跨しないことを明らかにした。

12月23日

V反対派下院議員，基地協定改訂を要求一一下院反対派の指導者ラウレル (Jose

B. Laurel, Jr.）議員をはじめとする国民党議員は，（1）合衆国との基地・軍事援助協

定の再検討を要求し，（2）マカパガノレ大統領のクラーク基地射殺事件に対する「煮え

切らないやり方（pussy-footing）」を批難して，反対運動を起しはじめた。

V比米借款協定調印一一社会経済計画のための1600万ペソ借款協定はフィリピン

代表のエナレス N.E.C.議長と合衆国代表のインガソノレ(JamesH. Ingersoll)A. I. 

D.フィリピン局長とにより調印された。この借款は， PL480により合衆国から輸入

される米の売上高からなされるものである。

12月24日

v合衆国基地当局，学校爆破未遂事件犯人逮捕を要請一一合衆国第13空軍情報部

長フリードマン（JosephFriedman）大佐は，学校への爆弾投入れ事件が合衆国基地

内での最近のフィリピン人射殺事件により惹起された反米風潮に対抗するために

「編み出されたJものであるという印象を払拭するためめに，フィリピン警察がで

きるだけ早い機会に犯人と目される 2名の「フィリピン人」を逮捕するよう要請状

を出した。なお，これに関連して，フィリピン警察第 1区のヤン（ManuelT. Yan) 

大佐は，自分に帰せられているデッチ上げであるとの声明書の内容を明確にするた

め，ただアメリカ大使館の公表した報告を否定しただけで、あって，第 1区当局は徹

底的な調査をおこなうことになっていると，のべた。

〔PNS(C. A. F. B.), 12., 24.ールLB., 12. 25.〕

Vフク団に対する治安体制強化を命令一一警視総監補佐のメ：／ドサ（Godofredo

F. Mendoza）大佐は， 23日夜ノfンパンガ州のアラヤト村のティアンコ（Eduardo

Tiangco）村長の殺害はフク団によってなされたとの軍情報部からの確認を受取り，
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フィリピン警察第 l区司令官のマニエゴ（FelixManie go）大佐に対し，中部ノレソン

のフク団のブラックリストに挙げられている人たちの身辺警護を強化するよう命令

した。

V商工相， 1965年の貿易収支赤字を予想一一パルマセーダ商工相は， 「1965年の

フィリピン貿易概観」と題する年末報告書で， 1965年における貿易の拡大を予測す

るとともに，もう一年貿易収支は赤字となろうとのべた。同商工相は，来年の貿易

拡大を過去の傾向から予測した。すなわち，外国貿易は， 1963年には1962年の18%

増，さらに1964年には前年の15%増であった。 1964年 1～8月の貿易額は9億9340

万ペソにのぼり，前年同期の 8億6080万ベソに比べて15%増である。しかし， 1963

年の出超は1964年に入超にかわり， 1964年 1～8月に貿易収支の赤字は 680万ペソ

になった。そして，この赤字は，次の理由により， 1965年もつづくと予測した。

1. ラウレル＝ラングリー協定により， 1965年1月 1日から合衆国への輸出品

に対する関税が 100%増となり，また，輸出割当量が減ること。これらにより，

3500万ペソの輸出減が見込まれる。

2. この国が米輸入を続けること。

3. 工業部門が機械およびその他の生産財を輸入しつづけること 3

しかし，同商工相は，砂糖・コプラの価格低落に対しては他の産品の価格上昇の

可能性を， 中央銀行の 20%留保制の部分的廃止による家内工業製品の輸出増大，

1964年中におこなわれたドイツ・オーストラリア・韓国・インドとの貿易交渉の結

果としての輸出拡大の可能性を指摘し，さらに生産財輸入が結局はフィリピンにと

って大きな利益をもたらすことを強調して，楽観的観測を披躍した。

12月25日

V クラーク基地労務者のボーナス増額一一クラーク基地の中央民間人人事課は，

基地で働いているフィリピン人に新年のボーナスとして，いままでの 2週間分のか

わりに 1月分を支払ってよいという訓令をワシントンから受取った。

〔M.B., 12. 25.〕

12月26日

, N. E. C.=A. I. D.，経済開発基金と融資協定一一N.E.C.と合衆国の A.I.D.と

は， E.D. F. (Economic Development Foundation, Inc.経済開発基金）と，同基金

のフィリピンにおける私的生産企業発展計両を促進するために， 300万ペソの融資

協定に調印した。 〔M.B., 12. 26.〕
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12月27日

V米兵のフィリピン人射殺事件に対する抗議デモ一一クラーク米空軍基地の近く

にあるアンヘレス市で， 1946年以後クラーク基地で米兵に射殺された31名のフィリ

ピン人の親族を中心に，サンディコ（CarlosSandico）市会議員の指導の下， 11月25

日の同基地でのフィリピン少年射殺事件と12月13日のスビク米海軍基地での漁民射

殺事件に抗議する集会が聞かれた。これには，約2000名＊が参加しデモ参加者た

ちは「ブレア〔米大使〕を帰国させろ」，「すべての基地を撤廃せよ」，「基地協定を

改訂せよ」，「引金気狂いのエア・ポリスをベトナムに送れJ，「アメリカ人よ，君は

友なのか敵なのかけと書かれたプラカードを掲げ，アメリカ軍基地の撤廃と基地

協定の改訂を主張して気焔をあげたが，平和裡に散会したc

また，同時に，スピク海軍基地のあるサンパレスでは，パンパンガ州のネポムセ

ノ（FranciscoNepomuceno）知事とサンFパレス州のバレート（ManuelD. Barreto) 

知事は，基地協定の即時改訂を強く主張した。 〔ManilaTimes, 12. 28・〕

＊アンヘレス市28日発 UPI＝共同によると， デモ参加者数は約3000名であっ

た。 〔読売， 12.29.〕

また， A1anilaTimes 12. 29.の社説でも3000としている。

12月28日

v国民党指導者，基地協定について超党派的行動を要請一一マノレコス上院議員，

ロペス上院議員をはじめとする国民党指導者たちは， 「フィリピン，合衆国両国政

府間の基地問題についての会談には，政府の招請があれば超党派的基礎に立って」

参加する意志を持っていることを，明らかにした。これに対し，メンデス外相は，

反対派の見解を考慮に入れたいとは思うが，最初に明確にされるべきことは公認さ

れた党首がいないいまこのような見解を国民党の公式見解とみていいかどうかであ

る，と答えた。 〔ManilaTimes, 12. 29.〕

V閣議，米の輸入を諒承一一閣議は， N.E.C.が確認した1965年における米不足

を満たすために，フェリシアノ農業自然資源相提案の59万5400トンの米の輸入を諒

承した。しかし，マカパガノレ大統領は，米生産者および国民党からの強い反対のあ

とだけに，閣議の勧告に対して決定を保留した。なお，この閣議で大統領は，フィ

リピン国有鉄道改善のための 860万ベソ「緊急」計画と，アノ〈ード公共事業相の要

求した道路建設を中心とする10の大規模プロジェクトを公開入札に付すこととを認

可した。 〔ManilaTimes, 12. 29.〕

12月29日
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V米資本， Filoilの株を過半数所有一一フィルオイル精油会社は，同社の株の

67%をGulfOilに渡すという 12月18日の特別株主総会の決定を実施したことを，

発表した。これにより，前国家経済会議議長のロハス（SixtoK. Roxas）にかわっ

て GulfOilのツェーナー（B.E. Zehner）専務が副社長に就任することになった。

〔PhilippineHerald, 12. 3α〕

12月30日

V合衆国の砂糖割当量決定一一合衆国の農務省は， 1965年第 1四半期の砂糖50万

トンの輸入を認可し，各国への割当量を発表した。これによるとフィリピンに対す

る割当量はもっとも多く 18万7196トンである。なお，第2四半期の割当量は最大限

120万トンとなっている。 〔UPI(Wash.), 12. 31.-M. B., 1. 1.〕

V合衆国，フィリビンの戦災補償を要求を承認一一合衆国の外国要求権解決局

(Foreign Claims Settlement Commission）は，フィリピンの総合戦災要求500万ド

ノレを承認した。これにより，合衆国政府が規定した最終期日1963年12月23日までに

要求を提示しなかった5000～1万のフィリピン人が思恵を蒙ることとなった。

〔PhilippineHerald, 12. 30.〕

12月 31日

vマルコス上院議長，外交審議会召集を要請ー一一マルコス上院議長（次期国民党

大統領候補〉は，現政権が軍事基地協定を改訂するにさいしてとるべき目的および

目標を討議するため外交政策審議会を直ちに開くよう，マカパガJレ大統領に要請し

fこO

V フィリdビン人射殺米兵を軍法会議に一一クラーク米空軍基地駐屯の合衆国第13

空軍司令官マダックス（SamMad【lux）少将は，アキノ（Benigno・S. Aquino）知事に

対し， 11月25日にクロウ渓谷でフィリピンの少年RogelioM. Balagtasを射殺した

と言われている合衆国空軍兵 LarryColeを軍法会議にかける旨，通告した。

〔PNS(Tarlac), 12. 31. A1. B., 1. 1.〕
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